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70 周年記念誌に寄せて 

  

                    全国社会教育委員連合会会長 

                            前神奈川県社会教育委員連絡協議会会長 

                                                         鈴木 眞理 

 

 神奈川県公民館連絡協議会 70 周年、おめでとうございます。 

 記念誌が刊行されるわけですが、70 年前に連絡協議会をお作りになった方々は、そ

のようなことを果たして予期しておられたのでしょうか。一番喜んでおられるのは、

苦労なさって協議会をお作りになられた方々でしょうが、その方々に感謝の気持ちを

表したいと思います。公民館にかける思いが継承されてここまで来たということでし

ょう。 

 

 そもそも公民館の存在には、継続性ということが組み込まれているのだと、私は考

えます。一年や二年の存在を想定しているのではなく、数十年を単位として活動が考

えられる必要があるのだと思います。世代を越えて存在するのが公民館の在り方だと

考えます。生活に即した様々な知恵が集積され、それを発展的に継承しながら、活動

が展開されるというスタイルが、公民館の活動なのだろうと考えます。社会を安定的

に継続させる、ということが公民館の活動の前提になる発想なのでしょう。もちろん、

変革も必要なのですが、時代の「動きに」過剰に反応していくことはないのだろうと

思います。それは、別の機関の役割なのでしょう。声高に「公民館は、このような状

況に役に立つ」などという「にわか公民館マニア」も存在する昨今で、まあ、悪くは

ありませんが、マニアの熱は冷めてしまうのでしょう。冷めてしまった時が怖いので

す。行政の担う社会教育にも同じことが言えそうです。 

 

 まさか覚えておられる方はいないと思います。私も事務局の方に教えてもらい、上

の記述が、10 年ほど前、60 周年記念誌に寄せた私の文章だと分かりました。読んでみ

ると、私の考え方は今でも変わっていないので、あえてそのまま、また掲載させても

らいました。当時、「公民館海援隊」とか「図書館海援隊」とかの動きを起こしてい

た中央官庁の方をはじめとする人びともいましたが、さて今に続いているのでしょう

か。表面的に華々しい動きは、公民館や社会教育には似つかわしくないものでしょう。 

 それにしても、公民館・社会教育には、「生きにくい」状況が続いています。私が

書いた「数十年」に 80 年・90 年・100 年は含まれるのか、大変心許ないのですが、基

本的な考え方を大切にする関係者の方々の活動に期待したいと思います。まだまだ希

望や期待を持ち続けてもいいのでしょう。 
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神奈川県公⺠館連絡協議会設⽴ 70 周年に寄せて 
 

神奈川県社会教育委員連絡協議会会⻑  ⼩池 茂⼦  
 

1946 年 12 ⽉、当時の⽂部省社会教育課⻑寺中作雄は『公⺠館の建設−新しい町村の⽂化施
設』を著し、その中で「何故公⺠館を作る必要があるのか」と問いかけ、「『我々の⼒で教養施
設を作ろうではないか』と国⺠に提⾔した」とあります（⽇本公⺠館学会編『公⺠館のデザイ
ン』2010 年、192 ⾴）。敗戦状況の中で、地域の住⺠たちがそこに集い、学び、語り合い、⽇
常⽣活や地域の中にある課題を学び、考え、解決するために⾏動する、あるいは、住⺠のつな
がりを通して⽣きる⼒を見出していく拠点として、戦後、社会教育法（1949 年）によって規
定された社会教育施設として公⺠館は出発しました。 

それから 70 年余が経過し、第 2 次⼤戦後の地域の復興を⽬指して設置された公⺠館も、そ
の後、時代の変化の中でそこに求められる機能にも⼤きな変化の波が寄せられたといえるでし
ょう。具体的には、人々の学習活動が、⽣活課題や地域の課題解決を求めるために⾏われるも
のから、経済的豊かさや社会の成熟化を背景に、人々の学習活動も個人の⽣活の充実・向上を
めざす個人的な要求の充足がより強く志向されるようになっているということです。⽣涯学習
という考え方がわが国の教育政策の基本理念となりましたが、そこで改めて考えていくべき課
題が指摘されています。⽣涯学習の推進という名のもとに、昨今の⽣涯学習振興施策が、「もっ
とたくさん、もっといろいろ、もっと便利に、もっと⼼地よく」といった住⺠の要望のみに応
えたサービスの提供、「知の消費（個人的欲求充足）」の場に終始していないかという問題提起
です。教育基本法第 12 条（社会教育）にも「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において
⾏われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。」と規定され、公⺠
館も社会教育のために設置された社会教育施設であるということを改めて胸に刻むべきでしょ
う。筆者の勤務している⼤学の授業では、学⽣たちに自分が住んでいるまち或いは⾏動圏内に
ある公⺠館を調査・発表させていますが、公共的課題や地域課題の解決に向けた事業など、公
⺠館事業を調査してもまったく見当たらないという発表もある中で、⼦育て⽀援や、介護予防、
外国人へ向けた講座など地域や時代の要請から⽣じている課題の解決に意欲的に取り組んでい
る公⺠館の活動についての報告も見られます。学びを通じて、地域住⺠が出会い交流し⾏動し
よいまちを作っていく。その拠点として 21 世紀になっても、公⺠館が果たす社会教育施設とし
ての使命には重いものがあるといえるのではないでしょうか。 
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70 周年記念誌に寄せて 

 

元神奈川県公民館連絡協議会副会長  藤嶋 直司  

 

 神奈川県公民館連絡協議会設立 70 周年を迎えたことを心よりお祝い申し上げます。 

神奈川県公民館連絡協議会は公民館相互の連携を図り、公民館活動の振興に努め、社会教育の進展

に寄与するという大きな目的を掲げて結成され、多くの輝かしい実績を持つ素晴らしい組織だと思い

ます。私は、この輝かしい歴史の２年間だけ関わることができ、その素晴らしさを体感し、皆さんと

共に活動できる幸せな時間を過ごさせていただき大変感謝しています。しかし、そんな充実した１年

目が終わろうとしているとき、世界中で新型コロナウイルス感染症が急拡大し、その波は日本全土を

覆いました。政府は緊急事態宣言を発出し、私たちは命と生活を守るため、不要不急の外出を避け、

マスクをして距離を保ち、換気や消毒をして感染防止をする日々でした。公民館でも感染拡大防止を

第一に考え、安全な活動が安心して行えるために、閉館や制限のある活動をせざるをえない状態が続

きました。その後も新型コロナウイルス感染症は収まることなく、やっと開館しても利用者は自粛し

てほとんどいないという今だかつてないことに直面したのでした。私たちも不安や戸惑いの状態でし

たが、対面での活動を控え、経験の少ないオンラインの活用を工夫しながら、何とか実施できる事業

に取り組みました。コロナ禍という未経験な事態で、先の見えない日々でしたが、この状態が続くこ

とはなく、楽しく活動できる日が必ず来ることを信じて、今自分たちができることを大切にしてきま

した。 

このような状況下だからこそ、基本的な権利である学ぶことの大切さを本能的に感じ、それを求め

る気持ちが高まっていると思います。その気持ちに応えられるのが「つどう」「学ぶ」「むすぶ」機能

を持つ公民館だと思います。地域の皆さんが期待していることは、準備をして待つ公民館ではなく、

元気と希望を届けてくれる公民館ではないでしょうか。言い換えれば、私たちの力量が問われている

時だと考え、その期待に応えるためにできることを探し、活動に結びつけていく努力を重ねました。 

私たちの力は微力かもしれませんが、決して無力ではありません。無力はいくら集まっても無力か

もしれませんが、私たちの小さな力を合わせれば必ず大きくなります。多くの小さな力を結びつけ、

それを増幅させて、大きな力にできるのが神奈川県公民館連絡協議会だと思います。 

「足もとを掘れ、そこに泉湧く」という言葉があります。コロナ禍で大変な状況ですが、このよう

なときだからこそ、地域の実態を見つめなおし、公民館活動の原点に戻って目的を確認し、未来に向

かうことが大切だと思います。70 年の歴史を持つ神奈川県公民館連絡協議会の足元には、多くの先人

や先輩が努力して困難を克服し、蓄えてきた資産や資源が脈々と流れています。この原点ともいうべ

き大切な宝を生かしながら、地域の小さな力を結集し、それを増幅し、課題解決に向かう先頭に立っ

て努力している神奈川県公民館連絡協議会の姿こそ、地域の皆さんの素晴らしい明日につながる大き

な糧となります。今までの 70 年がそうであったように、これからも先頭に立って邁進する姿を見せて

いただけることを確信して、お祝いの言葉とさせていただきます。 
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神奈川県公民館連絡協議会設立70周年に寄せて 

 

元神奈川県公民館連絡協議会事務局長  中世 貴三  

 

神奈川県公民館連絡協議会設立70周年誠におめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。 

さて、私ごとで恐縮ですが、県公連とのかかわりは、平成10年に湘南三浦教育事務所に社会教育主

事として勤務し、公民館担当となったのが始まりです。公民館大会、公民館主事セミナー、公民館長

等研修会などの企画運営、そして、平成17年に横須賀市で開催された第46回関東甲信越静公民館研

究大会では事務局として関わらせていただきました。また、平成21年度から３年間事務局長を仰せつ

かり、微力ながら務めさせていただきました。 

大会や研修会などで公民館職員の方々とご一緒させていただくと、温かい人間性に癒されるととも

に、地域住民のことを思う公民館職員の熱いハートに圧倒され、身が引き締まる思いをしたことを覚

えています。また、大会や研修会後には、神崎節生さんや京利幸さんを中心として情報交換会が開か

れ、夜遅くまで『公民館活動のあるべき姿』『社会教育とは何か』など熱く語り合ったことも良き思い

出として残っています。 

私が生まれ育った地域には公民館という施設がなく、公民館について何も分かりませんでした。そ

んな私にとって、社会教育の実践の場である公民館活動に関わったことで、『公民館とは何か』そして、

『社会教育とは何か』を、一から学ぶ良い機会となりました。県公連は社会教育主事としての私を育

ててくれたと言っても過言ではないと思っています。 

今日、情報化、グローバル化、核家族化、少子高齢化、SDGsに向けた取組みの推進など、社会は大

きな変化を見せ、地域社会のあり方も変わってきました。学校教育も学習指導要領が改訂され、「主体

的・対話的で深い学び」に向けた授業改善、GIGAスクール構想実現への取組み、さらには、コミュニ

ティースクールや小中一貫教育への取組み等も進められています。 

しかし、このような変化の中にあっても、「教育機関」としての公民館が果たす役割は変わらないと

思っています。むしろ変わってはいけないと思います。中央教育審議会答申「人口減少時代の新しい

地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」（平成30年12月21日）にありますように『人づ

くり・つながりづくり・地域づくり』が求められる今日だからこそ、地域社会創造の拠点として、ま

すます公民館への期待が高まるものと思っています。 

今、私の手元に県公連の「50周年記念誌」と「60周年記念誌」、そして「第46回関東甲信越静公民

館研究大会報告書」があります。この記念誌や報告書を読み返すだけでも、公民館が地域において果

たしてきた役割がいかに大きいものであったかが分かります。その公民館活動を支えてきたのが県公

連であったと思います。70年にわたる県公連の存在意義と活動実績はゆるぎないものです。 

最後となりましたが、この「70周年記念誌」の発刊を契機に、神奈川県公民館連絡協議会がますま

す発展されますことを祈念して、お祝いの言葉とさせていただきます。 
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神奈川県公民館連絡協議会創立70周年記念に寄せて 

 

元神奈川県公民館連絡協議会事務局長  纐纈 仁志 

 

 神奈川県公民館連絡協議会（以下「県公連」）の創立 70 周年、誠におめでとうございます。昭和

27年３月10日の結成以来、地域社会の活性化、住民自治力の向上にご尽力いただいた関係者の皆様

及び諸先輩の皆様に、心より敬意を表します。私自身も、事務局として県公連の事業に携われたこと

は、ある意味誇りであり、社会教育を学ぶ貴重な機会でもありました。 

 県公連との最初の出会いは、学校を離れた平成 14 年度のことでした。かながわ県民センター５階

にあった生涯学習情報センターに勤務し、現在の「公民館等担当者コース」を担当させていただきま

した。「一人ではなく、みんなで話し合って創り上げた研修にこそ意義がある。」との先輩の言葉を胸

に、右往左往しながらも、研修部会の方々と議論を交わしながら企画・運営を行いました。公民館の

究極のねらいである「住民の自治力を高めていくための教育機関」であるということを、実践を通し

て学ばせていただいたような気がします。その後は、神崎 節生 顧問をはじめ、木下 敬之 顧問、

夏井 美幸 会長ほか、多くの方々にご指導・ご支援を仰ぎながら、平成 21 年度から事務局次長を

２年、平成24年度からは事務局長を４年務めさせていただきました。公民館に携わる方々の優しさ、

素晴らしさを肌で感じながらの仕事は、自身の成長にもつながるものでした。 

さて、今からちょうど10年前、創立60周年を迎えた時、事務局長であった私は、「公民館かなが

わ第75号」の特集記事を書かせていただきました。僭越ながら、次のような内容でした。第三章「県

公連の存在意義」では、「地域主権が叫ばれる時代に、地域住民を考え方の中心に据えているはずの

公民館の存在が危惧されるというのは、何か矛盾を感じるものであり、また、皮肉にさえ思います。」 

また、第四章「県公連のこれから」では、「今、何が公民館に求められているのか、何が県公連に求

められているのかを、もっと泥臭く、もっと真正面から向き合って熱く語り合うべきではないかと感

じています。」 これを読み、気分を害された方もいらっしゃったかと思いますが、それが当時感じて

いた率直な考えでした。そして、その考えを具現化しようと準備を進めた取り組みが、平成 28 年度

に行われた「第38回全国公民館研究集会神奈川大会 兼第57回関東甲信越静公民館研究大会inさが

みはら」でした。 

「今、なぜ公民館が必要とされているのか？～公民館の存在意義を問う～」をテーマに、公民館は

「住民がつどい、まなび、つながる場となっているのか」「住民の自治力を高めるという機能を果た

しているのか」それとも、「時代の流れと共に、その役割を終えてしまったのか」を問いかけたので

す。残念ながら、私は大会前に事務局を離れてしまいましたが、大会でも確認された通り、公民館が

長きに亘り、社会教育推進の中核を担ってきたことは紛れもない事実であり、公民館が住民の自治力

を高めていくための教育機関であることは、今も何ら変わりません。そして、行財政改革が進められ

る中、県内の公民館を支え、地道に歩みを進めてきた県公連は、これからも間違いなく重要な役割を

果たしていかなければいけないのだと、大会を運営された方からの報告を受け、改めて実感しました。 

 最後になりましたが、役員の皆様をはじめ事務局の皆様に感謝の意を申し上げると共に、創立 70

周年を機に、県公連のさらなる充実、発展を祈念し、お祝いの言葉とさせていただきます。 
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神奈川県公民館連絡協議会事務局に携わって 

 

前神奈川県公民館連絡協議会事務局長  豊田 政治  

 

 神奈川県公民館連絡協議会設立70周年誠におめでとうございます。 

70年という長い歴史の中で、平成20年度から22年度までは事務局員として、平成28年度から30年度

までは事務局長として関わらせていただきました。 

私は小学校教員ですが、平成16年に社会教育主事講習を受講し、社会教育主事の資格をとりました。

というよりはとりに行かされたが正しいと思います。その４年後、平成20年４月に神奈川県教育委員

会教育局生涯学習文化財課に社会教育主事として配属になりました。行政職については右も左もわか

らない状態で、さらに社会教育についても、４年前の座学の経験しかなく大変不安だったことを覚え

ています。当然、神奈川県公民館連絡協議会（以下、「県公連」と表記します。）という団体の存在

すら知りませんでした。幸い、菅原信昭事務局長及び鈴木義邦事務局次長が前年度から引き続きおら

れたので、指導を仰ぎながら事務局員として務められました。当時の会長であった神崎節生さんから

は、「社会教育とは」「公民館とは」「県公連の運営」等について様々なことを丁寧に指導していた

だきました。平成21年度には20年間会長を務められた神崎節生さんがご勇退され、京利幸会長のもと

２年間事務局員として務めました。 

そして、平成28年４月に再び神奈川県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専任主幹として配属

され、県公連の事務局長を拝命し、木下敬之会長のもと３年間務めました。この年は、８月に関東甲

信越静公民館研究大会が相模原市で開催されました。一昨年度から事務局をはじめ実行委員会の皆様、

相模原市教育委員会生涯学習課の皆様が念入りに準備してくださったおかげで、当日を迎えることが

できました。県公連に加入していない市町村からも当日の運営にかかわっていただくなど「チーム神

奈川」で取り組み、神奈川らしい温かい大会となり、成功裏に終えることができました。 

事務局としての６年間では、たくさんの市町村の社会教育行政職員の方々、公民館職員の方々との

出会いの中で、社会教育への熱い想いを感じ取ることができました。職員の方々、公民館職員の方々

との出会いの中で、社会教育に対して熱い想いをもって取り組んでおられる姿に感銘を受けました。

さらには、関東甲信越静公民館研究大会や全国公民館研究集会東京大会に携わらせていただき、他都

道府県の生涯学習・社会教育行政職員や公民館関係者の方々とも交流を深めることができました。 

また、各市町村の財政の逼迫、社会教育行政の首長への移管などが進む中、県公連の存在意義を常

に考えておりました。県公連の目的である「県内の公民館相互の連携を図り、公民館活動の振興に努

め、社会教育の進展に寄与する」に立ち返り、県内の公民館の充実発展に役立つ活動をしていくこと

が県公連の大事な役割であると思います。 

この２年で新型コロナウイルス感染症のために世の中の生活様式が一変してしまいました。人との

つながりがますます希薄になっていく中、公民館の果たす役割は大きいと思います。「今はできな

い」ではなく、「今だからこそできる」ことで地域のきずなをつむぐ公民館づくりにつながるよう県

公連のますますのご発展をお祈りいたします。 
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第１章 公民館の活動この10年                     

 

はじめに 

 平成23 (2011) 年からの10年間は、これまでにない自然災害が多く発生した10年間であった。平成

23年３月11日の東日本大震災、平成28（2016）年４月14、16日の熊本地震、また毎年のように起こる

豪雨災害・土砂災害等の自然災害によって避難所等になった公民館が多くあった。また、令和２

（2020）年からの新型コロナウイルス感染症対策ではワクチン接種会場になる等、非常時における公

民館の役割が大きく取り上げられた。しかし、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言やま

ん延防止等重点措置の発出により、公民館の役割である住民への学びの場、学習機会の提供が十分に

できなくなり、実施方法も難しくなった。公民館設立70数年間で初めてのことであった。 

 また、教育基本法や社会教育法の一部改正、あるいは地方自治法の改正等は、公民館にとって大き

な課題を投げかけたと言っても過言ではない。 

各法改正や社会教育に関する様々な調査に目を向けながら、10年間を振り返ってみたい。 

 

１ 公民館に関する法律・中央教育審議会等から 

＜中央教育審議会＞ 

（１）平成 25（2013）年１月 第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理 

この議論の整理では、社会教育行政の今後の方向性をネットワーク型行政の推進を通じた「社

会教育行政の再構築」としてとりまとめられている。 

内容は、「生涯学習社会の構築」の中心的な役割を担う社会教育行政の今後の推進の在り方に

ついて、第１章では、今後の社会教育行政等の推進の在り方について 「生涯学習・社会教育を

取り巻く社会が変化する中で求められるもの」「社会教育の役割及び課題」「今後の社会教育行

政の取組の方向性～『社会教育行政の再構築』～」「生涯学習振興行政の調和・統合機能の強

化」の４つの節に分けて整理されている。 

第２章では、今後の生涯学習・社会教育の振興の具体的方策について、「絆づくりと活力ある

コミュニティの形成に向けた学習活動や体制づくりの推進」「現代的・社会的課題に対応した学

習機会及びライフステージに応じた学習機会の充実」「社会生活を円滑に営む上で困難を有する

者への学習機会の充実」「学習の質保証・向上と学習成果の評価・活用の推進」「生涯学習・社

会教育の推進を支える基盤の整備」の５つの節に分けて整理されている。 

また、平成 20(2008)年答申においては、ネットワーク型行政が取り上げられ、特に学校教育

等との連携や支援体制の強化については具体的な振興施策とともに提言されていたが、学校教育

以外の主体とのさらなる連携・協働を推進していくため、第６期の生涯学習分科会においては、

改めて「ネットワーク型行政の推進」の重要性が強調された。さらには、今後の社会教育行政が、

社会教育施設等において講座等を自らで全てを行おうとする「自前主義」から脱し、特に首長部

局等と積極的に効果的な連携を仕掛け、地域住民も一体となって協働して地域住民の絆の構築、

地域コミュニティの形成、地域課題の解決といった地域の総合的な課題に対応できるよう、地域

の多様な主体との連携・協働によるネットワーク型行政を一層推進していくこととされ、特に社

会教育行政の首長部局等との連携・協働を通じた「社会教育行政の再構築」が必要とされた。 
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（２）平成 25 (2013) 年９月 中央教育審議会生涯学習分科会 

この分科会では、社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループにおける審議で整 

理され、社会教育に関わる人材に関する事項・社会教育主事の役割や配置の見直し、資質・能力

の向上・地域人材の養成・評価・活用のための仕組みの構築、今後の社会教育行政や社会教育 

主事の在り方に関する具体的方策について審議が進められた。 

第１章「社会教育行政の推進体制の在り方について」の「社会教育行政と教育委員会制度」

「社会教育行政の現状と課題」では、学校教育行政との連携や「人づくり」の観点から「総合的

な学習機会の提供」、「社会教育に関する事務の所管についての今後の方向」が示された。また、

第２章「社会教育主事の在り方について」では、「社会教育主事の現状と課題」が挙げられた。 

 

（３）平成 28 (2016) 年 12 月 21 日 中央審議会答申 

この答申においては、社会教育に関する様々な課題について問題意識・専門性を高めること 

を目的として、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善

及び必要な方策等について」が示され、今回の改訂と社会の構造的変化として、「社会に開かれ

た教育課程の実現」が理念として掲げられている。 

 

（４）平成 29（2017）年３月 28 日 『学びを通じた地域づくりに関する調査研究協力者会議』 

この会議では、「人々の暮らしと社会の発展に貢献する持続可能な社会教育システムの構築 

に向けて」論点の整理がなされた。 

今後の社会教育に期待される３つの役割 

ア 地域コミュニティの維持・活性化への貢献  

イ 社会的包摂への寄与  

ウ 社会の変化に対応した学習機会の提供 

学びの成果を地域づくりの実践につなげる「地域課題解決学習」を社会教育の概念に明確に 

位置付け、国民・社会の理解と支持が得られる社会教育行政を展開し、社会教育分野への官民の

教育投資を促進するために、持続可能な社会教育システムの構築に向けた重要な視点として３点

挙げられている。 

ア 社会教育行政のネットワーク化と官民パートナーシップの推進  

イ 「学びのオーガナイザー」と社会教育主事の養成・活用  

ウ  新しい「学びの場」と社会環境の変化に対応した社会教育施設の運営・整備 

 

（５）平成 30（2018）年 12 月 21 日文部科学省 中央教育審議会答申 

「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」という文部科学大

臣の諮問に対して、この答申では社会教育を基盤とした『人づくり・つながりづくり・地域づく

り』が示され、以下のように地域における社会教育の意義と果たすべき役割が示された。 
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（６）令和２（2020）年９月 第 10 期中央教育審議会生涯学習分科会における論議の整理 

この議論の整理では、新しい時代の生涯学習・社会教育についての基本的な方向性や推進方 

策について、「多様な主体の協働と ICT の活用で、つながる生涯学習・社会教育～命を守り、誰

一人として取り残さない社会の実現へ～」として、以下のようにまとめられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省 HP「第 10 期中央教育審議会生涯学習分科会における論議の整理」 （令和 2 年 10 月 13 日）より 

第 10 期中央教育審議会生涯学習分科会における論議の整理 

1. 生涯学習・社会教育をめぐる現状・課題 
社会的包摂の実現 

  地域の多様な人たちが相互に理解し合い共生できる環境をつくっていく上で、社会教育は極めて重要な役割を果たすこ

とが期待されている。 

  様々な理由で困難を抱える人たちに対し、知識や技能を習得する機会を充実するなど、社会教育における学習機会の拡

充が重要。 

人生 100 年時代と生涯学習・社会教育 

  マルチステージの人生においては、必要な時に必要な学びを通じ成長し、心身の健康を保持しながら活動できること求

められる。また、職場や職種の転換を経験する機会も増える可能性が高まるため、必要な資質・能力等を更新できる学

びの場が重要。 

Society 5.0 に向けたこれからの生涯学習・社会教育 

  時間的・空間的な制約を超えた学びなど、新しい技術を活用した様々な学びの在り方が可能になる。 

⇒新しい技術を活用した学びの利点を最大限生かし、取組を更に充実・発展していくことが求められる。 

  ICT 機器を利用できる者とできない者の格差（デジタル・ディバイド）の解消は、住民の安全や命を守ることにもつな

がる。 

地域活性化の推進 

  地域における豊かな学びを推進するためには、多様な主体が連携・協働し共に学び合うことが求められる。 

子供・若者の地域・社会への主体的な参画と多世代交流の推進 

  子供・若者が地域の課題解決に主体的に関わることは、主権者意識の涵養にも資するものであり、よりよい社会を創っ

ていく資質・能力を育む上で重要。社会教育・学校教育という区分を超えて充実を図るべき。 

2. 新しい時代の生涯学習・社会教育の広がりと充実に向けて 
新しい時代の学びの在り方 

  いわゆる講義形式で知識をインプットする「学び」だけでなく、疑問を持ち、課題を見つけ、考えを発信し、他者と共

に考え、新たな考えを創造するといったことも「学び」の重要な要素となる。 

  様々な背景を有する多様な世代の人たちがつながり、共に学び合うことにより、新たなアイデアが生まれ課題解決につ

ながることや、他者を理解し、受け入れ、共生する社会の実現につながることが期待される。 

  新しい技術を活用した「オンラインによる学び」と「対面による学び」の組合せで学びが更に豊かなものになる。 

「命を守る」生涯学習・社会教育 

  新型コロナウイルス感染症や自然災害などの課題に対し、必要な知識を得たり課題解決に向けて共に学び合ったりする

機会の充実は、あらゆる人々の「命を守る」ことに直結する。 

  「誰一人として取り残さない」包摂的な社会の実現のため、様々な人たちに必要な学びの機会を設けることが重要。 

⇒学びを通じて人々の生命や生活を守る「命を守る」生涯学習・社会教育という視点が今後ますます重要。 

推進のための方策 

学びの活動をコーディネートする人材の育成・活用 

  社会教育士の取組事例や成果を具体的に紹介し、多様な場での活躍を促進していくこと。 

  多様な人材が社会教育主事講習を受講できるよう、オンライン等による受講機会の確保などの条件整備が求められる。 

新しい技術を活用した「つながり」の拡大 

  MOOC や放送大学などの積極的な活用をこれまで以上に推進していくこと。 

  社会教育施設における ICT 環境の整備推進のため、既存財源の活用や企業との協同等の創意工夫を凝らした取組を促進

すること。 

  デジタル・ディバイド解消のため、社会教育施設等での ICT リテラシーを身に付ける学習機会を充実すること。 

学びと活動の循環・拡大 

  生涯学習の分野における ICT 等を活用した学習履歴の可視化について推進方策を検討すること。 

  より多くの人たちが自主的に学びの活動に参画するような工夫として、ボランティア活動をポイント化し、それを地域

での購買や学校等への寄附に利用できるようにするといった特色のある取組を推進していくこと。 

個人の成長と社会の発展につながるリカレント教育の推進 

  大学や専門学校等と産業界が連携した実践的な教育プログラムを開発・拡充すること。 

  大学や専門学校等における遠隔授業のリカレント教育への活用を積極的に推進すること。 

各地の優れた取組の支援と全国展開 

  先進的な事例等のわかりやすい形での情報提供や、関係者がノウハウ等を共有する機会を充実すること。 
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＜教育振興基本計画＞ 

（１）平成 24（2012）年 6 月 14 日閣議決定 第２期教育振興基本計画 

第２期教育振興基本計画では、次のような内容が示されている。 

策定の背景～我が国を取り巻く危機的状況 

    〇 少子化・高齢化の進展→社会全体の活力低下 

    〇 地域社会、家族の変容→個々人の孤立化、規範意識の低下 

    〇 グローバル化の進展→我が国の国際的な存在感の低下 

    〇 格差の再生産・固定化→一人一人の意識減退、社会の不安定化 

    〇 雇用環境の変容→失業率、非正規雇用の増加 

    〇 地球規模の課題への対応→持続可能な社会の構築が必要 

これらを踏まえ、今後の社会の方向性として、「自立」「協働」「創造」の３つの理念の実現

に向けた生涯学習社会の構築が示された。 

また、教育行政の４つの基本的方向性が次のように体系的に整理された。 

１ 社会を生き抜く力の養成 ～多様で変化の激しい社会の中で個人の自立と協働を図るた

めの主体的・能動的な力～ 

２ 未来への飛躍を実現する人材の養成 ～変化や新たな価値を主導・創造し、社会の各分

野を牽引していく人材～ 

３ 学びのセーフティネットの構築 ～誰もがアクセスできる多様な学習機会を～ 

４ 絆づくりと活力あるコミュニティの形 ～社会が人を育み、人が社会をつくる好循環～ 

   

（２）平成 30（2018）年６月 15 日閣議決定 第３期教育振興基本計画 

第３期教育振興基本計画については２部構成となっており、第１部は総論とし、「我が国に

おける今後の教育政策の方向性」として、①教育の普遍的な使命 ②教育をめぐる現状と課題

③2030 年以降の社会を展望した教育政策の重点事項 ④今後の教育政策に関する基本的な方針

⑤今後の教育政策の遂行に当たって特に留意すべき視点として、次の３つの視点が示された。 

 ア 客観的な根拠を重視した教育政策の推進                    

  イ 教育投資の在り方（第３期計画期間における教育投資の方向）          

  ウ 新時代の到来を見据えた次世代の教育の創造      

第２部では各論として「今後５年間の教育政策の目標と施策群」が記載され、施策群で、 

  ア 夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する         

  イ 社会の持続的な発展をけん引するための多様な力を育成する           

  ウ 生涯学び、活躍できる環境を整える                      

  エ 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する       

  オ 教育政策推進のための基盤を整備する 

が示された。 
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(２) 平成 30（2018）年２月 28 日 文部科学省生涯学習政策局長通知 

この通知により、社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令が施行され、令和２(2020) 年 

度より社会教育主事講習修了者は「社会教育士」の称号を名乗れることになった。 

「社会教育士」は、「自分たちの暮らす地域を面白くしたい」「新たな人ともっと出会いたい」

「多様な人ともっとつながりながら活動したい」という前向きな気持ちになれるきっかけとして

の「学び」の機会を社会のいたるところに仕掛け、豊かな地域づくりへの展開を支援する専門人

材となるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

十六～十九 （略） 

２ 市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であって地域住民その

他の関係者（以下この項及び第九条の七第二項において「地域住民等」という。）が学校と協働し

て行うもの（以下「地域学校協働活動」という。）の機会を提供する事業を実施するに当たって

は、地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に円滑かつ

効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働活動に関する

普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。 

第六条 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内におい

て、前条第一項各号の事務（同項第三号の事務を除く。）を行うほか、次の事務を行う。   

一～五 （略） 

２ 前条第二項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施

する場合に準用する。                

第九条の七 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望が

あり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進

員を委嘱することができる。 

２ 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力

して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等

に対する助言その他の援助を行う。  

１．社会教育士の称号付与の趣旨及び概要 
  今回の社会教育主事講習等規程の改正においては、講習及び養成課程の学習成果が社会で認知され、広く社

会における教育活動に生かされるよう、講習の修了証書授与者が「社会教育士（講習）」と、養成課程の修
了者が「社会教育士（養成課程）」と称することができることとしている。 

■社会教育主事講習等規程（抄）  

第８条 講習を行う大学その他の教育機関の長は、第３条の規定により８単位以上の単位を修得 した者に対して、講 

習の修了証書を与えるものとする。 

２（略）  

３ 第１項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士（講習）と称することができる。 

 第１１条（略）  

２（略）  

３ 第１項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士（養成課程）と 称することができる。 

２．社会教育士に期待される役割 
  「社会教育士」には、講習や養成課程の学習成果を活かし、ＮＰＯや企業等の多様な主体と連携・ 協働し

て、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野に おける学習
活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに携わる役割が期待される。 

  また、これらの活動に際しては、地域の実情等を踏まえ、社会教育士と社会教育主事との連携・ 協働が図
られることが期待される。  

３．留意事項 
  講習と養成課程では、社会教育実習の有無など科目構成等が異なることから、称号について 法制上は、

「社会教育士（講習）」と「社会教育士（養成課程）」と区別して整理しているが、講習や 養成課程の学
習成果を生かし、社会の多様な分野における学習活動の支援に取り組むことが 期待される点において両者
は異なることはなく、履歴書や名刺には単に「社会教育士」と記載しても 差し支えない。  

  社会教育士と称することができる者であることの確認は、「社会教育士（講習）」については、 大学等が
授与する講習の修了証書によって、「社会教育士（養成課程）」については、大学が発行 する単位修得証
明書によって行う。 

  社会教育士の称号付与については、大学等による授与等の行為はなく、講習又は養成課程を 修了したとい
う事実に対して社会教育主事講習等規程により認められるものである。 

文部科学省HP「社会教育主事講習等規定の一部を改正する省令の概要」より（平成30年3月23日） 
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（３）平成 30（2018）年 12 月 21 日 社会教育法第 23 条第１項の解釈の周知について（依頼）  

各都道府県・指定都市教育委員会社会教育担当課長あて （文部科学省総合教育政策局地域学

習推進課事務連絡） 

   平成25 (2013) 年３月12日に「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」が閣議決定された。    

  その中に「公民館の運営方針（23条 １項１号）については、施設命名権の売却を禁止するもの    

  ではないこと等について各地方公共団体に通知する。」という記載がある。これは、全国市長会    

  から、公民館において「ネーミングライツを実施することや、個展において作品を販売すること 

  など、これらの創意工夫に基づく活動ができない状況にある」（さらなる『基礎自治体への権限 

  移譲』及び『義務付け・枠付けの見直し』について【提案】（平成24年７月24日））との指摘が 

  なされたことを受け、社会教育法（昭和24年法律第207号。以下「法」という。）第23条第１項 

  第１号の解釈について、改めて周知を図ることを定めたものである。（法第23条第１項第１号で 

  は、公民館が「もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用さ 

せその他営利事業を援助すること」を禁止している。） 

 

（４）令和２(2020)年12月21日 会計年度任用職員制度の適正な運用等について（通知）     

各都道県知事・各指定都市市長あて総務省自治行政局公務員部長通知 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の内容は、一般職の会計年度任用職員制度

を創設し、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任

用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るもので、併せて、会計年度

任用職員については、期末手当の支給を可能とするものである。 

 

＜教育委員会制度＞ 

平成 27 (2015) 年４月１日 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律 

この法律では、教育委員会制度について、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、

地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとと

もに、地方に対する国の関与の見直しを図るとし、次の４点が示された。 

   ア 教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置 

   イ 教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化   

   ウ すべての地方公共団体に「総合教育会議」を設置 

   エ 教育に関する「大綱」を首長が策定                          

すべての地方公共団体に「総合教育会議」を設置・首長が招集し、会議は原則公開とし、構成員

は首長と教育委員会とされた。また、以下のような協議・調整事項も示され、地方教育行政制度の

改革を行った。 

  【総合教育会議での協議・調整する事項】 

   ア 教育行政の「大綱」の策定 

   イ 教育の条件整備など重点的に講ずべき施策 

   ウ 児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置 
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＜公民館事業等に関係する法律等＞ 

（１）平成 28 (2016) 年４月１日施行 障害者差別解消法   

国際連合の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、 

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな

がら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平

成 25(2013)年６月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる「障害者

差別解消法」）が制定された。 

 

（２）平成 30（2018）年 12 月 14 日公布、平成 31（2019）年４月１日施行 「出入国管理及び難民

認定法及び法務省設置法の一部改正」について 

この法律により、新たな外国人材受入れのための在留資格「特定技能１号」「特定技能２号」

の創設、受入れのプロセス・外国人に対する支援・受入れ機関・登録支援機関に関する規定等、

整備の内容が示された。 

 

（３）平成 23（2011）年５月 10 日 公立社会教育施設災害復旧費補助金交付申請要領   

平成 23 (2011) 年３月 11 日に発生した東日本大震災により、多くの公立社会教育施設（公立

社会体育施設・公立文化施設を含む。）が甚大な被害を受けた。東日本大震災は３月 13 日に

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、激甚災害（本激）の指

定、及び、同法第 16 条（公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助）の適用が政令で指定さ

れた。 

 

（４）平成 28（2016）年 10 月 14 日 ともに生きる社会かながわ憲章（神奈川県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  神奈川県「ともに生きる社会かながわ憲章」HP より(平成 28 年 10 月 14 日) 

 

（５）令和元（2019）年 12 月 生涯学習分科会                       

人生 100 年時代の到来、Society 5.0 の実現など社会の変化や課題を踏まえた新しい時代の 

ともに生きる社会かながわ憲章   ～この悲しみを力に、ともに生きる社会を実現します～ 

平成 28 年 7 月 26 日、障害者支援施設である県立「津久井やまゆり園」において 19 人が死亡し、27 人
が負傷するという、大変痛ましい事件が発生しました。                                                            
この事件は、障がい者に対する偏見や差別的思考から引き起こされたと伝えられ、障がい者やそのご家
族のみならず、多くの方々に、言いようもない衝撃と不安を与えました。私たちは、これまでも「とも
に生きる社会かながわ」の実現をめざしてきました。そうした中でこのような事件が発生したことは、
大きな悲しみであり、強い怒りを感じています。このような事件が二度と繰り返されないよう、私たち
はこの悲しみを力に、断固とした決意をもって、ともに生きる社会の実現をめざし、ここに「ともに生
きる社会かながわ憲章」を定めます。 

一 私たちは、あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にします                    

一 私たちは、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します 

一 私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します 

一 私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます 
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リカレント教育について、第 106 回生涯学習分科会では、以下のような視点をもとに、審議が 

行われた。 

（審議の視点例）生涯学習及び社会教育の観点から  

・リカレント教育を推進するための課題について 

 ・リカレント教育を推進するための方策について   

－企業や大学、専門学校等をはじめとした多様な主体の連携・協働  

（例）リカレント教育に対する企業等の理解促進等  

－社会人が主体的・自律的に学びに向かうための仕掛けについて  

  

（６）令和元年（2019）年 12 月 25 日 「持続可能な開発のための教育：SDGs 達成に向けて（ESD  

for 2030）」について～第 74 回国連総会における決議採択～    

   持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）の達成年度である 2030 年が迫

る中、我が国の提唱により開始された「持続可能な開発のための教育（ESD: Education for 

Sustainable Development）」についても更なる取組を促すため、新たな国際的枠組み「持続可

能な開発のための教育：SDGs 達成に向けて（ESD for 2030）」の決議が、令和元年 12 月 19 日

に第 74 回国連総会において採択された。 

 

（７）令和２ (2020) 年５月４日 公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 

令和２ (2020) 年５月４日に開催された第33回新型コロナウイルス感染症対策本部において改 

正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づき「公民館における新型コ

ロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を公益社団法人全国公民館連合会で作成した。 

 

 

２ 全国公民館研究集会・関東甲信越公民館研究大会のテーマから見た公

民館の変遷 

年度・回数 大 会 テ ー マ 実施場所 

【平成23年度】 

 

第52回 

「新しい時代＜協働の時代＞の生涯学習・社会教育・公民館活動を

推進するための公民館・社会教育委員の新しい姿を探り、創り、そし

てさあ動き出そう」 

第42回関東甲信越社会教育研究大会と合同 

茨城県 

つくば市ノバホール 

【平成24年度】 

 

第53回 

「明日の公民館を考えよう」 

～地方自治の中での人づくり・居場所づくり・地域づくり～ 

長野県 

松本文化会館他 

【平成25年度】 

第35回 

第54回 

「人が集い、人が育ち、地域が元気になる公民館をめざして」 

～社会の変容と公民館活動の創造～ 

新潟県 

南魚沼市民会館他 

【平成26年度】 

第36回 

第55回 

「公民館よ あつくなれ」 

～時代の変化に対応し、地域との連携を深める公民館をめざし

て～ 

埼玉県  

熊谷会館他 

【平成27年度】 

 

第56回 

「公民館 その新たな可能性」 

～東京発、戦後70年目の温故知新～ 

東京都 

小平市民文化会館 
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【平成28年度】 

第38回 

第57回 

「今、なぜ公民館が必要とされているのか？  

～公民館の存在意義を問う～ 」 

神奈川県 

相模女子大学グリーン

ホール他 

【平成29年度】 

第39回 

第58回 

おいでよ公民館 

～地域に根づいた、開かれた公民館をめざして～ 

群馬県 

昌賢学園まえばしホー

ル他 

【平成30年度】 

第40回 

「公民館がひらく日本の未来」 

～地域性・個別性を活かした新しい公民館活動を！～ 

東京 

日本青年館ホール 

【令和元年度】 

第41回 

第59回 

「公民から発信する地域づくり」 

～地域課題解決を通した地域コミュニティの活性化を目指して～ 

栃木県 

宇都宮市文化会館他 

【令和２年度】 

第42回 

第60回 

「つなぐ～公民館の限りない可能性～」 千葉県 

「You Tube」配信 

※ テーマは、全国公民館研究集会・関東甲信越静公民館研究大会が合同開催された際のもの、 

回数が２行の上段は、全国公民館研究集会、下段は、関東甲信越静公民館研究大会を表記 

 

平成28(2016)年度から１ヶ所で実施していた全国公民館研究集会は、７つの会場（ブロック）で実 

施することになり、関東甲信越静公民館研究大会と同時開催となった。 

テーマには、「地域」「協働・連携」「人づくり」「公民館の過去から未来」の内容が多く取り込

まれている。そこからは中央教育審議会の答申や公民館が抱えている課題を取り入れ、基調講演・シ

ンポジウム・分科会で公民館関係者が「集い・学ぶ・つながる」場にもなっていることがうかがえる。 

 さらに、平成28(2016)年度の研究集会は神奈川県が担当し、神奈川県公民館連絡協議会（以下「県

公連」という。）では平成26(2014)年度から実行委員会を設け、18回に及ぶ幹事会・実行委員会・ブ

ロック会議を開催して計画し、全体会及び９つの分科会で実施した。1,031名の参加を得て、大きな

成果を上げることができた。 

最後の大会アピールでは、次のアピールをして採択された。 

『それぞれの「公民館力」を高め、公民館が、これからも地域社会の要請に応えられるよう、次

のような公民館をつくります。』        

ア だれでもがちょっと立ち寄ってみたくなる、魅力ある公民館 

イ 互いに高め合い、学びを大切にする公民館 

ウ 人づくり・地域づくりに貢献する、リーダーが育つ公民館 

エ 心の温かさに包まれ，地域のきずなをつくる公民館 

なお、神奈川大会のパネルディスカッションの様子は、第７章に記載する。 

 また、平成30（2018）年度第40回全国公民会研究集会東京大会は、講師に 池上 彰 氏をお招き

し、世界的な視野から日本の公民館についての特別講演がなされた。池上氏を含めた５人のシンポジ

ストの会場から北海道、島根県、沖縄県の関係者をインターネットで結び、若い世代からの意見も取

り入れたシンポジウムが行われた。県公連からも延べ96名がサポートにあたった。 

 令和２(2020)年度は新型コロナウイルス感染症の拡大で集合での開催ができずオンラインによる研

究集会となったが、集合実施できた令和元(2019)年度第 41 回栃木大会では、文部科学省施策説明と

して「生涯学習・社会教育施策の最近の動向」、基調講演として、学校法人文教大学学園理事長 野

島 正也氏「地域課題解決学習から地域創生へ」が実施された。 
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文部科学省 HP 「平成 20～30 年度社会教育統計」より 

公民館数・職員数・講座参加者数については、次のとおりとなる。 

 
 
 
 
 
 
 

                              

平成 30(2018)年度調査の設置者別公民館数について、全国では、「中央館」(1,092 館)、「地区

館」 (7,864 館）、「分館」（4,676 館）、合計 13,632 館。 

神奈川県は、「中央館」（７館）、「地区館」（135 館）、「分館」（15 館）、合計 157 館となり、

その内、指定管理者の公民館は 15 館であった。 

職員数については、全国で「専任職員」（7,251 人）、「兼任職員」(8,563 人）、「非常勤」 

（22,624 人）、「指定管理者」（4,546 人）である。神奈川県は、「専任職員」（268 人）、「兼任

職員」（188 人）、「非常勤」（468 人）、「指定管理者」（107 人）であった。 

 県公連も５年に１回の公民館調査を行っているが、全国の公民館と同様の結果が見られる。

詳細は第５章に掲載している。 

 

４ 全国公民館連合会の調査から 

全国公民館連合会（以下「全公連」という。）が平成30（2018）年度に実施した全国公民館実態

調査「地域社会に再定位する公民館」の一部から、いくつかを挙げてみる。 

 

（１）「事業評価」について 

平成20(2008)年6月の社会教育法第32条の改正で、評価を行うことが努力義務とされた。平成

30(2018)年度の調査では、実施している公民館が82.4％（4,029館）、実施していない公民館は

17.6％（859館）で、平成25（2013）年度より実施している公民館は7.6％増えている。 

事業評価の方法では、「話し合いで」が52.3％。「独自のアンケート等調査票を活用して」 

が48.6％、「感想文や記録で」が31.1％、「市町村が作成した公共施設一般の提携型調査票で」

が16.2％。実施していないと回答した公民館は、「評価の方法がわからないから」「業務が多忙

なため」「作業に手間がかかるから」「必要性を感じていないから」の回答があったと記述され

ている。県公連としても、事業評価についての研修会を設け事業評価の方法を学ぶ機会を設けた。 

 平成20年 平成23年 平成27年 平成30年 

公 民 館 数 15,943 14,681 14,171 13,632 

職 員 数 50,771 42,954 41,042 38,438 

講座参加者数 12,586,950 10,450,093 9,099,655 9,076,451 

学級・講座数 448,864 375,934 348,519 363,968 
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第２章 神奈川県公民館連絡協議会の構成と活動    

 

県公連は、県内の市町村にある公民館及びこれに準ずる施設の職員、及び市町村の社会教育主管課

等の職員、学識経験者で組織し、公民館相互の連絡を図り、公民館活動の振興に努め、社会教育の進

展に寄与することを目的としている。 

なお、その目的を達成するために、公民館相互の連絡と提携、公民館活動に関する調査研究、大会

及び研修会の開催、機関誌の発行、その他必要な事業を実施している。 

また、神奈川県教育委員会(以下「県教委」という。)と公民館との仲を取り持つ中間機関として

の役割を担っている。 

 平成23(2011)年度から令和２(2020)年度までの国の動きを注視しながら県内の公民館の動向につ

いて概観し、その後に、県公連の状況を見ていきたい。 

 平成 25(2013)年度は、県及び市町村の財政が厳しくなるにつれ、県負担金と加盟自治体分担金の

削減、県公連の退会等、県公連の活動に支障を来たす影響がでてきており、従来の組織や活動、事業

等をあらゆる視点から検証し、見直し、再編するための方向性を探るため、検討会議を立ち上げ全４

回議論した。 

結果、平成 26(2014)年度から部会組織を再編成し、研修事業については、全４回の公民館担当者 

コースを２回目は各教育事務所管内４箇所を会場に開催し、内容については事例発表、先輩職員から

の講話、情報交換で構成した。その他、総会等の開催市町村の輪番制、情報発信についても見直すこ

ととなった。 

 平成 28(2016)年度に神奈川県で開催した第 38 回全国公民館研究集会・第 57 回関東甲信越静公民

館研究大会合同では、平成 26(2014)年度に準備委員会を立ち上げ、７回の幹事会、４回の実行委員

会、３つのブロック会議を各２回、計 17 回の会議を実施し大会に臨んだ。この年度から別々に開催

していた全公連主催の全国公民館研究集会と各地域の公民館研究大会を合同で実施することとなった。 

 文部科学省生涯学習政策局「社会教育主事講習等規程の一部を改正する法令の施行について（通

知）」（平成 30(2018)年２月 28 日付）では、社会教育主事講習の科目及び単位数の改善 （第３条関

係）において「生涯学習支援論」「社会教育経営論」が新設されるとともに、社会教育主事養成課程

の科目及び単位数の改善（第 11 条第１項関係）において「生涯学習支援論」「社会教育経営論」が

新設、「社会教育実習」が必修とされ、令和２(2020)年度講習より実施されている。また、社会教育

主事講習や養成課程の修了者は、都道府県・市町村教育委員会に社会教育主事として発令されなくて

も、名刺や履歴書に「社会教育士」と称することができるようになった。社会教育主事・社会教育士

は、生涯学習・社会教育の意義など教育上の基礎知識、地域課題や学習課題等の把握・分析能力、社

会教育行政の戦略的展開の視点に立った政策立案能力、多様な主体との連携・協働に向けたネットワ

ーク構築能力、学習者の特性に応じてプログラムを構築する学習環境設計の能力、地域住民の自主

的・自発的な学習を促す学習支援能力が求められており、県公連の生涯学習指導者研修においても情

報提供し、関連する研修内容を取り入れて実施した。 

 令和２(2020)年２月28日に文部科学省より「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中

学校、高等学校及び特別別支援学校などにおける一斉臨時休業について（通知）」が出され、３月２

日から春休みに入る前まで休校要請が出された。４月７日から５月６日まで、内閣官房新型コロナウ

イルス等感染症対策推進室より６都県に「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が発出された。
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その後も、期間延長やまん延防止等重点措置が発出された。令和２(2020)年度の県公連の事業は新

型コロナウイルス感染症の拡大防止などの感染対策のため活動内容を制限し、対面の事業は一部書面

で実施する等従来どおりには実施できなかった。 

また、この10年間では、公民館の有料化、職員の削減及び非常勤嘱託職員の会計年度任用職員制

度の導入、予算の削減、首長部局への移管、また、公民館運営審議会(以下「公運審」という。)等

の廃止・削除・簡素化など、各自治体では引き続き行財政改革の影響も出た。指定管理者制度導入に

おいては公民館を含む「公の施設」の管理運営を地域の団体、NPO法人、民間事業者、企業等に委託

することができ、企業経営的な競争原理の導入及びPDCA方式による業績・成果の評価を導入させた

自治体もあった。 

 

 

１ 県公連の組織 

  県公連は、平成23(2011)年度以降も組織の充実と活動の活性化を図る上で、時代に合わせなが

ら公民館の実体に沿う形で幾度となく会則や規程等を改正して現在に至っている。 

 

（１） 顧問・参与 

県公連会則第９条によると、本会に顧問及び参与をおくことができるとしている。平成

22(2010)年度以降の顧問は以下の方である。８年間にわたり会長として尽力された 木下 敬

之 氏が令和２(2020)年度をもって退任し、令和３(2021)年度より県公連の顧問として相談等

に当ることになった。併せて、神崎 節生 氏は引き続き関東甲信越静ブロックの参与、全国公

民館連合の副会長として重責を担っている。 

年  度 氏 名 職       名 

平成23（2011）年度～ 神崎 節生 全公連副会長（元県公連会長） 

令和３（2021）年度～ 木下 敬之 県公連前会長 

 

（２） 役員 

会則第５条によると、役員は会長―副会長(３名)―監事(２名)―常任理事(６名)から成り立

っている。会長・副会長・監事の選出は、指名委員会で指名され総会で決まることになっている。

指名委員会は、常任理事、理事及び評議員の３名から構成、常任理事は理事の中から選出され、

部会委員の互選で決定している。なお、平成23(2011)年度から県教委の外部監査の指摘を受け

て、県公連の監事に外部からの監事を１名受け入れることになった。そのため、同23(2011)年

度から監事は役員から選出しないことになった。 

    平成23年度からの指名委員の常任理事、理事（部会）及び評議員は次のとおりである。 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２ 

常任理事 広報部会 
公民館 

経営部会 
研修部会 大会部会 

総務・広

報部会 

公民館経

営・研修

部会 

大会部会 
総務・広

報部会 

公民館経

営・研修

部会 

大会部会 

理事 
公民館 

経営部会 
研修部会 大会部会 

総務広報

部会 

公民館経

営・研修

部会 

大会部会 
総務・広

報部会 

公民館経

営・研修

部会 

大会部会 
総務・広

報部会 

評議員 厚木市 大和市 伊勢原市 座間市 綾瀬市 寒川町 中井町 大井町 山北町 愛川町 
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（３） 評議員・理事 

評議員については、会則第７条に定める組織の中から次の基準により市町村自治体から選出し

ている。 

① 政令指定都市から６名 

② 人口10万人以上の市から３名  

③ その他の市から２名  

④ 町村から１名 

     理事は評議員の中から次の基準により選出して理事会を構成し、それぞれの部会に属して、

部会活動を通して県公連の発展に努めている。 

① 政令指定都市から２名 

② その他の市から１名 

③ 町村は教育事務所管内から１名 

 

（４） 事務局 

県公連は、公民館相互の交流・連携を図り、公民館及び社会教育の振興・発展に寄与すること

を目的として、次のような活動を行っている。 

① 県内市町村の公民館に関する連絡・調整及び提携を行うこと。 

② 県内市町村の公民館に必要な情報・資料等の収集及び提供すること。 

③ 県内市町村の公民館に関する研究・調査及び意見の発表を行うこと。 

④ 県内市町村の公民館関係者の研修及び大会を開催し、資質の向上を図ること。 

⑤ 必要がある場合に、関係機関との連絡・調整及び意見を述べること。 

以上のような活動の中枢を担っているのが事務局である。全国の都道府県公連が運営してい

る事務局体制には６通りのパターンがみられる。 

① 独立して運営 ― ２県   

② 県庁・県教委に事務局 ― 21 県 

③ 市教委に事務局 ― ２県  

④ 県の生涯学習センター等の教育機関 ― ９県 

⑤ 市の公民館 ― ４県 

⑥ 市の市民センター等の会館 ― ７県 

（①⑥両方の県１県含む／全44県） 

             〔公益財団法人 全国公民館連合会調べ：令和３(2021)年12月現在〕 

さらに、事務局に専属の職員を配置している公連は21県、公連職員と県庁職員との兼任が26県

になっている。県公連の事務局は②のパターンで県教委内に事務局を置き、県教委生涯学習課の

職員が事務局を担っている。また、県公連の部会活動を、指導や助言で支えているのが、県教育

局教育事務所の社会教育主事兼指導主事と県立図書館の社会教育主事である。 

令和２(2020)年度までの県公連事務局体制は次のとおりである。           

       県       職       名 県公連事務局職名 

神奈川県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 専任主幹  ⇒ 県公連 事務局長 

同          上         ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ ⇒ 同 上 事務局次長 

   同          上         社会教育主事 ⇒ 同 上 事務局員 

   同          上         事務補助員  ⇒ 同 上 会計書記 

教育事務所の社会教育主事兼指導主事(４名)、県立図書館広報・生涯学習推進課社会教育主事の部会担当 

教育事務所の社会教育主事兼指導主事(６名) 
※ 平成26(2014)年度 ５教育事務所から４教育事務所となり４名の部会担当となる。 

※ 平成30(2018)年度 県立図書館生涯学習サポート課から広報・生涯学習推進課と課名変更となる。 
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県公連の事務・事業の主な内容は以下の表の事項が考えられる。 

 項           目 

 

会

議

関

係 

県内市町村の教育委員会へ総会・評議員・理事選出依頼及びその取りまとめ 

総会・常任理事会等の資料作成等 

各部会開催案内等 

全公連・関ブロへの連絡・調整等 

総会での司会・事業報告・会計報告・事業計画・会計案等説明 

諸会議での指導・助言・相談、連絡・調整、会場の事前確保 

 

事

業

関

係 

各部会事業の会場確保・企画・実施等 

県内市町村教育委員会へ各種事業への参加依頼とその取りまとめ等 

各種事業における講師・事例発表者等の選定 

各種事業における講師・事例発表者等への依頼 

全公連大会・関ブロ大会等への参加取りまとめ 

各種事業等の資料作成・表彰に関すること 

各種事業への出席、連絡・調整 

 

財

務 

関

係 

県公連の予算関係全般 

県内市町村へ分担金の納入依頼及びその取りまとめ 

全公連・関ブロ等への納入・収入事務 

予算の執行及び管理・運営 

会計監査 

全公連大会・関ブロ大会等への役員の旅費等の手続き 

特別会計の管理・運営 

 

以上にみるように、県公連事務局の仕事量は自治体の社会教育主事が行っている内容と変わら

ないものが多く、専門的な事務処理や指導・助言・相談など教育的な配慮が求められている。  

さらに、県教委内に事務局があることで、指導面や事務面で県内の自治体や公民館との連携が

築かれやすいが、県教委の職員としての仕事をこなしながら県公連にも関わり、大変な仕事量で

ある。 

会 長 

評議員 

市町村公民館 

副会長 

理事会 

常任理事会 

顧問・参与 

事務局 

(県生涯学習課内) 

 ＋ 

県教育事務所 

県立図書館 

総務・広報部会 公民館経営・研修部会 大会部会 

指名委員会 

令和２年度現在の県公連組織図 

監 事 
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令和２(2020)年度から「今後の県公連のあり方について」話し合いがなされ、組織・体制・

事業等について検証し、見直し、再編するための方向性を探り、県公連をより有効に推進してい

く取り組みにつなげていくこととした。 

なお、平成10(1998)年前後から、各自治体の行財政改革が進む中で、行政の中に事務局を置

く社会教育関係団体等を行政から切り離す自治体が全国で増えてきている傾向である。 

 

（５） 会則・規程・要領等の改正 

   平成23(2011)年度から令和２(2020)年度までの会則・規程・要領等の改正は次のとおりであ

る。県の機構改革や公民館、職員等の実態に合わせての改正である。総務・広報部会で検討し

常任理事会に諮られ総会で採択されたものである。 

 

① 会則の改正                  ※下線（ ）が改正の箇所である。 

年 度 新 旧  

 

 
平成23年度 
  (2011) 

［５月20日改正］ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（会 議） 

第11条 本会の会議は、総会、理事会、
常任理事会、指名委員会とする。 

 ２ 総会は、評議員及び理事をもっ

て構成し、予算，決算，事業計画
その他重要事項を審議し決定する。

３ 理事会は、重要事項を審議する。

 ４ 常任理事会は、会長、副会長、
常任理事をもって構成し、会務執
行に関し審議する。 

 ５ 指名委員会は、常任理事、理事
及び評議員の３名で構成し、次期
役員（会長，副会長、監事）を指

名する。 
 
 （入退会） 

第15条 本会へ入会しようとするもの 
は、入会申請書（様式１）を会長に 
提出するものとする。 

２ 本会を退会しようとするものは
、退会願（様式２）を会長に提出
するものとする。 

３ 入退会については常任理事会に
諮るものとする。 

 （補 則） 

第16条 本会は必要に応じて細則を定 
めることができる。 

別記様式（第15条関係） 

入会申請書 （様式１） 

退会願 （様式２） 
 

（会 議） 

第11条 本会の会議は、総会、理事会、
常任理事会、指名委員会とする。 

 ２ 総会は、評議員及び理事をもっ

て構成し、予算，決算，事業計画
その他重要事項を審議し決定する。

３ 理事会は、重要事項を審議する。

 ４ 常任理事会は、役員をもって構
成し、会務執行に関し審議する。 

  

５ 指名委員会は、常任理事、理事
及び評議員の３名で構成し、次期
役員（会長，副会長、監事）を指

名する。 
 
 （入退会） 

第15条 本会は必要に応じて催促を定 
めることができる。 
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年 度 新 旧  

平成30年度 

（2018） 
［５月18日改正］ 
 

 

(事務局) 

第10条 本会に事務局をおき、事務を
処理する。 

 2 事務局の職員は会長がこれを委嘱

する 
 3 事務局には事務局長、事務局次

長、事務局員をおき、事務局員は

書記会計を兼ねる。 

(事務局) 

第10条 本会に事務局をおく。事務局
は次のとおりとする。事務局職員は
会長が委嘱する。 

事務局長１名、事務局次長１名、書
記会計１名、事務局員 若干名 

    

ア 外部監事の一部導入について 

県に事務局を置く任意団体の会計処理に対して厳格な対応が求められ、内部の者だけの監

事では適切ではないと指摘された。そこで、外部の神奈川県社会教育協会から１名を選出

してもらうことになった。そのことに伴う会則第11条関係を整理し、役員・常任理事会か

ら監事を除くこととした。（平成23(2011)年５月20日より施行） 

 

イ 県公連の入退会における会則 

各市町村の入退会にあたっては、特段の規定がなく、事務局への連絡のみで手続きをして

いたが、平成24(2012)年度より、県公連の歴史を明確にする意味からも入退会の理由、届

出日を含めた正式な入会申請書、退会願を提出することにした。（平成23(2011)年５月20日

より施行） 

 

② 規定・要領等 

平成23年度 
  (2011) 

［５月20日改正］ 
 
 

 
 
 

 

≪基金について≫ 
基金は、神奈川県公民館連絡協議会の

活動を充実させると共に、公民館活動
を通じて神奈川県の社会教育の振興発
展に寄与するためのものとする。当面
は以下の活動に補助する。 
・平成28(2016)年度神奈川県で開催

予定の関東甲信越静公民館研究大会
（当該年度に210万円） 
・毎年行われる神奈川県公民館大会

（毎年度20万円） 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
平成30年度 
（2018） 

［５月18日改正］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《表彰規程》 
 
（定 義） 

第２条 この規程において、次の各号 
に掲げる用語の意義は、それぞれ当 
該各号に定めるところによる。 
（2） 職員等  職員等とは、以下
の者をいう 

１ 前項の公民館に勤務し、若し 
くは勤務していた職員 

  ２ 公民館の施設及び事務を所掌
する神奈川県教育委員会及び市
町村の職員 

  ３ 公民館活動に顕著な功績があ
った者 

  ４  協議会の役員 

 
 
（定 義） 

第２条 この規程において、次の各号 
に掲げる用語の意義は、それぞれ当 
該各号に定めるところによる。 
（2） 職員等 前項の公民館に勤
務し、若しくは勤務していた職員又
は公民館の施設及び事務を所掌する
神奈川県教育委員会及び市町村の職
員並びに協議会の役員 
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令和２年度 
  (2020) 
［６月19日改正］ 
 
 

《表彰規程》 
(職員等功績表彰) 
第５条 
(2) 全国、関東ブロック及び神奈川
県の公民館大会において研究、事例
発表を行い、公民館活動の振興に寄
与したと認められる者。（当該年度を
含む）   

 
(職員等功績表彰) 
第５条 
(2) 全国、関東ブロック及び神奈川

県の公民館大会において研究、事
例発表を行い、公民館活動の振興
に寄与したと認められる者。 

 

 

 

２ 県公連の活動 

 県公連は、活動への気迫と公民館への熱い気持ちを伝えようと年間活動テーマを常任理事会で

協議し、総会で承認・決定されたテーマのもとに、その年度の活動を焦点化して展開している。平

成23(2011)年度から令和２(2020)年度におけるテーマは次のとおりである。 

年 度 テ     ―     マ 

平成23年度  住民の暮らしと地域を創り続けた県公連60年の軌跡から公民館の明日への 

展望をきりひらく～時代が求める公民館のあり方をめざして ～ 

平成24年度 同     上 

平成25年度  公民館の原点回帰から地域力の向上支援と住民協働の推進を～地域づくり・

学び・ふれあいの拠点となる魅力ある公民館～ 

平成26年度 同     上 

平成27年度  今、なぜ公民館が必要とされているのか？～住民の学びを支え、地域づくり

に貢献する公民館の役割を考える～ 

平成28年度 同     上 

平成29年度  公民館設置構想から70年。公民館は何をめざすのか？～住民の学び・地域と

学校との絆を深め、「地域創生」に貢献する公民館～ 

平成30年度  文部次官通牒公民館設置構想（昭和21年）から70年を経た今、公民館は何を

めざすのか？～住民の学び・地域と学校との絆を深め、「地域創生」に貢献

する公民館へ～ 

平成31・ 

令和元年度 

これからの時代に求められる公民館像とは？～公民館をネットワークの基点

とした新しい「人づくり」「つながりづくり」「地域づくり」の展開～ 

令和２年度 同     上 

 

（１） 会議関係 

① 総会 

年１回（県公連の最高決議機関として毎年次の表のように５月に開催。）   

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

開催日 ５月20日(金) ５月18日(金) ５月17日(金) ５月16日(金) ５月22日(金) 

会場 
座間市立東地区 

文化センター 

平塚市 

中央公民館 

伊勢原市立 

中央公民館 

相模原市立 

大野北公民館 

横須賀市本町

コミュニティセンター 

 

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31・令和元年度 令和２年度 

開催日 ５月20日(金) ５月19日(金) ５月18日(金) ５月31日(金) ６月19日(金) 

会場 
川崎市 

教育文化会館 

大井町生涯 

学習センター 

大和市文化創

造拠点シリウス 

秦野市立 

堀川公民館 
書面開催 
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② 理事会 

年１回（総会時の直前に開催し、正副部会長選出、年間活動スケジュール検討）開催。 

  ③ 常任理事会 

年５回～７回（役員、常任理事（＊各部会長・副部会長）、事務局をもって構成し、会務執行に関

し審議する。）開催。 

④ 指名委員会 

年１～2回（次期会長、副会長、監事候補の選出）開催し、総会に諮る。 

  ⑤ 会計監査 

年１回（監事による年度内の会計監査）開催し、総会に報告。 

⑥ 県公連あり方検討委員会 

平成25(2013)年度に財源・県公連の退会等、活動に支障を来す影響が出てきており、従来

の組織や活動、事業等をあらゆる視点から検証し、見直し、再編するための方向性を探るた

め全４回の検討委員会を開催。 

  ⑦ 第38回全国公民館研究集会・第58回関東甲信越静公民館研究大会「神奈川大会」準備委員

会・幹事会・実行委員会・ブロック会議（総務広報・全大会・分科会ブロック） 

   平成28(2016)年８月の大会開催のため、平成26・27・28年度に計18回開催。 

⑧ 70周年記念誌作成委員会 

令和４(2022)年３月で県公連70周年を迎えるに当たり、記念誌作成のための委員会を令和

２(2020)年１月に設置。常任理事会が兼ねて開催。 

 

（２） 事業関係 

事業の多くは部会に属しており、各部会とも年３～４回協議を行い、県公連の事業として責任

をもって企画・実施しており非常に重要な役割を果たしている。 

平成26(2014)年度より、各部会①総務②広報③公民館経営④研修⑤大会の５部会から、①大

会②公民館経営・研修③総務・広報の３部会に変更し、会務分担の見直しを図った。３部会の主

な取組については以下のとおりである。 

 

①  大会部会 

「神奈川県公民館大会」の開催に向けて検討し、当日は運営に加わっている。県公民館大

会の会場は、順番制で県公連加盟市町が持ち回りで開催している。県公連60周年を機に県公

民館大会の主旨を再確認した。今後の大会主旨として、住民の生活課題や地域課題をどう捉

え、どう応えてきたのか等に力点を置き、内容の精査を図り、具体的な方法について常任理

事会等で検討することとしている。大会開催地の地域性、特色をより重視して、常任理事会

で承認することで申し合わせをしている。詳細は「第３章」を参照いただきたい。  

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

回 第53回 第54回 第55回 第56回 第57回 

開催地 厚木市 小田原市 横須賀市 山北町 川崎市 
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年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31（令和元）年度 令和２年度 

回 

第58回 

（兼第38回全国集会、

第57回関ブロ公民館大会) 
第59回 第60回 第61回 第62回 

開催地 相模原市 藤沢市 平塚市 愛川町 
箱根町 

（書面開催） 

※第58回県公連大会は、全国公民館研究集会・関東甲信越静公民館研究大会を兼ねての相模

原市で開催。 

 

② 公民館経営・研修部会 

平成26(2014)年度より、「公民館経営部会」と「研修部会」を「公民館経営・研修部会」に

変更し、会務分担の合理化・効率化を図った。また、館長・職員等研修においても、平成26

年度から総会開催後に、同日実施し、半日研修とした。館長と公民館運営審議会(以下「公運

審」という。)の委員との合同研修は、互いの情報交換と今後の活動の方向性を共有する大切

な学びの機会となっている。詳細は「第４章」を参照いただきたい。参加人数は次のとおり

である。なお、令和２(2020)年度は、コロナ禍での対面開催は難しく、書面研修となった。 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２ 

館長等研修 109 104 82 105 89 
関ブロ 

大会へ 

の参加 
62 95 79 

 
書面に 

よる 

合同 

研修 

館長・公運
審等研修 

146 113 124 163 131 133 131 116 145 

計 255 217 206 268 220 133 183 211 224  

 

生涯学習指導者研修として「公民館等担当者コース」を４回シリーズで県教委と共催して

いる。詳細は「第４章」を参照いただきたい。 

平成26(2014)年度から身近な地域でも参加しやすい研修を目指し、第２回は県内の４地区

において午後日程で実施。その参加人数は次のとおりである。 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２ 

第１回 32 24 42 24 47 48 32 44 44 30 

 

第２回 

 

 

41 

－ 

－ 

－ 

59 

－ 

－ 

－ 

42 

－ 

－ 

－ 

A 20 

B 18 

C 20 

D 19 

A 28 

B 23 

C 38 

D 22 

A 43 

B 34 

C 28 

D 31 

A 25  

B 29 

－ 

－ 

A 23 

B 36 

－ 

－ 

A 26 

B 29 

－ 

－ 

33 

－ 

－ 

－ 

第３回 28 29 28 27 30 30 33 34 30 29 

第４回 22 24 24 27 22 - 25 32 29 － 

計 123 136 136 155 210 214 144 169 158 92 

 

③ 総務・広報部会 

平成26(2014)年度より、「総務部会」と「広報部会」を「総務・広報部会」に変更し、会務

分担の合理化・効率化を図った。この部会では、規約等の見直し(33～35ページ参照)、公民
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館の実態調査(平成24年度・平成29年度実施)等、公民館の実態とその傾向を比べるために貴

重な資料を作成している。 

調査では、平成20年度から「市町村立公民館における講座・学級の実施状況」と「市町村

立公民館及び類似施設の設置状況」の調査をはじめ、毎年継続している。いずれも公民館の

実態とその傾向を比べるのに大変貴重な資料である。その調査結果は市町村教育委員会に送

っているが、その調査資料等が公民館職員等にも周知され有効に活用されることを期待して

いる。 

    「公民館かながわ」を原則年２回発行している。第73号～第91号までが平成22(2010)年度

～令和２(2020)年度に発行した広報誌である。広報誌をとおして県内の公民館活動や県公連

の活動等が理解されることが望まれる。そのために読んで面白い、読んで仕事に役に立つと

いった魅力的な広報誌づくりに努めている。詳細は「第６章」を参照いただきたい。なお、

令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による活動の縮小があり、年１回の

発行となった。 

  

（３） 各種大会・事業への参加 

県公連は、全公連・関ブロの構成員としての責務を積極的に果しているが、財政的な事情もあ

り参加人数等が制限されてきている。なお、参加者は県公連・各自治体からの参加も含めて記述

している。詳細は「第４章」を参照していただきたい。 

①  全国公民館研究集会［１泊２日］ 

年 度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

回 
第33回 第34回 第35回 第36回 

（兼関ブロ大会） 

第37回 

開催地 
佐賀県佐賀市 

本県から4名参加 

滋賀県大津市 

本県から3名参加 

北海道富良野市 

本県から2名参加 

埼玉県熊谷市 

本県から計21名参加 

鳥取県 

本県から１名参加 
      

年 度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

回 

第57回 

（兼関ブロ大会・神奈川

県公民館大会） 

第39回 第40回 第41回 

(兼関ブロ大会) 

第42回 

(兼関ブロ大会) 

開催地 

神奈川県相模原市 

本県から計481名参加 

群馬県前橋市 

本県から33名参加 

東京都 

日本青年館 

運営スタッフ11名 

栃木県宇都宮市 

本県から計33名参加 

千葉県 
※全大会オンライン配

信、分科会書面報告 

     ※その他：総会が５月下旬から６月上旬にかけて開催され、会長と事務局とで出席。 

   

②  関東甲信越静公民館研究大会［１泊２日］ 

年 度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

回 
第52回 第53回 第54回 第55回 

（兼全国大会） 
第56回 

開催地 
茨城県つくば市 
本県から47名参加 

長野県松本市 

本県から39名参加 

新潟県南魚沼市 

本県から16名参加 

埼玉県熊谷市 

本県から計21名参加 

東京都小平市 

本県から43名参加 

      
年 度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

回 
第57回 

（兼全国大会・神奈川

県公民館大会） 

第58回 

(兼全国大会) 

- 第59回 

(兼全国大会) 

第49回 

開催地 
神奈川県相模原市 

本県から計481名参加 
群馬県前橋市 

  本県から33名参加 

- 栃木県宇都宮市 

本県から計33名参加 

千葉県 
※全大会オンライン配
信、分科会書面報告 

   ※その他：関ブロ協議会の理事会(３回程度)に会長と事務局とで出席している。 
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  ③ 全国公民館セミナー［２泊３日］《主催：公益社団法人全国公民館連合 会場：国立オリン  

ピック記念青少年総合センター》 

本県からの参加市町は次のとおりである。  

年 度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

参加市町 平塚市 山北町 箱根町 座間市 相模原市 

      
年 度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

参加市町 川崎市 横須賀市 藤沢市 伊勢原市 ※オンライン配信 

 

 

３ 県公連の財源 

  県公連の組織を維持し活動を展開していくための財源は、会則第13条により市町村からの分担

金、その他をもって充てることになっている。その分担金の算出は、市町村均等割と人口規模割制

で徴収しており、市町村均等割は一律3,400円、人口規模割は、神奈川県企画部統計課発行の「神

奈川の人口と世帯」の前年の４月１日現在の人口を基準として算出している。各自治体からは分担

金減額の要望が出され、平成24(2012)年度の総会で分担金徴収要領が次のように改正された。 

人 口 規 模 市町

村数 
分 担 金 内         訳 

市町村均等割 人口規模割 

  改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 

60万人以上 ２ 51,000 60,000 3,400 4,000 47,600 56,000 

55万人～60万人未満 ０ 47,000 56,000 3,400 4,000 43,600 52,000 

50  ～55  〃 ０ 44,000 52,000 3,400 4,000 40,600 48,000 

45  ～50  〃 ０ 40,000 48,000 3,400 4,000 36,600 44,000 

40  ～45  〃 １ 37,000 44,000 3,400 4,000 33,600 40,000 

35  ～40  〃 ０ 34,000 40,000 3,400 4,000 30,600 36,000 

30  ～35  〃 ０ 30,000 36,000 3,400 4,000 26,600 32,000 

25  ～30  〃 １ 27,000 32,000 3,400 4,000 23,600 28,000 

20  ～25  〃 ３ 23,000 28,000 3,400 4,000 19,600 24,000 

15  ～20  〃 １ 20,000 24,000 3,400 4,000 16,600 20,000 

10  ～15  〃 ２ 17,000 20,000 3,400 4,000 13,600 16,000 

5  ～10  〃 １ 13,000 16,000 3,400 4,000 9,600 12,000 

3  ～ 5  〃 ２ 10,000 12,000 3,400 4,000 6,600 8,000 

1  ～ 3  〃 ２ 8,000 10,000 3,400 4,000 4,600 6,000 

5千人～1万人未満 ２ 6,000 8,000 3,400 4,000 2,600 4,000 

5千人未満 ０ 6,000 8,000 3,400 4,000 2.600 4,000 

合  計 17 350,000 420,000 57,800 68,000 292,200 352,000 

 

財政状況により、平成24(2012)年度以降県の負担金が減額され、平成27(2015)年度には負担金

が廃止された。 

県公連大会の開催地の自治体には平成27(2015)年度までは40万円、平成29(2017)年度からは30

万円の大会交付金を交付し、運営を依頼している。またこの30万円の内、24万円は県公連「基

金」から支出している。 

人口規模に応じた県公連17市町は次のとおりである。（令和３(2021)年４月現在） 

① 60 万人以上 川崎市・相模原市  

② 40 万人～45 万人未満 藤沢市 
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③ 25 万人～30 万人未満 平塚市 

④ 20 万人～25 万人未満  茅ヶ崎市・厚木市・大和市 

⑤ 15 万人～20 万人未満 秦野市 

⑥ 10 万人～15 万人未満 伊勢原市・座間市 

⑦ ５万人～10 万人未満 綾瀬市 

⑧ ３万人～５万人未満 寒川町・愛川町 

⑨ １万人～３万人未満 箱根町・大井町 

⑩ ５千人～１万人未満 山北町・中井町 

⑪ ５千人未満  

 

平成23年度から令和２年度における県公連の財源の一覧は次のとおりである。(単位：千円) 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２  

県の負担金 320 272 200 100 - - - - - - 

市町村から分担金 590 458 438 399 399 389 389 389 386 350 

計  910 730 638 499 399 389 389 389 386 350 

※平成24年度より分担金徴収要領を改訂したため、94,000円の減。また、県負担金48,000円の減。 

また、真鶴町退会により8,000円減、松田町退会により10,000円減、海老名市退会により20,000円減。 

年度合計180,000円の減。 

 ※平成25年度は県負担金が72,000円の減。南足柄市退会により10,000円減、大磯町退会により10,000円減。年度合

計92,000円の減。 

 ※平成26年度は県負担金が100,000円の減。また、小田原市退会により20,000円減、逗子市の退会により13,000円

減、清川村の退会により6,000円減。年度合計139,000円の減。 

 ※平成27年度は県負担金支給が廃止され、100,000円の減。 

 ※平成28年度は三浦市退会により10,000円減。 

 ※令和元年度は横浜市の人口減少に伴う負担金減額により3,000円減。 

 ※令和２年度は横須賀市退会により34,000円減。また、山北町の人口減少に伴う負担金減額により2,000円減。 

 

財源の確保は、全国の都道府県公連でも大きな課題になってきており、各自治体でも様々な運営方

法、事業内容の改革などで対応している。 

 

 

４ 県内の公民館の動向 

（１） 公民館の移転・改築等 

国が公民館建設の補助を打ち切った後、平成11（1999）年度～平成22（2010）年度に、独自

に公民館を建てている自治体は７市町で新設、移転が10館あった。 

平成23(2011)年度～令和２（2020）年度の公民館の移転・改築等は次のとおりである。 

    ①平成25(2013)年４月 寒川町民センター分室（寒川町公民館から改称） 

②平成26(2014)年３月 相模原市立小山公民館（改修） 

    ③平成26(2014)年３月 秦野市立東公民館（改築） 

④平成27(2015)年３月 相模原市立相原公民館（改修） 

⑤平成27(2015)年４月 平塚市立大野公民館（改築） 
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⑥平成28(2016)年３月 藤沢市立六会公民館（改築） 

⑦平成28(2016)年３月 座間市北地区文化センター（改築） 

⑧平成28(2016)年３月 座間市東地区文化センター（改築） 

⑨平成28(2016)年４月 相模原市立相模湖公民館（桂北公民館から名称変更） 

⑩平成28(2016)年９月 相模原市立相武台公民館（移転改修） 

⑪平成28(2016)年11月 大和市生涯学習センター（移転新築） 

⑫平成29(2017)年４月 厚木市立厚木南公民館（移転新築） 

⑬平成30(2018)年４月 相模原市立青根公民館（建替） 

⑭平成30(2018)年８月 大和市北部文化・スポーツ・子育てセンター（林間学習センター

から機能移転新設） 

    ⑮平成31(2019)年２月 相模原市立麻溝公民館（移転新築） 

⑯平成31(2019)年３月 相模原市立清新公民館（改修） 

⑰平成31(2019)年４月 平塚市崇善公民館（移転新築） 

⑱平成31(2019)年４月 藤沢市藤沢公民館（移転新築） 

⑲平成31(2019)年４月 伊勢原市立大田公民館（移転） 

    ⑳令和元(2019)年12月 相模原市立城山公民館（移転改修） 

㉑令和２(2020)年１月 藤沢市善行公民館（改築） 

 

（２） 首長部局等への移管 

   平成19(2007)年４月には地方教育行政法が改正され、第24条の二(職務権限の特例)で首長が

スポーツ・文化に関する事務(学校体育・文化財を除く)を管理・執行できるようになり、自治

体で社会教育行政・生涯学習振興行政の首長部局への移管が進んでいる。 

   平成20(2008）年からの県公連の「市町村立公民館及び類似施設の設置状況の調査」結果をみ

ると公民館のコミュニティセンター化が懸念されたが、ここ数年は落ち着いてきていると思われ

る。 

    平成20（2008）年 公民館               181館 

             コミュニティセンター等の類似施設  100館 

    平成22（2010）年 公民館               165館 

             類似施設              118館 

    平成24（2012）年 公民館               161館 

             類似施設              136館 

    平成29（2017）年 公民館               157館 

             類似施設              143館 

令和２（2020）年 公民館               157館 

             類似施設              137館 

      県公連「市町村立公民館及び類似施設の設置状況の調査」から 

 

 

 

―41―



（３） 県公連からの退会 

地方教育行政法の改正、行政改革の下で、首長部局への移管、コミュニティセンター化等で 

「公民館の位置づけ」ではなくなった。また、県及び市町村の財政が厳しくなるにつれ、分担

金の支払いが困難等の理由で県公連にとどまれないと退会した市町は、平成23(2011)年度～令

和２(2020)年度では、次の６市、３町、１村であった。 

① 海老名市・松田町・真鶴町：平成23(2011)年度をもって退会 

② 南足柄市・大磯町：平成24(2012)年度をもって退会 

③ 小田原市・逗子市・清川村：平成25(2013)年度をもって退会 

④ 三浦市：平成27(2015)年度をもって退会 

⑤ 横須賀市：令和元(2019)年度をもって退会 

       

（４） 公民館数の推移  

    「市町村立県内公民館及び類似施設の設置状況調査」からみると、平成19(2007)年度から

の公民館数の減少、コミュニティセンター等の類似施設の増加が懸念されたが、この10年間

をみる と、公民館数の減少傾向は落ちついてきたとみられる。 

    しかし、職員数の減少傾向という問題点もあり、公民館の意義と役割を再度見直し、常に時

代認識を共有して、地域の人々と一体となる公民館を目指していきたい。 
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年度

横浜市 0 0 1 0 1 0 1

川崎市 13 (6) 13 (6) 1 13 (6) 1 13 (6) 1

相模原市 32 32 0 32 11 32 12

横須賀市 0 0 24 (3) 0 24 (3) 0 24 (3)

平塚市 26 26 0 26 0 26 0

鎌倉市 0 0 1 0 5 0 5

藤沢市 15 (2) 15 (2) 0 15 (2) 0 15 (2) 0

小田原市 0 0 7 (5) 0 7 (5) 0 2

茅ヶ崎市 5 5 10 5 11 5 14

逗子市 2 2 3 0 2 0 2

三浦市 2 2 3 2 1 2 1

秦野市 11 11 2 11 3 11 3

厚木市 16 (1) 16 (1) 1 16 (1) 2 16 (1) 2

大和市 5 5 20 5 20 5 20

伊勢原市 7 7 4 7 5 7 3

海老名市 0 0 13 0 13 0 13

座間市 3 3 8 3 8 3 8

南足柄市 1 1 2 1 2 1 2

綾瀬市 6 (5) 6 (5) 2 6 (5) 2 6 (5) 2

葉山町 1 1 0 1 0 1 0

寒川町 4 4 (1) 0 4 (1) 0 4 (1) 0

大磯町 0 0 1 0 1 0 1

二宮町 0 0 10 0 9 0 8

中井町 1 1 2 1 2 1 2

大井町 1 　 0 　 2 0 　 2 0 　 2

松田町 1 1 0 1 0 1 0

山北町 2 0 4 0 3 0 1

開成町 0 0 1 0 1 0 1

箱根町 5 (1) 4 6 4 6 4 6

真鶴町 1 1 0 1 0 1 0

湯河原町 0 0 0 0 0 0 0

愛川町 3 3 0 3 0 3 0

清川村 0 0 1 0 1 0 1

合 計 163 (15) 159 (15) 129 (8) 157 (15) 143 (8) 157 (15) 137 (3)

※「公民館」は社会教育法第21条に該当する施設

※（　）内は、分館で内数

「市町村立公民館及び類似施設の設置状況調査」
教育委員会、県公連

県内公民館数・類似施設数の推移
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（５） 緊急避難所と公民館 

   ここ数年、自然災害時の一時避難場所として、公民館を指定する市町村が多くなっている。行

政の施設で地区の住民の活動拠点としてなじみのある公民館等の新たな役割だと考えられる。 

 

５ 自治体政策の中で  

地方自治法の一部改正や、教育基本法、社会教育法の改正等に伴い、自治体政策の中での公民館

の位置づけが変わりつつある。第５章に記載されている「神奈川県における『公民館等の職員数な

どの推移』」から分かるように、この10年間においても専門的な職員の配置は減少し、反面、非常

勤職員（平成29(2017)年4月1日で全体の約73.1％）の割合が高くなっている。公民館が教育機関

としての役割を果たしていくのに必要な“専門的な職員”は減少傾向にある。法的には公民館にお

ける専門的な職員としての主事の規定はなく、人事制度の中で公民館活動を支える職員の育成が求

められる。これまで述べてきた事項以外で、「公民館の実態調査(平成29年度)」に見える公民館の

動向について幾つかふれておきたい。 

 

(１)  サービス向上が求められる中で 

ア ホームページの開設 

新しい広報手段の一つとして「ホームページ」の開設が挙げられる。平成19(2007)年度の

「公民館の実態調査」では、15市(川崎・相模原・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・茅ヶ崎・逗子・

三浦・秦野・厚木・大和・海老名・南足柄・綾瀬)の123館と３町(寒川・大井・山北)の６館で、

194館中129館が開設し66.5％の普及であった。平成29(2017)年度の調査では、県内公民館150館

が導入或いは今後導入を検討（53館）するという結果になっている。インターネットがなくて

はならない今の時代、多くの市民がパソコンやスマートフォン、タブレット端末等で情報を得て

いる。県民にとって価値のある情報を発信することが求められる。 

イ Wi-Fi環境の整備 

   住民サービスの向上の一つとして公共施設におけるWi-Fi環境の整備を図る自治体が増えてき

ているが、民間施設と比較して決して多いとは言えない。総務省のまとめによると、平成27

（2015）年１月から２月の時点で、全国の自治体の公共施設でのWi-Fi普及率は約39.7％となっ

ている。東日本大震災や熊本地震、さらには西日本豪雨などの自然災害の発生以後、公民館は地

域の学習拠点のみならず防災拠点の一つとしての役割が見直されている。Wi-Fi環境の整備につ

いては、地域の安心・安全に関する情報収集を容易にすることや、Wi-Fiの活用により住民サー

ビスの向上や行政効率化等の実現ができるとされている。平成29(2017)年度の調査では、公民

館157館中87館（55％）が館内でWi-Fi利用可能となっている。館内全ての場所で利用できると

した館は14館であった。 

ウ 予約システムの導入 

予約については、公共施設の利用について利用者登録をしておけば家庭や勤務先にいながらイ

ンターネットや電話で、あるいは身近な公共施設等に設置している端末機で利用申込みができる

システムが導入されてきた。平成23(2011)年度以降では、平成29(2017)年４月１日現在で「予

約システムが未導入である」とした自治体は１市４町であった。 
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（２）公民館の管理・運営 

多様化する市民ニーズへの対応、手続きの効率化や事務処理の簡素化などといった理由で、公

民館の管理・運営が民間委託されたり首長部局へ移管されたりする自治体が増えている。平成

29年度の「公民館の実態調査」では、指定管理者制度を既に導入している自治体は４市１町

（藤沢市：１館、大和市：１館、綾瀬市：６館、三浦市：１館、寒川町：４館）となっている。 

また、「公民館使用料」については、平成24年度の「公民館の実態調査」では県内の無料公民

館は７市５町94館で継続されていたが、館数から見ると有料公民館が僅かに多かった。平成

29(2017)年度の「公民館の実態調査」では、県内の無料公民館は６市３町86館で、有料公民館

は８市５町71館であった。公民館は地域と住民に開かれた施設として無料を原則にしていたが、

個人の学習を重視する生涯学習政策と行財政改革の中で有料化にする自治体が増えてきた。 

 

(３) 公民館運営審議会の今後 

公民館運営審議会の設置が平成11(1999)年の法改正により「任意」となった。県内での動向

は、改正前の平成10(1998)年度には18市14町に96公運審があったが、平成14(2002)年度には12

市10町74公運審に減少し、平成18(2006)年度には５市１町の32公運審となっていた。さらに減

少傾向は続き、平成29(2017)年度の「公民館の実態調査」では、４市１町（茅ヶ崎市・伊勢原

市・座間市・綾瀬市・中井町）11公運審までに激減している。社会教育委員会議に統合したり、

諮問等のない公民館運営委員会や公民館運営協議会等に変わったりしている。 

 

(４) コロナ禍における公民館活動 

   最後にこれからの公民館活動を考える上で避けて通れないのが、新型コロナウイルス感染症の

影響であろう。令和２(2020)年１月に日本で初めての感染者が報告されて以後、幾度も緊急事

態宣言やまん延防止等重点措置が発出され、公民館においても臨時休館の事態に陥った。今後も

変異株等の発生により先が見通せない中でも、公民館活動を止めるわけにいかない。第５章の

「コロナ禍における公民館の状況調査」で具体的に示されているので参照いただきたい。対面で

実施することを基本にしながらも、オンライン開催や動画配信等のICTの手法を取り入れて公民

館活動を継続しようとする公民館職員の姿が調査結果から大いにうかがえる。 

 

  以上に見てきたように、各自治体政策は地方分権・規制緩和・行財政改革の方向で進められ、学

習を支援していく行政組織や公民館においてもその渦中にあると言える。教育委員会と首長部局が

一体となり、一般行政と教育委員会との壁が取り払われて総合行政としての「まちづくり・地域づ

くり」への取組みが進みつつある。 

  こうした中、公民館に対する社会からの期待や要請も大きい。単なる集いの場、単なる学習の場

にとどまらず、災害や感染症が発生した時の対応、地域ぐるみの子どもたちの健全育成など以前に

も増して多様化してきている。さらには、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行

う「地域学校協働活動」の拠点としての機能も求められている。 

  社会の変化とともに、その時々の課題や要請も変わる。しかし、公民館はいかなる時代にあって

も、「人と人との関係」「Face to Face」「Heart to Heart」のぬくもりある地縁・知縁・好縁によ

る相互関係を日常的に地域の中に創ってきた。これからも地域の人間関係を大切にした努力を日常

的に積み重ねていくことが重要である。 
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第３章 神奈川県公民館大会の推移

事例発表

第61回神奈川県公民館大会（愛川町大会）より

＜期日＞令和２年１月17日（金）13:00～16:30

＜会場＞愛川町文化会館ホール
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第３章 神奈川県公民館大会の推移 
  

地域における生涯学習の中核としての公民館のあり方を研究討議し、その成果を地域の活動に生か

していくために、公民館大会を開催している。第53回から第62回（平成23年度～令和２年度）まで、

年度を追いながらたどってみる。 

 

平成23年度（厚木市）第53回  

（１）大会主題  「住民の暮らしと地域を創り続けた県公連60年の軌跡から公民館の 

明日への展望を切り拓く」～時代が求める公民館のあり方をめざして～ 

（２）期  日  平成24年１月27日（金）12:10～16:00 

（３）会  場  厚木市文化会館小ホール 

（４）参加者数  384名 

（５）内  容 

〇 アトラクション  玉川アルプホルンクラブ  

          グループ“波”（声楽家グループ） 

〇 事例発表「厚木市立公民館の特色ある事業の紹介」 

厚木市立公民館長連絡会会長・厚木市立睦合南公民館館長  木下 敬之 

  〇 講  演「どうなる 日本」            読売新聞特別編集委員  橋本 五郎 

                              

平成24年度（小田原市）第54回  
※この大会は創立60周年記念大会として開催。あわせて公民館の歴史を振り返るパネル写真展を実施。 

（１）大会主題  「住民の暮らしと地域を創り続けた県公連60年の軌跡から公民館の 

明日への展望を切り拓く」～時代が求める公民館のあり方をめざして～ 

（２）期  日  平成25年１月25日（金）12:40～16:30 

（３）会  場  小田原市生涯学習センター けやき 

（４）参加者数  252名 

（５）内  容    

〇 アトラクション（ＤＶＤ上映）「映像でふり返る公民館の役割と機能」 

〇 講  演「二宮尊徳と教育」                    作家  新井恵美子 

  〇 パネルディスカッション「原点に学ぶ明日の公民館のすがた」 

コーディネーター 青山学院大学教育人間科学部教授             鈴木 眞理 

        パネリスト 茅ヶ崎市立松林公民館館長                  遠藤久美子 

模原市教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

社会教育主事    加藤    敬 

川崎市社会教育委員会議議長                 大下  勝巳 

解 説   全国公民館連合会副会長・神奈川県公民館連絡協議会顧問  神崎  節生 

 

平成25年度（横須賀市）第55回 

（１）大会主題  「市民協働・地域協働の拠点としての公民館・コミュニティセンター 

～市民が「主役」のまちづくりをめざして～」 

（２）期  日  平成26年１月24日（金）13:00～16:15 

（３）会  場  ヨコスカ・ベイサイド・ポケット 

（４）参加者数  303名 

（５）内  容 

〇 ウェルカムコンサート ジョイフルファミリー 

 〇 発  表「公民館機能を引き継ぐ「コミセン」～横須賀市の生涯学習推進体制～」 

横須賀市教育委員会生涯学習課課長補佐・社会教育主事   髙橋 直人 
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〇 事例発表 ①「ボランティア講座から受け継がれる心」 

     横須賀市北下浦コミュニティセンター活動団体「きたしたママ」 

②「コミセンからのまちおこし」   

横須賀市衣笠コミュニティセンター館長  小池 康夫 

  〇  講  演「市民が主役のまちづくり 生涯学習で人が元気 まちが元気」 

                    聖徳大学生涯学習研究所長・名誉教授  

                                   NPO法人全国生涯学習まちづくり協会理事長  福留  強 

 

平成26年度（山北町）第56回 

（１）大会主題  「公民館の原点回帰から地域力の向上支援と住民協働の推進を」 

                   ～地域づくり・学び・ふれあいの拠点となる魅力ある公民館へ～ 

（２）期  日  平成27年１月23日（金）13:00～15:45 

（３）会  場  山北町立生涯学習センター 

（４）参加者数  252名 

（５）内  容 

  〇 アトラクション  コーラスグループ みんなでハーモニー 

  〇 事例発表「郷土の歴史と手づくり紙芝居『ごてんばせんものがたり』」 

                            やまきた拍子木の会代表  滝本小夜子 

  〇 講  演「富士山宝永噴火と山北・神奈川県域」 

                 駒澤大学副学長文学部歴史学科日本史学専攻教授  久保田昌希 

 

平成27年度（川崎市）第57回 
（１） 大会主題  「市民（住民）との協働でつくる学びとは～期待される公民館像～」 

（２） 期  日  平成28年１月29日（金）12:30～16:30 

（３） 会  場  川崎市高津市民館 大ホール 

（４） 参加者数  337名 

（５） 内  容   

〇 ウェルカムコンサート  高津市民合唱団 

  〇 パネルディスカッション「期待される公民館像」 

        コーディネーター 日本女子大学人間社会学部教育学科教授         田中 雅文 

         パネリスト 川崎市幸市民館市民自主企画事業「おひさまクラブ」  

実施団体ほっこりーな  成川はつえ 

              川崎市高津市民館運営審議会会長             金 俊一郎 

              特定非営利活動法人アクト川崎理事           笹子まさえ 

  〇 講  演「古代武蔵国橘樹郡の寺院と役所跡」 

                            かわさき市民アカデミー副学長  村田 文夫 

 

平成28年度（相模原市）第58回 
※この大会は第38回全国公民館研究集会神奈川大会・第57回関東甲信越静公民館研究大会inさがみはら

と兼ねて開催 

（１） 大会主題  「今、なぜ公民館が必要とされているのか？」～公民館の存在意義を問う～ 

（２） 期  日  平成28年８月25日（木）～26日（金） 

（３） 会  場  相模女子大学グリーンホール 他 

（４） 参加者数  1,031名 

（５） 内  容   

〇[第１日目] 

アトラクション 方言劇「お小昼（おこじゅう）のひととき」千木良のお小昼一座 
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   基調講演「自治と分権 ～公民館の本質と新たな役割～」 

                      東京大学大学院教育学研究科教授   牧野   篤 

パネルディスカッション「公民館が果たす ひとづくり・まちづくり」 

            コーディネーター 神奈川大学人間科学部人間科学学科准教授     齊藤 ゆか 

            パネリスト  文部科学省生涯学習政策局社会教育課 

課長補佐社会教育官     佐藤 秀雄 

                   沖縄県那覇市若狭公民館館長                 宮城  潤 

                   相模原市立大野南公民館館長               中村 洋子 

            アドバイザー 東京大学大学院教育学研究科教授           牧野   篤 

 

  ○ [第２日目]分科会（※は神奈川県の事例発表があり。詳細は第４章の４を参照。） 

     ※第１分科会  公民館職員の専門性 

     ※第２分科会  若者とつながる公民館 

     ※第３分科会  家庭教育支援の歩み 

     ※第４分科会  公民館の管理・運営 

     ※第５分科会  公民館事業の企画・評価 

     ※第６分科会  公民館事業と人権 

      第７分科会  地域防災と公民館 

     ※第８分科会  地域文化の伝承 

     ※第９分科会  シニアが輝く公民館 

 

平成29年度（藤沢市）第59回 
（１） 大会主題  「公民館設置構想から70年。公民館は何を目指すのか？」 

          ～住民の学び・地域と学校との絆を深め、「地域創生」に貢献する公民館へ～ 

（２） 期  日  平成30年１月25日（木）13:30～16:40 

（３） 会  場  藤沢市湘南台文化センター 市民シアター大ホール 

（４） 参加者数  281名 

（５） 内  容 

  ○ アトラクション 太鼓集団「ふじ」 

            鵠沼エコー 

〇 講 演 「人とひと 学びと暮らしをつなぐ公民館 」 

～改めて公民館の原点に学び、これからの活力ある公民館を目指す～ 

                         RE Learning（リ ラーニング）代表  秦野 玲子  

 

平成30年度（平塚市）第60回 
（１） 大会主題  「公民館構想から70年を経た今、次の時代に求めていく公民館像とは」 

          ～わたしの「できる」が、あなたの「できる」に。 

共に進もう、世代を超えて～ 

（２） 期  日  平成31年１月18日（金）13:00～17:00 

（３） 会  場  平塚市中央公民館大ホール 

（４） 参加者数  304名 

（５） 内  容 

  ○ ウエルカムライブ   ハッピーマウンテンボーイズ 

  ○ 基調講演「公民館、そこは人が育つ拠点」 

聖学院大学人文学部児童学科教授  小池 茂子 

  〇 パネルディスカッション 

「公民館、次の70年」～情報発信から考える。若者が行きたくなる公民館～ 

                  コーディネーター 平塚市社会教育委員会議副議長  鈴木 奏到 
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     パネリスト 聖学院大学人文学部児童学科教授  小池 茂子 

東海大学理学部数学科４年        田中 夏喜 

平塚市立中原公民館長          加藤清二郎 

平塚市立松が丘公民館主事        大野 聡志 

平塚市立なでしこ公民館主事        髙橋   崇 

 

平成31（令和元）年度（愛川町）第61回 
（１） 大会主題  「これからの時代に求められる公民館像とは？」 

～公民館を基点とした 

「人づくり」「つながりづくり」「地域づくり」の展開～ 

（２） 期  日  令和２年１月17日（金）13:00～16:30 

（３） 会  場  愛川町文化会館ホール 

（４） 参加者数  257名 

（５） 内  容 

  ○ アトラクション  神奈川県立愛川高等学校和太鼓 

愛川ハーモニカアンサンブル 

  ○ 基調講演「これからの時代に 公民館に期待されるもの」 

国立大学法人宮城教育大学 学長特別補佐 特任教授  野澤 令照 

○ 事例発表                                      厚木市立森の里公民館長    青木  信二 

   〇 鼎談                国立大学法人宮城教育大学 学長特別補佐 特任教授    野澤 令照 

                           厚木市立森の里公民館長                青木 信二 

愛川町教育委員会社会教育主事              谷島    花 

 

令和２年度（箱根町）第62回 [書面開催] 
（１） 大会主題  「少子高齢化等人口減少時代における公民館の役割」 

       ～人口減少時代の新しい地域づくりに向けて～ 

（２） 期  日  令和３年１月29日(金) ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催 

（３） 冊子送付  神奈川県公民館連絡協議会加盟市町（公民館）を含む、県内市町村に送付 

（４） 内  容 

  ○ 事例発表「地元住民手作りのふれあいイベント『仙石原文化センターまつり』」 
仙石原文化センターまつり実行委員長  市川    毅 

〇 講  演「少子高齢化等人口減少時代における公民館の役割 
～人口減少時代の新しい地域づくりに向けて～」 

学校法人文教大学学園理事長  野島 正也 
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第４章 研修活動の推移 
 

１ 公民館職員研修（神奈川県教育委員会共催） 
   

職員対象の研修会は、平成10(1998)年度より神奈川県教育委員会との共催となり今日に至ってい

る。 

参加しやすい研修会をめざして、第２回を平成26(2014)年度からは県内４地区において、また、

平成29年度からは県内２地区において、午後日程で実施した。 

また、研修対象者を踏まえて、令和２(2020)年度からは名称を「公民館担当者コース」から「公

民館等担当者コース」に変更した。 

  令和２年度においては新型コロナウイルス感染予防対策の観点から、前年度同様の全５回の計画

を再編成し、「社会教育担当者コース」と合同で開催した。 

 

平成23年度 生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」 
    研修主題 「生涯学習・社会教育の地域拠点としての公民館のあり方と職員の能力の向上」 

  目  的   地域の社会教育活動を推進する公民館職員等に求められる専門的な知識・技術に  

ついて学び、職員としての能力の向上を図るとともに職員間の連携を深める。 

第１回  平成23年６月21日（火）9:30～16:45 

    会 場 県生涯学習情報センター 

参加者 32人 

内 容 ① ワークショップ「アイスブレーキング」 

         講 師:足柄上教育事務所社会教育主事兼指導主事   小畑 利幸 

        ② 講義「公民館の原点と現状」 

講 師：神奈川県公民館連絡協議会会長  京  利幸 

           ③ ワークショップ「学習者への対応～人権の視点から」 

講 師：湘南三浦教育事務所社会教育主事兼指導主事    内田源一郎 

                県立図書館横浜駐在事務所副主幹兼社会教育主事  岩本 純子 

④ 体験発表「公民館職員を経験してみて」 

発表者：平塚市立岡崎公民館主任  髙木 知幸 

        ⑤ 情報交換 

第２回   平成23年７月６日（水）9:30～16:45 

 会 場 県生涯学習情報センター 

参加者 41人                              

内 容  ① 講義とワークショップ「公民館職員の力量形成」 

講師：横須賀市教育委員会教育総務部生涯学習課 

主査兼社会教育主事  髙橋 直人 

② 講義とワークショップ「地域住民とのコミュニケーション能力の向上」 

講師：湘南話し方センター所長  松永 洋忠 

③ 事例発表「公民館における子どもが読書に親しむ環境づくり」 

  発表者:相模原市立大野南公民館 館長  中村 洋子 

        ④ ふりかえり 

第３回  平成23年７月21日（木）9:30～16:45                       

会 場 県生涯学習情報センター 

参加者 28人 

内 容  ① 講義とワークショップ「ワークショップ技術を学ぶ」 

講師：（有）毎日の生活研究所代表取締役  矢郷 惠子 

第４回  平成23年９月８日（木）9:30～16:45 

 会 場 県生涯学習情報センター 

参加者 22人                       

内 容  ① 講義「地域の居場所としての公民館の可能性」 

講師：神奈川大学講師  久田 邦明 
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② 講義とワークショップ「真に地域に根ざした公民館」 

講師：いわき明星大学教授  神山 敬章   

  

平成24年度 生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」 
   研修主題 「生涯学習・社会教育の地域拠点としての公民館のあり方と職員の能力の向上」 

   目  的   地域の社会教育を推進する公民館職員等に求められる専門的な知識・技術につい 

        て学び、職員としての能力の向上を図るとともに、職員間の連携を深める。 
第１回  平成24年６月26日（火）9:30～16:45 

    会 場 県生涯学習情報センター 

参加者 24人 

内 容 ① ワークショップ「アイスブレーキング」          

講師：中教育事務所社会教育主事兼指導主事  古住 有美 

        ② 講義「社会教育法と公民館」 

講師：県生涯学習課専任主幹  纐纈 仁志      

           ③ 体験発表「公民館の先輩から学ぶ～事業を通して見えてきたこと～」 

発表者：川崎市幸市民館課長補佐・社会教育振興係長  木村 利惠 

④ 人権講話「公民館における人権」 

講師：県行政課副主幹兼社会教育主事兼指導主事  金子 雄志 

県生涯学習課主任主事            西澤 一志 

⑤ 情報交換  

第２回  平成24年７月10日（火）9:30～16:45 

会 場 県生涯学習情報センター 

参加者 59人                              

内 容  ① 講義「公民館の原点と現状」 

講師：神奈川県公民館連絡協議会会長   京   利幸 

         ② 事例発表「利用者から見た公民館」 

               発表者：茅ヶ崎市立香川公民館利用者懇談会代表    花元圭恵子 

茅ヶ崎市立香川公民館運営審議会委員会長  小山 博美 

③ 講義とワークショップ「行列ができる講座とチラシの作り方」 

講師 NPO法人男女共同参画おおた理事長  牟田 静香 

第３回  平成24年７月26日（木）9:30～16:45 

 会 場 県生涯学習情報センター 

参加者 29人                       

内 容  ① 講義とワーク「公民館評価の仕方」 

講師:八州学園大学教授  浅井 経子 

         ② 講義とアクティビティ「公民館職員としてのコミュニケーション能力の向上」 

講師:NPO法人シニアライフセラピー研究所  鈴木  茂 

第４回  平成24年９月14日（金）9:30～16:45  

会 場 県生涯学習情報センター 

参加者 24人                       

内 容  ① 情報提供「東日本大震災時の県内公民館の対応例」 

提供者：県生涯学習課主任主事  西澤 一志 

② 講義とワークショップ（熟議） 

「東日本大震災から学ぶ～被災地の公民館の状況とその役割～」 

講師：文部科学省初等中等教育局国際教育課長  神代  浩  

③ シンポジウム「地域の教育力と公民館」 

シンポジスト：相模原市教育委員会社会教育主事  川崎 昭久 

平塚市立金目公民館館長           栁川 久子 

大和市ボランティア講師の会会長  三好 潤子  
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平成25年度 生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」 
   研修主題 「生涯学習・社会教育の地域拠点としての公民館のあり方と職員の能力の向上」 

   目  的    地域の社会教育を推進する公民館職員等に求められる専門的な知識・技術につい

て学び、職員としての能力の向上を図るとともに、職員間の連携を深める。 

 第１回    平成25年５月23日（火）9:30～16:45 

会 場 県生涯学習情報センター 

参加者 42人                                

 内 容 ① 講義「生涯学習とは何か、社会教育とは何か、法令から学ぶ」 

講師：法政大学教授  佐藤 一子  

 ② 情報提供「PLANETかながわの活用について（HP『PLANETかながわ』の紹介） 

発表：生涯学習情報センター職員  上村 大地 

③ 講義とワーク「地域づくりのための学習プログラムの企画・運営」 

講師：文教大学専任講師  青山 鉄兵 

   第２回   平成25年６月21日（金）9:30～16:45                             

会 場 県生涯学習情報センター 

参加者 42人 

内 容  ① 体験発表「公民館職員として～事業担当者が感じるやりがいと課題～」 

発表：大和市文化スポーツ部生涯学習センター 

生涯学習担当主任  田口 陽平 

  ② 人権ワーク「外国籍県民の人権について考える」 

講師：県生涯学習課主任主事                       西澤 一志

県立図書館横浜駐在事務所主事               上村 大地 

足柄下教育事務所社会教育主事兼指導主事     藪   謙二 

湘南三浦教育事務所社会教育主事兼指導主事    中山 賢一 

        ③ 講義「公民館の役割と県公連」 

講師：神奈川県公民館連絡協議会事務局 

県生涯学習課主査兼社会教育主事  岡田 和久  

④ 講義とワーク「体験→即実践！アイスブレーキング講座」 

講師：野島青少年研修センター センター長  富岡 克之 

        ⑤ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」  

第３回  平成25年７月18日（木）9:30～16:45                       

会 場 県生涯学習情報センター    

参加者 28人 

内 容  ① 講義「社会教育計画と評価の実際」 

② 演習Ⅰ「事業評価指標作りにむけて」 

        ③ 演習Ⅱ「事業評価指標作り」 

①～③講師：国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

専門調査員  弓削 暢彦 

        ④ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

 第４回  平成25年９月13日（金）9:30～16:45 

会 場 県生涯学習情報センター 

参加者 24人                       

内 容  ① 講義「みんなで考えよう、公民館の役割」 

講師：川崎市多摩市民館館長  夏井 美幸 

         ② 講義とワーク「日頃の疑問を解決！公民館Ｑ＆Ａ」 

講師：千葉県公民館連絡協議会前顧問  朱膳寺宏一 

              ③ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

 

平成26年度 生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」 
 研修主題 「生涯学習・社会教育の地域拠点としての公民館のあり方と職員の能力の向上」 

   目  的   地域の社会教育を推進する公民館職員等に求められる専門的な知識・技術につい 

て学び、職員としての能力の向上を図るとともに、職員間の連携を深める。 
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第１回  平成26年５月21日（水） 9:30～16:45 

    会 場 かながわ県民センター 

参加者 24人 

内 容 ① 情報提供：「『PLANETかながわ』の紹介と活用法」 

                  発表：県立図書館生涯学習サポート課主事  上村 大地 

        ② 講義「公民館の現代的課題～震災後の公民館から構想する～」 

                   講師：日本体育大学教授  上田 幸夫 

③ 情報提供「第三次神奈川県子ども読書活動推進計画について」 

          発表：県生涯学習課社会教育グループリーダー兼社会教育主事  荻野  賢  

④ 人権教育講話「磨こう!人権感覚」 

講師：県行政課人権教育グループリーダー兼指導主事兼社会教育主事   

西田 孝予 

                 県生涯学習課副主幹兼社会教育主事              古住 有美 

        ⑤ 講義「県内公民館・県公連について」 

講師：県生涯学習課専任主幹  纐纈 仁志 

⑥ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

   第２回Ａ 平成26年６月４日（水）13:20～16:45 

    会 場 高相合同庁舎 

    参加者 20人 

    内 容 ① 我が館紹介「団塊世代の居場所づくり～おやじのたまり場事業～について」   

発表：厚木市立森の里公民館主任兼社会教育主事  松前 純也 

② 我が館紹介「公民館という場～利用者・参加者・職員～」 

発表：大和市生涯学習センター林間学習センター主査兼社会教育主事 

 柳  幹子 

③ 講義「先輩から学ぶ公民館事業」 

講師：神奈川県公民館連絡協議会副会長  夏井 美幸 

④ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

   第２回Ｂ 平成26年６月20日（金）13:20～16:45 

会 場 平塚合同庁舎 

参加者 18人   

内 容 ① 我が館紹介「伊勢原市の公民館活動について」 

発表：伊勢原市立成瀬公民館主査  秋山 喜則 
② 我が館紹介「伊勢原南公民館講座『生き生きみなみ塾』 

 ～市民の学習意向を反映した講座づくり～」 
発表：伊勢原市立伊勢原南公民館主事  後藤  純 

③ 講義「先輩から学ぶ公民館事業」 

講師：座間市立東地区文化センター館長  植松 賢也 

      ④ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

第２回Ｃ  平成26年６月25日（水）13:20～16:45                              

会 場 藤沢合同庁舎 

参加者 20人 

内 容 ① 我が館紹介「利用者とサークルに支えられる公民館活動」 

発表：茅ヶ崎市立香川公民館館長  小池 吉徳 

② 我が館紹介「地域への情報発信基地としての公民館」 

                     発表：茅ヶ崎市立鶴嶺公民館館長  長島  滋  

③ 講義「先輩から学ぶ公民館事業」 

講師：横須賀市教育委員会生涯学習課 

課長補佐兼社会教育主事  髙橋 直人 

④ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

第２回Ｄ 平成26年７月２日（水）13:20～16:45 

 会 場 足柄上合同庁舎 

参加者 19人                              
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内 容 ① 我が館紹介「HAKONE大学について」 

発表：箱根町社会教育センター館長  鍵和田和己 

       ② 我が館紹介「地域の自然・歴史を記録するということ『フォトカルつくい』」 

               発表：相模原市立津久井中央公民館広報委員  本山 芳郎 他 

③ 講義「先輩から学ぶ公民館事業」 

講師：神奈川県公民館連絡協議会会長  木下 敬之 

④ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

第３回  平成26年７月16日（水）9:30～16:45                       

会 場 かながわ県民センター 

参加者 27人 

内 容 ① 講義「著作権よもやま話」 

講師：県立図書館地域情報課主査  白石 智彦  

② 講義と参加者交流「講座に即使える！アイスブレーキングの手法」 

               講師：湘南三浦教育事務所社会教育主事兼指導主事  河野 光志    

       ③ 講義とワーク「チラシ・ポスター作成 デザインにおける10のポイント」 

             講師：県広報県民課広報デザインアドバイザー  相馬 敏江 

④ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

  第４回  平成26年９月12日（金）9:30～16:45                      

会 場 かながわ県民センター 

参加者 27人  

内 容 ① パネルディスカッション「今、公民館が一番やらなければならないこととは？」 

パネリスト        川崎市幸市民館館長            中村 高明 

綾瀬市立中央公民館社会教育主事      藤嶋  努  

平塚市立中央公民館主任兼社会教育主事  鶴田 晶子  

コーディネーター  県教育局生涯学習課専任主幹       纐纈 仁志  

        ② 事例発表「相模原市立田名公民館の事業評価のあり方」 

発表：相模原市立田名公民館館長代理  長井 勝己 

       ③ 講義とワーク「社会教育における事業評価の視点」 

                   講師：秋田大学准教授  原  義彦 

④ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 
  

平成27年度 生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」 
   研修主題 「生涯学習・社会教育の地域拠点としての公民館のあり方と職員の能力の向上」 

   目  的  地域の社会教育活動を推進する公民館職員等に求められる専門的な知識・技術につ 

いて学び、職員としての能力の向上を図るとともに、職員間の連携を深める。 

第１回  平成27年５月28日（木）９:30～16:45 

    会 場 平塚市博物館 

参加者 47人 

内 容 ① 講義「生涯学習・社会教育関係職員の果たすべき役割について」 

講師：聖学院大学人文学部児童学科教授  小池 茂子  

      ② 講義「社会教育施設との多様な連携について」 

                       講師：平塚市博物館館長代理  栗山 雄揮 

    ③ 事例発表「公民館事業と博物館事業の連携について 

～はやぶさ２と日本の宇宙開発」 

                      発表者：平塚市立四之宮公民館主事  安倍 翔太 

        ④ 体験学習「プラネタリウムでの連携事業体験」 

                          講師：平塚市博物館学芸員  藤井 大地 

⑤ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

   第２回Ａ 平成27年６月３日（水）13:20～16:45 

    会 場 高相合同庁舎 

    参加者 28人 
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 内 容 ① 講義と参加者交流「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

講師：県央教育事務所社会教育主事兼指導主事  太田 公仁 

        ② 事例発表「地域の伝統芸能『相模人形芝居林座』の継承について」 

                      発表者：厚木市立睦合西公民館主事  永井 隼人 

③ 事例発表「家庭教育支援講座～どんと来い思春期～」  

           発表者：相模原市立中央公民館家庭教育支援講座実行委員長  小澤 隆広 

        ④ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

   第２回Ｂ 平成27年６月10日（水）13:20～16:45 

    会 場 藤沢合同庁舎 

   参加者 23人 

 内 容 ① 講義と参加者交流「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

  講師：湘南三浦教育事務所社会教育主事兼指導主事  中山 賢一 

河野 光志 

② 事例発表「公民館事業の紹介～特色ある事業から～」 

  発表者：藤沢市立村岡公民館主査  加藤 航輔 

③ 事例発表「茅ヶ崎市の公民館事業について～松林公民館の取組み～」 

発表者：茅ヶ崎市立松林公民館主任  熊谷 健太 

        ④ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

   第２回Ｃ 平成27年６月25日（木）13:20～16:45 

    会 場 川崎市教育文化会館 

    参加者 38人 

 内 容 ① 講義と参加者交流「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

  講師：県西教育事務所社会教育主事兼指導主事  高橋 壮芳 

② 事例発表「公民館の廃止と市長部局移管・生涯学習センターの 

指定管理者制度導入～横須賀市の事例から～」 

 発表者：横須賀市教育委員会生涯学習課 

 課長補佐兼社会教育主事  髙橋 直人 

③ 事例発表「川崎市教育文化会館の人権学習事業について」 

発表者：川崎市教育文化会館事務職員  齋藤 遼平  

        ④ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

   第２回Ｄ 平成27年７月３日（金）13:20～16:45 

    会 場 平塚合同庁舎 

    参加者 22人 

 内 容 ① 講義と参加者交流「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

講師：中教育事務所社会教育主事兼指導主事  永野  文  

② 事例発表「家庭教育学級の企画・運営とフォローについて」 

発表者：平塚市立金目公民館主事  嶋崎 和栄 

③ 事例発表「公民館と地域の連携事業について～地域で学ぼう防災体験～」 

発表者：秦野市立大根公民館館長        櫻田  茂 

                    秦野市大根地区自治会連合会防災部長  筒井 高幸 

 ④ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

   第３回  平成27年７月24日（金）９:30～16:45 

    会 場 座間市立東地区文化センター 

    参加者 30人 

  内 容 ① 人権教育講話「インクルーシブ社会実現のための人権を考える」 

    講師：田園調布学園大学教授  鈴木 文治 

        ② 事例発表「公民館で楽しむ高齢者生涯学習学級、あすなろ大学」                

                発表者：座間市立東地区文化センター社会教育指導員  安藤 咲枝 

あすなろ大学あすなろ会会長                         田中  定三 

        ③ 講義「県内公民館・県公連について」 

                     講師：神奈川県公民館連絡協議会事務局 

県生涯学習課主査兼社会教育主事  藤沖  亮 
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④ 情報提供「PLANETかながわの紹介と活用について」 

                  発表者：県立図書館生涯学習サポート課主事  関根  翔 

⑤ グループワーク「プログラム作成の手法 

～高齢者学級・講座のプログラムを考えてみよう～」 

講師：座間市立東地区文化センター館長  植松 賢也 

                   協力：あすなろ大学あすなろ会プログラム委員 

⑥ 情報交換「本日の振り返りと各公民館の状況について」 

   第４回  平成27年９月２日（水）９:30～16:45 

    会 場 県立図書館 

    参加者 22人 

  内 容 ① 事例発表「公民館で経験し、学び合う 

～相模原市大野南公民館若者講座の３年間から～」 

                  発表者：相模原市立大野南公民館活動推進員  中山恵利奈 

② 事例発表「自立に課題を抱える若者の社会参加支援事業の取り組み」 

                発表者：東京都国立市立国立公民館社会教育主事  井口啓太郎 

③ 講義「地域福祉と公民館の学びの今日的な課題」 

                 講師：日本社会事業大学教授  辻   浩 

        ④ ワークショップ「地域課題の解決を目指す公民館の活動とは」 

                          ファシリテーター：相模原市立清新公民館館長代理  遠藤  誠 

 

平成28年度 生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」 
  研修主題 「生涯学習・社会教育の地域拠点としての公民館のあり方と職員の能力の向上」 

  目  的  地域の社会教育活動を推進する公民館職員等に求められる専門的な知識・技術につ 

いて学び、職員としての能力の向上を図るとともに、職員間の連携を深める。 

第１回  平成28年５月25日（水）９:30～16:45 

    会 場 県立図書館 

参加者 48人 

内 容 ① 講義と意見交換「社会教育・生涯学習の基礎理解と担当職員の役割について」 

講師：青山学院大学教育人間科学部教授  鈴木 眞理  

      ② 情報提供「神奈川県公民館連絡協議会について」 

                   発表者：神奈川県公民館連絡協議会事務局 

県生涯学習課主査兼社会教育主事  藤沖  亮 

    ③ 情報提供「PTANETかながわの紹介と活用について」 

                    発表者：県立図書館生涯学習サポート課  関根  翔 

        ④ 講義とワーク「インクルーシブ社会の形成と社会教育の役割 

                          講師：元帝京科学大学教授  滝坂 信一 

   第２回Ａ 平成28年６月２日（木）13:20～16:45 

    会 場 藤沢市立明治公民館 

    参加者 43人 

 内 容 ① 講義と参加者交流「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

講師：湘南三浦教育事務所社会教育主事兼指導主事  河野 光志 

 杉田 大樹 

        ② 事例発表「公民館職員の資質の向上をめざして 

～社会教育主事による取り組み～」 

                 発表者：茅ヶ崎市立香川公民館担当課長兼館長  白鳥 慶記   

③ 事例発表「地域に根ざした公民館を目指して 

～相模原市の公民館改革について～」  

発表者：相模原市立清新公民館館長代理   遠藤   誠 

        ④ 情報交換「今年度の一押し担当事業について 等」 

   第２回Ｂ 平成28年６月15日（水）13:20～16:45 

    会 場 川崎市麻生市民館 

   参加者 34人 
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 内 容 ① 講義と参加者交流「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

  講師：県西教育事務所社会教育主事兼指導主事  加藤 佳代 

② 事例発表「親が育ち学びあう地域づくり 

～学びの事業からつながる地域の輪～」 

  発表者：平塚市立金目公民館主査兼社会教育主事  嶋崎 和栄 

③ 事例発表「若い力と共に子どもたちの健やかな成長を願って 

           ～学生サークルとともに育む青少年部事業～」 

発表者：相模原市立麻溝公民館・市青少年部副部長  中島 純子 

青少年指導員  座間  豊  

北里大学海洋生命学部サークルBowiend代表 五十嵐あやめ 

        ④ 情報交換「貸し館の基準について 等」 

   第２回Ｃ 平成28年６月30日（木）13:20～16:45 

    会 場 相模原市立橋本公民館 

    参加者 28人 

 内 容 ① 講義と参加者交流「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

  講師：県央教育事務所社会教育主事兼指導主事  寉田 晃子 

② 事例発表「愛甲公民館発・地域再発見！ 

～地域住民の融和に向けての取組みを通じて～」 

  発表者：厚木市立愛甲公民館館長  石井 克彦 

③ 事例発表「多様性社会の実現に向けた人権学習の果たす役割」 

発表者：川崎市教育委員会学校教育部指導課 

前川崎市教育文化会館社会教育主事  齋藤 遼平 

        ④ 情報交換「クレーム対応について 等」 

   第２回Ｄ 平成28年７月12日（火）13:20～16:45 

    会 場 平塚市中央公民館 

    参加者 31人 

 内 容 ① 講義と参加者交流「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

  講師：中教育事務社会教育主事兼指導主事  永野  文  

② 事例発表「地域で育む文化の絆～文化の担い手を育むために～」 

           発表者：大井町教育委員会生涯学習課副主幹兼社会教育主事  遠藤 友樹 

③ 事例発表「主体的継続的学習こそが企業人を地域の担い手に！ 

～公民館と受講生の会がともに創るあすなろ大学～」 

発表者：座間市立東地区文化センター 

社会教育指導員  安藤 咲枝 

        ④ 情報交換「主催事業の講師・見学先等の情報について 等」 

   第３回  平成28年11月18日（金）９:30～16:45 

    会 場 県立図書館 

    参加者 30人 

  内 容 ① 人権講話「子どもの貧困～貧困の連鎖を防ぐために～」 

講師：NHK大阪放送局報道部報道番組ディレクター  新井 直之 

        ② 事例発表「公民館のフリースペースから見えること」 

                     発表者：座間市立北地区文化センター 

 座間の不登校を語る会代表  阿部 敏明 

        ③ 講義とワークショップ「学習課題を考える～地域の課題にどう迫るか～」 

                            講師：RE Learning代表  秦野 玲子 

 

            

平成29年度 生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」 
  研修主題 「生涯学習・社会教育の地域拠点としての公民館のあり方と職員の能力の向上」 

  目  的  地域の社会教育活動を推進する公民館職員等に求められる専門的な知識・技術につ 

いて学び、職員としての能力の向上を図るとともに、職員間の連携を深める。 

第１回  平成29年５月25日（木）9:30～16:45 
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    会 場 かながわ県民センター 

参加者 32人 

内 容 ① 講義と意見交換「生涯学習・社会教育関係職員の果たすべき役割」 

                  講師：早稲田大学教授  村田 晶子 

② 情報提供「神奈川県生涯学習審議会について」 

                   発表者：県生涯学習課副主幹  白川 律男 

③ 講義「地域学校協働活動の推進について」 

講師：文部科学省生涯学習政策局社会教育課 

地域学校協働推進室長  渡辺 栄二 

        ④ 講義「地域と共にある学校づくりと学校運営協議会」 

講師：小田原市立曽我小学校運営審議会会長  長田 尚夫  

⑤ 情報交換 

第２回Ａ 平成29年６月14日（水）13:20～16:45 

    会 場 玉縄学習センター分室（きらら玉縄分室） 

    参加者 25人 

内 容 ① 講義と参加者交流「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

講師：湘南三浦教育事務所社会教育主事兼指導主事  都  浩一  

県央教育事務所社会教育主事兼指導主事      藤沖  亮  

② 事例発表「未来につなげる 地域がつながる こどもまつり」 

発表者：厚木市立相川公民館主幹  髙橋  功  

副主幹  梅原 清子 

③ 事例発表「地域でつくる職業体験『ぷちなでしこ』」  

発表者：平塚市立なでしこ公民館主査   髙橋  崇 

④ 先輩から学ぶ      講師：相模原市立東林公民館長、 

神奈川県公民館連絡協議会副会長  渡邊  亮  

⑤ 情報交換「今年度の一押し事業と講師情報について 等」 

   第２回Ｂ 平成29年６月29日（木）13:20～16:45 

    会 場 おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ 

    参加者 29人 

    内 容 ① 講義と参加者交流「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

講師：中教育事務所社会教育主事兼指導主事   小菅 聡子 

県西教育事務所社会教育主事兼指導主事  露木 光人  

        ② 事例発表「『自己実現』から生まれる年輪の構築」 

発表者：藤沢市六会市民センター・公民館地域担当 中津川あかね 

③ 事例発表「地域とともに育む子ども会 

～地域教育力を活かした子ども会活動の取り組み～」 

発表者：南が丘元気っこクラブ子ども会（秦野市立南が丘公民館） 

会長  竹内 房枝 

副会長  溝口 雅之 

        ④ 先輩から学ぶ  

 講師：座間市立東地区文化センター主事兼社会教育主事  植松 賢也   

        ⑤ 情報交換「今年度の一押し事業と講師情報について 等」 

   第３回  平成29年９月６日（水）9:30～16:45 

    会 場 相模原市立小山公民館 

    参加者 33人 

  内 容 ① 情報提供「神奈川県公民館連絡協議会について」 

                発表者：神奈川県公民館連絡協議会事務局 

県生涯学習課副主幹兼社会教育主事  鈴木 智久 

 

② 人権教育講話「自分も相手も大切にするアサーティブコミュニケーション」 

講師：アサーティブジャパン認定講師  中野満知子 
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③ 講義とワークショップ「人に伝わるチラシの作り方」 

                       講師：合同会社ＭＡＣＡＲＯＮ 

クリエイティブディレクター  谷  浩明  

第４回  平成29年11月30日（木） 

    会 場 県立図書館 

    参加者 25人 

    内 容 ① 情報提供「子どもを取り巻く様々な問題」 

              発表者：県民局子ども家庭課副主幹  稲葉 史恵 

② 事例発表「川崎市の学校と地域の連携～地域の寺子屋事業の実践を通して～」 

発表者：川崎市教育委員会生涯学習推進課指導主事  長嶺 祐介 

        ③ 事例発表「予防的支援としての高校内居場所カフェ 

『ぴっかりカフェ』について」 

                     発表者：NPO法人パノラマ代表理事  石井 正宏  

        ④ 情報提供「PTANETかながわの紹介と活用について」 

                  発表者：県立図書館生涯学習差ポート課主査  工藤 敏彦 

        ⑤ 講義とワークショップ「魅力ある講座のつくりかた」 

         講師：全国公民館連合会事務局次長  村上 英己 

 

平成30年度 生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」 
  研修主題 「生涯学習・社会教育の地域拠点としての公民館のあり方と職員の能力の向上」 

   目  的   地域の社会教育活動を推進する公民館職員等に求められる専門的な知識・技術につ 

いて学び、職員としての能力の向上を図るとともに、職員間の連携を深める。 

第１回   平成30年５月30日（水）9:30～16:45 

会 場  かながわ県民センター 

参加者  44人     

内 容  ① 講義と意見交換「生涯学習・社会教育関係職員の果たすべき役割」 

                           講師：千葉大学名誉教授  長澤 成次 

② 情報提供「地域学校協働活動の推進について」 

                発表者：県生涯学習課主事  福士 徹也 

③ 講義とワークショップ「基礎から学ぶ事業計画の立て方 

～課題から出発するプログラム編成の手順～」 

講師：明治大学大学院兼任講師  小山紳一郎 

第２回Ａ 平成30年６月13日（水）13:15～16:45 

    会 場 横須賀市本町コミュニティセンター 

参加者 23人     

内 容 ① 「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

講師：湘南三浦教育事務社会教育主事兼指導主事  沖野僚太郎 

県西教育事務所社会教育主事兼指導主事    長山 武司    

        ② 事例発表「学習成果地域活用事業『まなびかんトコトン学校 紙芝居編』 

担当者による具体的な事例発表」 

発表者：公益財団法人横須賀市生涯学習財団事業担当  大柴 裕二 

③ 事例発表「公民館事業の創出～関係機関等との連携による実践を中心に～」 

発表者：綾瀬市立中央公民館館長  田中 恵吾 

④ 情報交換「事例発表を踏まえた公民館事業のふりかえり」 

 

第２回Ｂ 平成30年６月28日（木）13:15～16:45 

    会 場 かながわ県民センター 

参加者 36人     

内 容 ① 「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

   講師：県央教育事務社会教育主事兼指導主事  松山  愛 

中教育事務所社会教育主事兼指導主事  永野  文 
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② 事例発表「０歳からシニアまで“プラたち”で楽しく学ぼう」 

発表者：川崎市高津市民館橘分館分館長  山田 哲郎 

③ 事例発表「地域力を活かし、あらゆる世代が集う 

公民館を目指して」 

発表者：相模原市立橋本公民館館長代理  坪井 健次 

④ 情報交換「事例発表を踏まえた公民館事業のふりかえり」 

   第３回  平成30年８月29日（水）9:30～16:45 

会 場 かながわ県民センター 

参加者 34人 

  内 容 ① 情報提供「神奈川県公民館連絡協議会について」 

                発表者：神奈川県公民館連絡協議会事務局 

県生涯学習課副主幹兼社会教育主事  鈴木 智久 

② 講義とワークショップ「広報活動と著作権～地域の記憶を記録する～」 

講師：常磐大学教授  坂井 知志 

③ 講義とワークショップ「ロジカルライティングを使った広報の仕方」 

                     講師：株式会社ハーティネス代表取締役 髙橋 慈子  

   第４回  平成30年11月28日（水） 

    会 場  県立図書館 

参加者  32人 

    内 容  ① 情報提供「PTANETかながわの紹介と活用について」 

                発表者：県立図書館広報・生涯学習推進課副主幹  工藤 敏彦     

         ② 課題と課題研究「施設運営に関する課題解決に向けて」 

                       講師：全国公民館連合会事務局長  上村 忠男 

         ③ 情報提供「人生100歳時代の現状と課題」 

               発表者：政策局政策部総合政策課計画グループ主事  中村 友哉  

         ④ 人権講話とワークショップ「高齢者の地域活動参画に向けた職員の 

向き合い方」 

             講師：公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団主任研究員  澤岡 詩野 

 

平成31・令和元年度 生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」 
  研修主題 「生涯学習・社会教育の地域拠点としての公民館のあり方と職員の能力の向上」 

   目  的  地域の社会教育活動を推進する公民館職員等に求められる専門的な知識・技術につ 

いて学び、職員としての能力の向上を図るとともに、職員間の連携を深める。 

第１回  令和元年５月22日（水）9:30～16:45 

会 場 かながわ県民センター 

参加者 44人     

内 容 ① 講義と意見交換「これからの生涯学習・社会教育関係職員の果たすべき役割」 

              講師：全国社会教育委員連合・常務理事  馬場祐次朗 

② 情報提供「第四次神奈川県子ども読書活動推進計画について」 

                  発表者：県生涯学習課副主幹兼社会教育主事  鈴木 智久 

            ③ 講義とワークショップ「事業計画の立て方と職員としての 

心の在り方について」 

こラボ（子ども子育てラボラトリー）代表   宇野  努 

   第２回Ａ 令和元年６月12日（水）13:15～16:45 

    会 場 川崎市中原市民館 

参加者 26人     

内 容 ① 「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

講師：湘南三浦教育事務所社会教育主事兼指導主事  都  浩一 

県西教育事務所社会教育主事兼指導主事      尾上 夏子 

② 事例発表「中原市民館の取組と施設の概要」 

発表者：川崎市中原市民館長  吉越 厚善 
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③ 事例発表「伊勢原市立公民館の取り組み」 

発表者：前伊勢原市教育委員会教育部社会教育課（中央公民館） 山崎 雅翔 

④ 情報交換「事例発表を踏まえた公民館事業のふりかえり」 

第２回Ｂ 令和元年６月27日（木）13:15～16:45  

会 場 平塚市立須賀公民館 

参加者 29人 

内 容 ① 「即、学級・講座に使えるアイスブレーキング」 

講師：県央教育事務所社会教育主事兼指導主事  松山  愛 

中教育事務所社会教育主事兼指導主事    櫛田 和哉 

② 事例発表「須賀公民館の活動」   発表者：平塚市立須賀公民館  千葉 貴英 

③ 事例発表「南毛利公民館の活動」 

発表者：厚木市立南毛利公民館  梅澤 規子 

④ 情報交換「事例発表を踏まえた公民館事業のふりかえり」 

第３回  令和元年９月５日（木）9:30～16:45                        

会 場 かながわ県民センター  

参加者 30人 

内 容 ① 情報提供「神奈川県公民館連絡協議会について」 

                発表者：神奈川県公民館連絡協議会事務局 

県生涯学習課副主幹兼社会教育主事  鈴木 智久 

② 講義とワークショップ「多文化共生社会における公民館のあり方 

～地域にコミュニケーションを築くには～」 

講師：神奈川大学非常勤講師  荻村  哲朗 

③ 講義とワークショップ「公民館の事業評価について」 

           講師：国立教育政策研究所社会教育実践センター専門調査員  岡田 直人 

     第４回 令和元年10月16日（水）9:30～16:45  

会 場 かながわ県民センター 

    参加者 29人 

内 容 ① 情報提供「PTANETかながわの紹介と活用について」 

                 発表者：県立図書館広報・生涯学習推進課主事  佐藤 孝樹  

② 事例紹介（ワークショップ）「国立市公民館の活動について」 

                       発表者：東京都国立市公民館主事  針山和佳菜 

        ③ 講義とワークショップ「ねらいを定めて取り組むチラシづくり」 

           講師：東京都足立区シティプロモーション課シティセールス・ディレクター 

舟橋 左斗子  

 

令和２年度 生涯学習指導者研修「公民館等担当者コース」 
  研修主題 「生涯学習・社会教育行政の役割」 

「生涯学習・社会教育の地域拠点としての公民館等のあり方と職員の能力の向上」 

   目  的  社会の変化・要請や個人のニーズに応じた生涯学習・社会教育の推進上必要な知識 

や技術について学び、生涯学習・社会教育関係職員としての力量を高めるとともに、 

職員間の連携を深める。また、地域の社会教育活動を推進する公民館職員等に求めら 

れる専門的な知識・技術について学び、職員としての能力の向上を図る。  

※新型コロナウイルス感染症対応のため、「社会教育担当者コース」と合同で、感染症対策（回 

数・定員削減、時間短縮等）をして開催 

第１回  令和２年９月24日（木）14:00～16:20 

 

会 場 厚木合同庁舎 

参加者 30人     

内 容 ① 講話「生涯学習・社会教育関係職員の果たすべき役割」 

講師：神奈川大学教授  齊藤 ゆか    

第２回  令和２年10月14日（水）9:45～16:00 

会 場 かながわ県民センター 
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参加者 33人     

内 容 ① 講話「ボランティア活動の現状とこれからの意義について」 

講師：一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ 

代表理事  手塚 明美 

② 情報提供「社会教育士について」 

                 発表者：神奈川県公民館連絡協議会事務局 

県生涯学習課専任主幹  菴原 典子   

③ 講話「災害弱者とのコミュニケーションの大切さについて」  

講師：神奈川大学非常勤講師  荻村 哲朗 

   第３回  令和２年11月26日（木）9:45～16:00 

会 場 県立金沢文庫 

参加者 29人     

内 容 ① 施設説明・見学「県立金沢文庫について」 

                         説明者：金沢文庫学芸課長    向坂 卓也 

 主任専門員  山地  純 

        ② 情報提供「PTANETかながわと生涯学習情報コーナーの紹介」 

                    県立図書館広報・生涯学習推進課主事  佐藤 孝樹  

③ 人権教育講話「ユニバーサルデザインが拓く日本の未来」 

株式会社ユーディット会長、同志社大学客員教授  関根 千佳  

 

 

２ 公民館長等研修会、館長・公民館運営審議会委員等研修会 
 

館長等の研修会は、公民館の運営評価や公民館経営のあり方を再考することを目的に開催してい

る。平成６(1994)年度からは公民館運営審議会委員等が対象に加わるとともに、平成26(2014)年度

からは公民館館長・職員等研修会を総会後に開催することとして今日に至っている。 

令和２(2020)年度は新型コロナウイルス感染予防の観点から、集合による研修から書面による研

修に変更した。 

 

平成23年度 
  ○館長等研修会（参加者109人） 

   平成23年８月11日（木）13:00～16:30 あつぎパートナーセンター 

① 人権講話「公民館職員としての人権の意識化」          講師：  白鳥  稔

② 講演「地域力を育む新しい公民館の創造」   講師：高崎経済大学准教授   櫻井 常矢 

 

○公民館長・公民館運営審議会委員等研修会（参加者146人） 

平成23年11月25日（金）13:00～16:30 相模原南市民ホール                      

① 事例発表「地域で育てよう子どもたち」 

発表者：相模原市立相原公民館長  戸塚 厚生 

   ② 講話「地域の居場所としての公民館の可能性」   講師：神奈川大学講師  久田 邦明 

 

平成24年度 
  ○館長等研修会（参加者104人） 

平成24年８月３日(金) 13:00～16:30 秦野市立本町公民館 

 

① 人権講話「身近なところから差別意識をなくそう！差別と差別表現」 

講師：企画表現研究所  雪竹 鉄哉 

② 講演「生涯学習と地域のつながりづくり」      講師：法政大学教授    佐藤  一子 

 

○公民館長・公民館運営審議会委員等研修会（参加者113人） 

平成24年11月22日（木）13：00～16：30 大和市渋谷学習センター 
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① 事例発表「今 公民館にできること」～地域の役割を探って～ 

                  発表者：秦野市立渋沢公民館長  髙橋 洋一 

   ② 講話「社会教育施設が必要とするこれからの学び」 

講師：桜美林大学名誉教授    瀬沼  克彰 

 

平成25年度    
○館長等研修会（参加者82人） 

平成25年８月２日(金) 13:00～16:30 川崎市麻生市民館 

① 人権講話「公民館活動と人権教育について」 

講師：県生涯学習課主任主事  西澤 一志  

 ② 講演「これからの公民館の可能性を考える」 

講師：全国公民館連合会副会長・神奈川県公民館連絡協議会顧問  神崎 節生 

 

○館長･公民館運営審議会委員等研修会（参加者124人） 

平成25年11月22日（金）13：00～16：30 綾瀬市立中央公民館 

① 課題提起「東日本大震災に学ぶ公民館の役割」 

発表者：全国公民館連合会事務局次長  村上 英己 

   ② 講話「地域づくり・まちづくりと公民館」 

講師：NPO法人まちつくり技術情報システム理事長  佐川 嘉久 

 

平成26年度  
○館長職員等研修会（参加者105人） 

平成26年５月16日(金) 14：20 ～15：50 相模原市立大野北公民館 

 ① 講話「今問われる公民館の本質的な使命」     講師：法政大学教授   荒井 容子 

 

○館長･公民館運営審議会委員等研修会（参加者163人）    

平成 26 年 11 月 11 日（火）13：00～16：30 秦野市立堀川公民館 

 ① 事例発表「基本的人権について学ぶ ～相模原市立相模台公民館成人学級の試み～」 

発表者：相模台公民館成人学級代表              原  裕子     

    神奈川県部落解放同盟連合会執行委員長  三川 哲伸 

② 講演「公民館が教育機関であるということ～生活から考える公民館～」 

   講師：首都大学東京名誉教授  大串 隆吉 

 

平成 27 年度  
○館長職員等研修会（参加者89人） 

 平成27年５月22日(金) 14：15 ～15：50 横須賀市本町コミュニティセンター 

 ① 講話「地域課題の解決と公民館の役割～グローバル化、格差社会、防災の視点から～」 

講 師：首都大学東京准教授  野元 弘幸 

 

○館長･公民館運営審議会委員等研修会（参加者131人）   

平成27年11月12日（木）13：15 ～16：35 茅ヶ崎市コミュニティホール 

 ① 人権講話「神奈川県の人権教育の推進について」 

講師：県行政課グループリーダー兼指導主事  西田 孝予 

 

② 講演「社会教育施設とコミュニティ施設～公民館の意義、職員の役割を考える～」 

   講師：千葉大学教授  長澤 成次 

 

平成28年度  
○館長職員等、館長･公民館運営審議会委員等研修会（参加者133人） 

平成29年１月27日（金）13：20 ～16：30 横須賀市本町コミュニティセンター 

① 表彰式「神奈川県公民館連絡協議会表彰」   
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② 人権講話「子どもの人権～さまざまな視点から～」 

講師：県行政課人権教育グループグループリーダー兼指導主事  松岡 由紀 

③ 講演「子ども・若者が主役のまちづくり 

～学校地域連携協働と公民館の果たす役割～」 

  講師:東京大学大学院教授  牧野  篤  

※神奈川県にて第38回全国公民館研究集会・第57回関東甲信越静公民館研究大会開催のため、 

１回のみ実施 

 

平成29年度  
○館長等職員等研修会（参加者62人） 

平成29年５月19日（金）14：15～15：50 大井町生涯学習センター 

① 講義「公民館設置構想から70年を迎え～公民館の今日的課題～」 

            講師：明治大学教授  小林  繁 

 

○館長・公民館運営審議会委員等研修会（参加者131名） 

平成29年11月９日（木）13：15～16：30 川崎市幸市民館 

① 人権講話「多文化共生社会において、公民館が求められること」 

講師：社会福祉法人青丘社理事・事務局次長        

    川崎市ふれあい館前館長  原 千代子 

② 講演「公民館設置構想から70年。公民館は何をめざすのか？」 

～住民の学び・地域と学校との絆を深め、「地域創生」に貢献する公民館～ 

  講師：青山学院大学教授  鈴木 眞理 

 

平成30年度  
○館長職員等研修会（参加者95人） 

平成30年５月18日（金）14：15～15：50 大和市文化創造拠点シリウス 

① 講義「公民館構想から70年。公民館は何をめざすのか」 

～住民の学び・地域と学校との絆を深め、「地域創生」に貢献する公民館へ～ 

講師：全国公民館連合会副会長 

                          神奈川県公民館連絡協議会顧問  神崎 節生 

 

  ○館長・公民館運営審議会委員等研修会（参加者116人） 

平成30年11月９日（金）13：15～16：15 山北町立生涯学習センター 

① 講演「水害と私たちの暮らし～自然環境と私たちの生活を守るためにできること」 

講師：中央大学理工学部教授  山田  正  

② 講演「避難所におけるトイレの確保と管理」 

  講師：日本トイレ研究所代表理事  加藤  篤  

       

平成31・令和元年度 
○館長職員等研修会（参加者79人） 

令和元年５月31日（金）14：15～15：50 秦野市立堀川公民館 

① 講話「これからの時代に求められる公民館像とは？～公民館をネットワークの 

基点とした『人づくり』『つながりづくり』『地域づくり』の展開～」 

講師：東海大学課程資格教育センター教育学研究室  古里 貴士 

○館長・公民館運営審議会委員等研修会（参加者145人） 

令和元年11月８日（金）13：15～16：15 ハーモニーホール座間 

① 講話「地域と学校との連携・協働における公民館の役割 

～公民館をネットワークの基点とした新しい『人づくり』 

『つながりづくり』『地域づくり』の展開～」 

講師:昭和女子大学特任教授  興梠  寛  
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② 講演「外国にルーツを持つ人々と共に」 

～共に生きる地域社会の実現に向けて～ 

講師：NPO法人在日外国人教育生活相談センター        

信愛塾センター長  竹川真理子 

理事・グラフィックデザイナー           福島  周  

        

令和２年度 
○館長職員等研修会、館長・公民館運営審議会委員等研修会（合同開催） 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、合同書面開催 

令和２年11月５日（木）   講師資料による書面研修  

令和２年11月27日（金）   講師への質問アンケート事務局提出           

令和３年１月29日（金）   講師からの回答による書面研修 

① 主題「これからの公民館活動について」 

講師：文部科学省 国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官 

（併）社会教育実践研究センター 社会教育調査官 志々田まなみ 

 

 

３ 全国公民館研究集会 
 

  全国公民館研究集会は、昭和53(1978)年11月に第１回が香川県高松市で開催され、今日に至って

いる。 

なお、平成28(2016)年度には神奈川県大会として、相模原市を会場に開催された。 

また、平成28(2016)年度から、別々に開催していた「全国公民館研究集会」と各地区の「公民館

研究大会」が合同で実施されることとなった。 

 

 

 平成23年度（佐賀県佐賀市）第33回 
   テーマ：「地域再建の活路を拓く『原動力』としての公民館」 

～活路あるコミュニティづくりに資する社会教育の視点から～ 

   会 期：平成23年10月20日（木）～21日（金） 

   会 場：佐賀市文化会館 他 

本県からの参加者：４名 

  

平成24年度（滋賀県大津市）第34回 
   テーマ：「今こそ活力ある公民館活動を！」～新しい公民館像と役割を求めて～ 

   会 期：平成24年10月11日（木）～12日（金） 

   会 場：大津市民会館 他 

本県からの参加者：３名 

  

平成25年度（北海道富良野市）第35回 
テーマ：「地域を育む公民館活動」～コミュニティづくりに求められる公民館のあり方～ 

会 期：平成25年10月17日（木）～18日（金） 

会 場：富良野文化会館 他 

本県からの参加者：２名（県公連１名） 

  

平成26年度（埼玉県熊谷市）第36回（兼第55回関ブロ大会） 
   テーマ：「公民館よ あつくなれ」 

～時代の変化に対応し、地域との連携を深める公民館をめざして～ 

   会 期：平成26年10月16日（木）～17日（金） 

   会 場：熊谷会館 他 

本県からの参加者：21名（県公連４名） 
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平成27年度（鳥取県重鳥取市）第37回 
   テーマ：「未来を拓く公民館力」～人が輝き 地域がきらめく～ 

   会 期：平成27年10月15日（木）～16日（金） 

   会 場：とりぎん文化会館 他 

       本県からの参加者：１名（県公連１名） 

  

平成28年度（神奈川県相模原市）第38回（兼第57回関ブロ大会、第58回県公民館大会） 
   テーマ：「今、なぜ公民館が必要とされているのか？」～公民館の存在意義を問う～ 

   会 期：平成28年８月25日（木）～26日（金） 

   会 場：相模女子大学グリーンホール 他 

       本県からの参加者：481名（県公連５名）、本県含む全参加者1031名 

  

平成29年度（群馬県前橋市）第39回（兼第58回関ブロ大会） 
   テーマ：「おいでよ公民館」～地域に根づいた、開かれた公民館をめざして～ 

   会 期：平成29年８月24日（木）～25日（金） 

   会 場：前橋市民文化会館 他 

       本県からの参加者：33名 

  

平成30年度（東京都）第40回 
   テーマ：「公民館がひらく日本の未来」～地域性・個別性を活かした公民館活動を！～ 

   会 期：平成30年11月１日（木）～２日（金） 

   会 場：日分本青年館ホール 他 

本県からの参加者：24名 

  

平成31・令和元年度（栃木県宇都宮市）第41回（兼第59回関ブロ大会） 
   テーマ：「公民館から発信する地域づくり」 

～地域課題解決を通した地域コミュニティの活性化を目指して～ 

   会 期：令和元年８月22日（木）～23日（金） 

   会 場：宇都宮市文化会館 他 

       本県からの参加者：33名 

  

令和２年度（千葉県）第42回（兼第60回関ブロ大会） 
   テーマ：「つなぐ～公民館の限りない可能性～」 

   会 期：令和２年11月19日（木）Web配信 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、Ｗｅｂ配信及び大会報告書 

  

 

４ 関東甲信越静公民館研究大会 
 

  昭和34(1959)年に、社会教育法制定10周年を記念して群馬県前橋市で第１回が開催されて以来、

今日に至っている。 

本県では、昭和37(1962)年８月に横浜市で第３回、昭和48(1973)年７月に箱根町・小田原市で第

14回、昭和58(1983)年９月に藤沢市で第24回、平成６(1994)年８月に厚木市で第35回、平成

17(2005)年８月に横須賀市で第46回、平成28(2016)年８月に相模原市で第57回を開催した。 

また、平成28(2016)年度から、別々に開催していた各地区の「公民館研究大会」と「全国公民館

研究集会」が合同で実施されることとなった。 

 

 平成23年度（茨城県つくば市）第52回 
   テーマ：「新しい時代＜協働の時代＞の生涯学習・社会教育を推進するための 

公民館・社会教育委員の新しい姿を探り、創り、そしてさあ動き出そう」 

   会 期：平成23年11月18日（金） 
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   会 場：つくば市ノバホール（分科会なし） 

       本県からの参加者：47名 

 

平成24年度（長野県県松本市）第53回 
   テーマ：「明日の公民館を考えよう 

～地方自治の中での人づくり・居場所づくり・地域づくり～」 

   会 期：平成24年９月27日（木）～28日（金） 

   会 場：全体会・分科会 松本文化会館 他 

       本県からの参加者：39名 

    第12分科会「川崎市幸市民館と地域防災の取り組み」 

司会者：川崎市幸市民館長          中村 高明 

発表者：机上防災訓練研究会         田中真樹子 

                      石塚計画デザイン事務所       千葉 晋也 

助言者：県公連副会長・川崎市多摩市民館長  夏井 美幸 

 

平成25年度（新潟県南魚沼市）第54回 
テーマ：「人が集い、人が育ち、地域が元気になる公民館をめざして」 

～社会の変容と公民館の創造～」 

会 期：平成25年８月29日（木）～30日（金） 

会 場：全体会・分科会 南魚沼市民会館 他 

本県からの参加者：16名（県公連５名） 

   第11分科会「健康づくりと公民館」 

司会者：相模原市教育委員会生涯学習課副主幹   藤原 広司 

発表者：相模原市立小山公民館長         永冨多美子 

       相模原市立小山公民館館長代理      齊藤 正史 

助言者：相模原市教育委員会生涯学習課担当課長  島田 欣一 

 

平成26年度（埼玉県熊谷市）第55回（兼第36回全国大会） 
テーマ：「公民館よ あつくなれ」 

～時代の変化に対応し、地域との連携を深める公民館をめざして～ 

会 期：平成26年10月16日（木）～17日（金） 

会 場：全体会・分科会 熊谷会館 他 

本県からの参加者：21名（県公連４名） 

 

平成27年度（東京都小平市）第56回 
テーマ：「公民館 その新たな可能性」～東京発、戦後70年目の温故知新～ 

会 期：平成27年11月14日（土） 

会 場：小平市民文化会館（ルネこだいら） 

本県からの参加者：43名（県公連４名） 

 

平成28年度（神奈川県相模原市）第57回（兼第58回県公民館大会、第38回全国大会） 
テーマ：「今、なぜ公民館が必要とされているのか？」～公民館の存在意義を問う～ 

会 期：平成28年８月25日（木）～26日（金） 

会 場：全体会・分科会 相模女子大学グリーンホール 他 

       本県からの参加者：481名（県公連５名）、本県含む全参加者1031名 

   第１分科会「公民館職員の専門性」 

司会者：松本大学専任講師                向井  健     

発表者：茅ヶ崎市立香川公民館長             白鳥 慶記 

助言者：長野県松本市公民館報全市版編集委員会副委員長  村田 正幸 
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第２分科会「若者とつながる公民館」 

司会者：東京都国立市公民館社会教育主事           井口啓太郎 

発表者：相模原市立麻溝公民館・青少年部副部長     中島 純子 

青少年指導員                 座間  豊  

北里大学海洋生命学部サークルBowiend代表 五十嵐あやめ 

助言者：山形大学准教授                 安藤 耕己 

第３分科会「家庭教育支援の歩み」 

                              司会者：山梨県公民館連絡協議会事務局長        小越寿々務 

発表者：平塚市立中央公民館館長                栁川 久子 

主査兼社会教育主事  嶋崎 和栄 

助言者：山梨県公民館連絡協議会会長            堀内 邦満 

第４分科会「公民館の管理・運営」 

司会者：相模原市立田名公民館館長代理  白石 卓之 

発表者：相模原市立清新公民館館長代理  遠藤   誠  

助言者：北海学園大学教授              内田 和浩 

第５分科会「公民館事業の企画・評価」 

司会者：千葉県木更津市立富来田公民館館長  星野 隆弘 

                             発表者：厚木市立愛甲公民館館長       石井 克彦 

                      助言者：千葉大学非常勤講師                越村 康英 

第６分科会「公民館事業と人権」 

司会者：川崎市教育文化会館課長補佐・社会教育主事  小林 義仁 

          発表者：川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課 

前川崎市教育文化会館社会教育主事          齋藤 遼平 

助言者：川崎市男女共同参画センター前館長 

川崎市社会教育委員会議高津市民館部会委員  迎 スミ子 

   第７分科会「地域防災と公民館」 （神奈川県からの発表なし） 

第８分科会「地域文化の伝承」 

司会者：県西教育事務所足柄上指導課社会教育主事兼指導主事  高橋 壮芳 

発表者：大井町教育委員会生涯学習課副主幹兼社会教育主事   遠藤 友樹 

助言者：昭和女子大学特任教授                  興梠  寛  

第９分科会「シニアが輝く公民館」 

司会者：座間市立座間公民館社会教育主事         伊藤 信裕 

発表者：座間市教育委員会生涯学習課東地区文化センター  安藤 咲枝 

助言者：首都大学東京名誉教授              大串 隆吉 

   

平成29年度（群馬県前橋市）第58回（兼第39回全国大会） 
テーマ：「おいでよ公民館」～地域に根づいた、開かれた公民館をめざして～ 

   会 期：平成29年８月24日（木）～25日（金） 

   会 場：昌賢学園まえばしホール 他  

       本県からの参加者：33名 

   第２分科会「子ども・若者が集まる公民館」 

        司会者：群馬県邑落郡邑落町生涯学習課社会教育主事        栗原  薫 

発表者：秦野市南が丘元気っ子クラブ子ども会会長         竹内 房枝 

副会長         溝口 雅之 

助言者：群馬医療福祉大学エクステンションセンターセンター次長  永澤 義弘 

 

（平成30年度 東京都第40回全国大会） 

 

 令和元年度（平成31年度）（栃木県宇都宮市）第59回（兼第41全国大会） 
   テーマ:「公民館から発信する地域づくり」 

～地域課題解決を通した地域コミュニティの活性化を目指して～ 

   会 期：令和元年８月22日（木）～23日（金） 

―73―



 

   会 場：宇都宮市文化会館 他 

       本県からの参加者：33名 

第１分科会「高齢者・シニア」 

司会者：栃木県教育委員会芳賀教育事務所所長補佐兼ふれあい学習課長  吉河 昭光 

発表者：藤沢市湘南大庭公民館運営推進員               青木美和子 

助言者：青山学院大学准教授                     伊藤真木子 

 

令和２年度（千葉県）第60回（兼第42全国大会） 
テーマ：「つなぐ～公民館の限りない可能性～」  
会 期：令和２年11月19日（木）Web配信 

会 場：Web配信及び大会報告書 

   第４分科会「博物館・図書館と公民館」 

報告者：大和市生涯学習センター副館長        中村 康恵 

助言者：元君津市八重原公民館長・元君津市教育部長  新井 孝男 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、Ｗｅｂ配信及び大会報告書 

 

 

５ 生涯学習推進研究協議会（通称「公民館全国セミナー」） 
  

平成元年度から始まった全国公民館連合会が主催する３日間の研修。公民館主事等研修の一環と

して、より高度な専門的知識・技術等の習得を図り、本県での公民館活動の活性化に努めてもらう

ために県公連からも毎年参加している。 

令和２年度は新型コロナウイルス感染予防の観点から、オンライン開催された。 
 

 平成23年度（第23回） 
   期  日：平成24年１月18日（水）～20日（金） 

   会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

   研究主題：「災害における公民館の役割」 

   参 加 者：木村 圭太（平塚市中央公民館主事） 

  

平成24年度（第24回） 
   期  日：平成25年１月23日（水）～25日（金） 

   会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

   研究主題：「これからの公民館の役割」 

   参 加 者：山崎 一郎（山北町立中央公民館公民館長） 

  

平成25年度（第25回） 
   期  日：平成26年１月15日（水）～17日（金） 

   会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

   研究主題：「公民館のあり方を考え、もっとＰＲしよう！」 

   参 加 者：鍵和田 和巳（箱根町社会教育センター館長） 

 

平成26年度（第26回） 
   期  日：平成27年１月28日（水）～30日（金） 

   会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

   研究主題：「これからの公民館」 

   参 加 者：山頭 幸子（座間市公民館館長） 

 

 平成27年度（第27回） 
   期  日：平成28年１月６日（水）～８日（金） 

   会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

   研究主題：「コミュニティからの地域創生－公民館の新しい役割を考える－」 
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   参 加 者：島田 欣一（相模原市教育委員会生涯学習課担当課長） 

 平成28年度（第28回） 
   期  日:平成29年１月16日（水）～18日（金） 

   会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

   研究主題：「公民館70年から 現代的な存在意義を考える」 

   参 加 者：佐藤 忠（川崎市幸市民館館長） 

  

平成29年度（第29回） 
   期  日：平成30年１月31日（水）～２月２日（金） 

   会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

   研究主題：「公民館がひらく 地域の未来」 

   参 加 者：伊藤 拳太郎（横須賀市市民部地域コミュニティ支援課） 

  

平成30年度（第30回） 
   期  日：平成31年１月30日（水）～２月１日（金） 

   会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

   研究主題：「あたらしい『公民館』をさぐる。 

―人が集まる あたらしい公民館のつくりかた―」 

   参 加 者：井出 祥子（藤沢市生涯学習部生涯学習総務課主幹社会教育主事） 

  

平成31・令和元年度（第31回） 
   期  日：令和２年１月29日（水）～１月31日（金） 

   会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

   研究主題：「新しい時代の公民館戦略を考える」 

   参 加 者：塩田 麻美（伊勢原市教育部社会教育課公民館係長） 

   

令和２年度（第32回） 
   期  日：令和３年２月 

   会  場：新型コロナウイルス感染症拡大防止のためオンライン配信 

   研究主題：「新しい公民館のカタチ～コロナに負けない公民館活動～」 

   参 加 者：オンライン配信のため、各所属にて視聴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―75―



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５章 調査活動から                      

１ ５年に１回の公民館実態調査                                     

県公連では、公民館活動を推進するための基礎資料とすることを目的に、昭和57(1982)年度より、

５年に一度「公民館の実態調査」を行っている。平成24(2012)年度・29年度(2017)年度の調査項目

は、①施設概要、②利用状況、③管理運営、 ④職員、⑤保育、⑥公民館運営審議会、⑦視聴覚機

器等の整備状況、⑧図書、⑨公民館の水準の維持及び向上、⑩指定管理者制度はこれまでの調査項

目とほぼ同様にし、比較検討ができるようにした。併せて、⑪自由記述の項目も増やし、各公民館

の状況等を情報共有・情報発信ができるようにした。 

さらに、各公民館の連絡先一覧に、ホームページアドレス・メールアドレスの欄を設け、電子デ

ータからの検索を可能とした。 

  この調査結果については、関係行政機関や公民館等に毎回送付され、主に「調査・統計関連資料

として」、「館運営関連（他市公民館の状況を参考とする等）」に、「審議会等会議関連資料とし

て」、「研究・研修関連（他市の動向分析等）」等に活用されている。 

  また、これとは別に毎年「市町村立公民館及び類似施設の設置状況の調査」を行っており、「公

民館等の名称・所在地・休館日・開館時間・設立年月日・職員数」等を調査している。 

さらに、「市町村立公民館等における講座・学級の事業計画調査」において、各分野別に「講

座・学級の事業計画」の調査も毎年行っている。 

 以下、主に平成24(2012)・29(2017)年度の「公民館の実態調査」から、神奈川県の公民館等の現

状について考察する。 

  公民館等の活動の推移は、平成19(2007)年度の調査を基準の数値を100％として表したものである   

が、公民館等の実数は、減少してきている。 

事業費についても、大幅に減ってきている。主催事業参加者については、平成24(2012)年度では

事業費の減と共に落ち込んだが、平成29(2017)年度は事業費の減にも関わらず、増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 実態調査を実施した年は、前年度の実績です。 
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神奈川県における「公民館等の活動状況の推移」（県公連加入公民館等の総数比較） 

 平成19年度 平成24年度 平成29年度 

公民館等実数 

（分館含む） 

100％ 

194館 

83％ 

161館 

81％ 

157館 

事業費 

（前年度決算額） 

100％ 

(35,747,000円) 

82.5％ 

(294,932,000円) 

43.9％ 

(156,968,000円) 

主催事業参加者 

（前年度実績） 

100％ 

( 1,051,369人) 

91.3％ 

(960,319人) 

92.1％ 

(968,821人) 

 

事業費の減については、ここ十数年間、強力に押し進められてきた行財政改革による影響と考え 

られる。また、指定管理者制度導入により公民館管理・運営費のみ委託している自治体や、事業費を

含めた委託をしている自治体も増えている。今後も状況を検証していくことも必要と思われる。 

なお、県公連加盟の公民館数の減少については、自治体において公民館の名称が生涯学習センター、    

地区センターやコミュニティセンター等、公民館類似施設化し所管する部局も首長部局に移管され、

県公連を退会せざるを得なくなったことも要因の一つになると考える。しかし、指定管理者制度を

導入した公民館も引き続き県公連に加入し公民館活動を継続しているところもある。 

主催事業参加者数については、予算が少ない中、地域や住民との協働による事業の展開など公民 

館職員の努力により若干増やしてきていると思われる。 

  公民館等の職員数の推移については、平成29(2017)年度の調査によると、公民館職員について15

年間で正規専任職員が約42％減少している。また、社会教育指導員数も大きく減少している。 

  公民館全体に占める割合は専任職員26.9％に対し非常勤職員の割合は73.1％となっており、相対

的に公民館職場の正規雇用化割合が、依然と低い傾向にある。 

  また、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号）により、令和２

(2020)年度より非常勤職員が会計年度任用職員に移行した。そこでの分析も今後必要となると思わ

れる。 

なお、社会教育主事有資格者は、10市２町で配置されている（川崎市、相模原市、平塚市、藤沢

市、茅ケ崎市、厚木市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、葉山町、松田町）が、前回の調査に

比べると減少している。 

 

神奈川県における「公民館等の職員数などの推移」（県公連加入公民館等の総数比較） 

 平成14年度 平成19年度 平成24年度 平成29年度 

正規専任職員数 443人 303人 245人 255人 

 うち社会教育主事有資格者数 70人 45人 62人 50人 

嘱託その他職員数 770人 678人 686人 693人 

 うち社会教育指導員数 101人 176人 106人 79人 

 

この調査時点ではなかったが、令和２(2020)年度からの社会教育法の改正により、社会教育主事

講習修了者は、教育委員会事務局に勤務しなくても「社会教育士」として名乗れ、地域・社会で課
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題解決に取り組む地方公共団体の各部局やNPO・民間企業・学校等の他、地域活動やボランティア活

動でも活躍することが期待されている。 

公民館運営審議会（以下「公運審」という。）設置市町の数は、ほぼ変わりないが、代替審議会

設置市町は増えている。これは、平成11(1999)年の法改正により公運審の設置が緩和され任意設置

となり、社会教育法16条「社会教育委員は公運審委員を充てることができる」が削除されたことが

浸透してきているかと思われる。 

 

神奈川県における「公運審設置数の推移」（県公連加入公民館等の総数比較） 

 平成19年度 平成24年度 平成29年度 

公民館運営審議会設置数 

（設置市町村数） 

32審議会 

（５市３町） 

32審議会 

（５市１町） 

32審議会 

（４市１町） 

  

平成29(2017)年度の調査で公運審を設置している市町は４市１町（茅ケ崎市、伊勢原市、座間市、

綾瀬市、中井町）、代替審議会設置市町は7市３町（川崎市、相模原市、平塚市、藤沢市、秦野市、

厚木市、横須賀市、葉山町、真鶴町、二宮町）。 

  

公運審・代替審議会は、教育機関として公民館が民主的に運営されるため、地域における教育の

住民参加を担なう役割があり、館長の諮問テーマや審議会の調査活動テーマで、子どもの健全育成、

シニアの社会参加、公民館のあり方、若年層の利用促進などを設定して実施した。 

  視聴覚・情報機器等の整備状況では、IT環境の整備が進んだ。特に映像ではプロジェクターが前

回の調査では91台から147台と増加する一方、16㎜映写機は76台から57台と減少した。16㎜映写機は

製造中止となりパソコンの普及によってもこの傾向は今後も続くと考えられる。同様に、ビデオレ

コーダーから、DVD・ブルーレイ等の映像機器が大幅に増加した。 

  ホームページを開設した公民館も増加し、情報発信として従来からの公民館だより等紙媒体に加

え、電子媒体による広報も充実した。しかし、ホームページの整備や施設・設備に問題を抱えてい

る館も多い。 

  なお、平成29(2017)年度の調査では挙がっていないが、FaceBookやインスタグラムなどのSNSを開

設している館も増えてきた。 

IT環境に関する調査では、平成29(2017)年度の調査では、設置されていない館が43％、有線LANが

16.5％、無線LAN設置が40.5％であった。現在では、Wi-Fi環境が設置されている状況も増えてきて

いる。 

また、業務端末やインターネットでの施設利用の受付及び通年開館の実施を行う市町村が増え利

用者への利便性などサービス向上がなされてきた。一方、カウンターを通してのコミュニケーショ

ンが減ったことによる課題も見られるようになってきている。 

調査項目の図書について、「公民館の設置及び運営に関する基準」には、資料の保管及びその利

用に必要な施設として図書室が示されている。 

公民館の図書室の蔵書保有冊数は、一般書、児童書共に5,001～10,000冊の間が一番多い。なお、

一般書、児童書を置かない館もある。 

年間貸出冊数は、30,001冊以上が41館で圧倒的に多いが全体的に貸出冊数は減少傾向にある。 
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図書室蔵書冊数（一般書） 

  冊数 

 

館数 

1,000 

以 下 

1,001 

～ 

3,000 

3,001 

～ 

5,000 

5,001 

～ 

10,000 

10,001 

～ 

15,000 

15,001 

～ 

20,000 

20,001 

～ 

30,000 

30,001

以 上 

計 

平成24年度 21 12 11 39 13 5 6 5 112 

平成29年度 24 10 10 39 7 4 5 5 104 

 

図書室蔵書冊数（児童書） 

  冊数 

 

館数 

1,000 

以 下 

1,001 

～ 

3,000 

3,001 

～ 

5,000 

5,001 

～ 

10,000 

10,001 

～ 

15,000 

15,001 

～ 

20,000 

20,001 

～ 

30,000 

30,001

以 上 

計 

平成24年度 28 9 14 46 5 6 3 1 112 

平成29年度 30 8 11 43 4 6 3 0 105 

 

指定管理者制度導入の自治体・公民館は、平成24(2012)年度の調査では、１市２町（大和市、寒

川町、愛川町）が導入について「検討中」と回答していたが、平成29(2017)年度の調査では大和市

が５館中１館、寒川町は全４館が「実施済」となり愛川町は「実施予定無」と回答している。今回

の調査では「実施済」と回答した市町は大和市と寒川町以外では、藤沢市（15館中１館）、三浦市

（２館中１館）、綾瀬市であった。また、「実施予定有」と回答したのは、藤沢市（１館）、大和

市（４館）なっており「検討中」と回答したのは松田町（１館）であった。 

 

神奈川県における「指定管理者制度導入・予定数の推移」 

（県公連加入公民館等の総数比較） 

  平成 24 年度 平成 29 年度 

実施済 ０館 12 館 

実施予定 ０館 ５館 

検討中 ６館 １館 

実施予定なし 155 館 139 館 

 16 市６町 15 市５町 
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川崎市 相模原市 平塚市 藤沢市 茅ケ崎市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 座間市 綾瀬市 寒川町 中井町 大井町 山北町 箱根町 愛川町 

13館  31館 26館 13館  5館 11館 15館  5館 7館 3館  8館  3館  1館 ２館 1館  1館 3館

① 開館日数 345 314 351 321 282 330 359 325 285 295 270 320 335 344 292 285 309 5,362 315

② 当初の開館日数 346 347 351 346 306 344 359 356 307 295 294 341 337 348 292 285 337 5,591 329

③ 利用者数 3,964 40,834 32,679 180,718 40,456 39,436 41,631 184,058 35,074 62,107 16,316 46,308 16,709 32,998 60,163 5,492 33,182 868,161 54,260

④ 利用件数 4,821 1,361 2,332 10,025 2,912 2,887 3,876 9,048 2,810 2,768 4,336 3,445 1,281 2,312 1,660 652 2,769 54,474 3405

利用団体数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数

① 開館日数 295 207 349 209 232 311 238 267 181 229 176 274 326 264 250 270 212 4,290 252

② 当初の開館日数 345 347 349 354 307 346 359 356 303 298 294 347 343 351 292 292 337 5,620 331

③ 利用者数 3,575 13,048 15,484 70,885 9,376 18,727 19,908 62,950 13,507 33,303 6,711 19,522 8,185 10,069 29,267 3,022 12,023 345,987 21,624

④ 利用件数 4,370 1,602 1,574 5,043 1,181 1,876 2,439 5,006 1,369 1,378 1,957 2,098 776 919 1,159 439 1,279 30,095 1,881

利用団体数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数

合計 平均

（

１
）

開
館
日
数
、

利
用
者
・
団
体
数
及
び
利
用
件
数

令
和
元
年
度

③「利用者数」「利用団体
数」のいずれか 利用者数

令
和
2
年
度

③「利用者数」「利用団体
数」のいずれか 利用者数

約10年間に渡る調査から一部を考察してきたが、まとめとして、公民館をとりまく状況の変化は

非常に大きく、庁内計画上の位置付けに関しては、社会教育に関する独自の計画で位置づけられて

いる市町村は少なく、市の総合計画や教育委員会の計画の中に位置づけられている公民館がほとん

どである。 

また、今後、移管や移転、建て替えなどが検討されている館がある。さらに、災害時の位置付け

については、東日本大震災後に見直された館が多く、従来の風水害・地震時の避難所としての機能

のほかに、帰宅困難者一時受入施設、情報拠点、ボランティア拠点等となっている館もある。 

利用状況について、前回調査と比べると利用団体数は大幅に減っている。それに伴い、利用件数   

 も減っている。なお、主催事業数が減少しているのに対し、参加人数に増加が見られた。この状況   

から、公民館の行う事業が住民のニーズに応えていると言える。 

昨今の事業形態としても、住民との協働を実施する場・住民自治を担える人々が育つ場として公

民館が求められている。それには、これからの時代に求められる公民館像として、公民館をネット

ワークの基点とした、新しい「人づくり」「つながりづくり」「地域づくり」を展開していくこと

が更に重要となってくる。 
最後に、これまで公民館の実態調査に携わってきた方々の御尽力に改めて感謝しつつ、未来を見

据えた調査活動を実施していかなければならない。 

 

２ コロナ禍における公民館の状況調査 

  ５年に１回実施する公民館実態調査の他に、令和３(2021)年度にコロナ禍における公民館の状況

調査を行った。対象は県公連加盟の17市町村で、回答いただいた148館に関して、令和元(2019)年度

と令和２(2022)年度を比較し新型コロナウイルス感染症で開館日数、利用者数や事業の開催方法に

ついて調査した。 

  一覧表・グラフは、館ごとに回答いただいたが集計では地区館・中央館・分館を合計し、自治体

ごとに平均値を出したものである。また、利用者数・件数については、川崎市のみ団体数での集計

となっている。 

  また、講座・学級開設方法については、自治体によって中央館のみの実施や、地区館・分館によ

っても実施の事業数が異なるため、最も数値が高い館を表に示した。 

なお、令和３(2021)年度からはそれぞれの公民館でオンラインによる配信など新たな公民館事業

を模索しながら、学びの機会を提供している。 

 

令和元年度・令和２年度の市町立公民館における開館日数等について（コロナ禍にける状況調査） 
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【開館日数、利用者・団体数及び利用者件数】 

なお、利用者数・件数については、川崎市のみ団体数であり、自治体毎で一番数値が高い館を示す。   

 開館日数、利用者・団体数及び利用件数 開館日数、利用者・団体数及び利用件数 

令和元年度 令和２年度 

開館日数 当初の 
開館日数 

利用者数 
（団体数） 

利用件数 開館日数 当初の 
開館日数 

利用者数 
（団体数） 

利用件数 

川崎市 348 348 (3,964) (3,575) 302 350 (4,821) (4,370) 

相模原市 317 347 80,509 6,930 204 347 25,821 3,124 

平塚市 358 358 149,608 5,287 357 357 44,488 3,960 

藤沢市 321 346 324,498 15,927 209 345 125,368 9,254 

茅ケ崎市 282 306 52,154 3,331 232 307 11,874 1,483 

秦野市 344 348 48,543 3,731 348 348 24,043 2,760 

厚木市 359 359 66,211 6,652 238 359 31,792 3,630 

大和市 328 360 233,898 11,086 277 359 92,250 8,345 

伊勢原市 309 333 114,218 7,630 198 332 41,869 3,838 

座間市 295 295 71,672 2,871 229 298 40,099 1,429 

綾瀬市 270 294 33,890 7,708 177 294 12,243 3,328 

寒川市 320 348 83,005 5,586 274 347 31,226 3,194 

中井町 335 337 16,709 1,281 326 343 8,185 776 

大井町 351 354 50,137 3,091 330 359 14,532 1,115 

山北町 292 292 60,163 1,660 250 292 29,267 1,159 

箱根町 285 285 5492 652 270 292 3,022 439 

愛川町 322 354 47,035 4,155 221 353 17,469 1,743 
 

【講座・学級開設方法】 

なお、自治体毎で一番数値が高い館を次の表で示す。 

 講座・学級開催方法 講座・学級開催方法 

令和元年度 令和２年度 

講座 

学級数 

対面 オンラ

イン 

併用 当初講座

学級数 

講座 

学級数 

対面 オンラ

イン 

併用 当初講座

学級数 

 

川崎市 213 213 0  0 221 105 104 0 1 153 

相模原市 35 35 0  0 38 35 33 1 1 33 

平塚市 38 38 0 0 18 ６ ５ 1 0 18 

藤沢市 57 57 0 0 63 26 22 3 1 46 

茅ケ崎市 78 78 0 0 78 57 0 12 41 71 

秦野市 165 165 0 0 178 33 33 0 0 172 

厚木市 32 32 0 0 32 20 20 0 0 32 

大和市 43 43 0 0 46 25 23 2 0 42 

伊勢原市 94 94 0 0 95 3 3 0 0 135 

座間市 24 25 0 0 25 14 12 2 0 24 

綾瀬市 28 28 0 0 31 14 8 1 5 26 

寒川市 55 55 0 0 57 18 18 0 0 52 

中井町 22 22 0 0 23 14 14 0 0 16 

大井町 18 18 0 0 18 2 2 0 0 15 

山北町 32 32 0 0 32 4 3 1 0 28 

箱根町 2 2 0 0 4 1 1 0 0 3 

愛川町 14 14 0 0 17 0 0 0 0 16 
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第６章 広報誌にみる公民館活動 

 

本記念誌では、「公民館かながわ」平成23(2011)年度発行の73号９月号から令和２(2022)年度発

行の91号３月号までの10年間の紙面を振り返える。そして、公民館の置かれている状況と県公連の

活動の歴史をたどりながら今後の公民館活動の一助に繋がればと考える。 

なお、「50周年記念誌」に第１号＜昭和48(1973)年３月＞～45号が、そして「60周年記念誌」に

46号＜平成11(1999)年10月＞～72号が掲載されている。これらを見比べていくとより鮮明に時代の

流れの中で変化していく公民館の姿を紙面からうかがうことができる。 

 

１ 紙面構成と発行 

紙面は、基本的に８ページ構成で作成されている。加入自治体の特色ある催しや自然、文化財な

どを写真で紹介する「表紙」、公民館大会や総会・研修会などを報告する「巻頭言・特集」、公民

館事業の取組を紹介する「わが館では」、そして最後に公民館で活動する「サークル紹介」の五つ

の柱で構成されている。 

年間の発行回数は、公民館の正規職員削減や非常勤化、さらに予算抑制等による出張機会の減少

など厳しい状況の中で年２回（９月・３月）の発行を基本とし、令和元(2019)年度までその形が継

続されている。令和２(2022)年度について年１回となっているが、新型コロナウイルス感染症の流

行に伴う臨時的措置である。感染対策に配慮しながら発行に臨む編集委員の苦労が推測される。発

行部数については県内各市町村の公民館主管課、公民館、公民館運営審議会委員等への配布を確保

してきたが、配布範囲については各市町村公民館主管課に任されている。 

 

２ 表紙 

表紙の題字「公民館かながわ」は県公連顧問神崎 節生 氏の筆耕による書体が用いられている。 

市の観光行事を取り上げたものには、73号「伊勢原観光道灌まつりと大山阿夫利神社の火祭薪能」

（伊勢原市）、74号「五所八幡宮例大祭」（中井町）、78号「桜祭りと酒水の滝」（山北町）、79

号「箱根火山を体感！大涌谷」（箱根町）、80号「春爛漫！寒川の桜」（寒川町）、81号「今、湘

南江の島と言えば『冬』が熱い」（藤沢市）、90号「くりはま花の国」（横須賀市）などがあり、

多くの表紙を飾っている。こうした観光行事に合わせて73号「大山阿夫利神社の火祭り薪能」（伊

勢原市）、75号「国指定史跡 神崎遺跡」（綾瀬市）、77号「国指定史跡 名越切通」（鎌倉市）

の有形、無形の文化財も取り上げられている。 

公民館事業が紹介されているのは82号「座間市の公民館と県立座間谷戸山公園」だけである。公

園協会と北地区文化センターとの共催事業「親子で米づくり隊」が紹介されている。 

公民館を用いたものは、84号「大和市文化創造拠点“シリウス”」、85号「伊勢原市立中央公民

館」、89号「藤沢公民館・労働会館等複合施設」の3館であった。また、86号では「川崎市スポー

ツ・文化総合センター“カルッツかわさき”」や91号「相模原スポーツ・レクリエーションパーク

（運動公園）も表紙を飾っている。表紙ではないが紙面で新館紹介として取り上げた公民館は73号

「平塚市立中原公民館」の１館であった。 
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３ 巻頭語と特集 

２～３面を飾る巻頭言と特集は、その時々の社会教育の課題を公民館の側面から提起することを

ねらいとして企画されることが多く、「特集」部分の寄稿は読み応えが十分にある。その他では、

総会や県大会、館長等や公民館職員を対象とした研修会などの報告が巻頭を飾っている。 

平成11年度から平成22年度にかけて教育基本法、地方自治法や社会教育法の改正、完全学校週５

日制の導入、また公民館運営審議会の任意設置、指定管理者制度の導入など自治体の意向で機構を

変えることができるようになった。こうした社会の動向や規制緩和によって、公民館の弱体化が進

むのではないかという危機感を持った県公連の思いが反映されてきた。 

73号では厚木市立睦合南公民館長の 木下 敬之 氏（県公連副会長）が「公民館職員の現状と

館長、職員のあり方」、秦野市立西公民館長の 栗原 旭 氏が「公民館職員の実像と評価」と題

して現場サイドから寄稿している。また、75号では県公連事務局長の 纐纈 仁志 氏が「神奈川

県公民館連絡協議会 創立60周年を迎えて」と題して事務局サイドから県公連のあり方を問い直し

ている。そして、77号では県公連 木下 敬之会長が「神奈川県公民館連絡協議会の今後につい

て」、同 夏井 美幸 副会長が「前会長 京 利幸 氏をしのぶ」として平成24年12月に逝去さ

れた 京 利幸 前会長をしのんで特集を組んでいる。この寄稿の中では京 氏との触れ合いを掘

り起こしながら創立60周年を迎える県公連のあり方や、東日本大震災（平成23年3月11日発生）を

契機に、改めて地域住民の「絆」を大切にした公民館の構築を訴えている。 

しかしながら、「特集」部分での寄稿は77号以降では見当たらなくなり、78号の８面で県公連事

務局の 纐纈 仁志 氏「県公連を見直す」が寄稿文として取り上げられているだけである。県下

公民館職員の異動サイクルが早くなり、さらには規制緩和や非常勤職員化などが進む中での広報部

会活動にも限界があることも考慮すべきであろう。公民館職員の専門性や必置制、市民の学習ニー

ズに応える学級や講座を企画･運営する力を育てたいと考える広報部会、理事会の姿勢は変わって

いないと付け加えておきたい。 

 

４ わが館では 

各市町村を輪番で紹介してきた「館の自慢事業」は79号より「わが館では」にタイトルを変更し、

基本的に２館ずつ紹介してきている。県内の公民館の実践交流の場として、それぞれの教育委員会

や公民館で活発に講座、集会活動が繰り広げられている様子を伝えている。 

「館の自慢事業」・「わが館では」のコーナーで取り上げられた公民館は次のとおりである。 

 自治体 公民館名 等 特 色 

73 

号 

三浦市 南下浦市民センター 60歳以上の方に地域とのかかわりや趣味を持ってもらうための

「趣味の農業」を紹介 

74

号 

小田原市 生涯学習センター 

「けやき」 

NPO法人が運営する「キャンパスおだわら」を紹介。今後のまち

づくりの担い手として市民力育成を目指す。 

75

号 

藤沢市 藤沢公民館 「シニア世代のための地域ライフデビュー講座」を紹介。ライ

フスタイルに合った講座が体験できる。 

76

号 

箱根町 社会教育センター 利用団体との連携・協力による「社会教育センターまつり」と

「プチ体験教室」を紹介 
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77

号 

川崎市 宮前市民館 学校の垣根を越えた文化祭「みやまえ魂」を紹介。中学生・高

校生対象のボランティア講座の受講生が企画運営 

78

号 

愛川町 文化会館・中津公民館・半

原公民館 

文化会館：コンサートや演奏会、中津：女性推進事業、半原：

地元密着型講座等の「三者三様」での取組を紹介 

79

号 

厚木市 

 

睦合北公民館 

 

夏休みに開催する小学生対象の「トランポリン教室」と宿泊体

験できる「青少年サマーキャンプ」を紹介 

茅ヶ崎市 

 

鶴嶺公民館 

 

所属するサークルの年３回の「利用者懇談会」「世話人会」の

取組を紹介。公民館支援によるまつりの実施等 

80

号 

横須賀市 

 

追浜コミュニティセンター 

 

地域活性化のための講座「ハロウィン衣装作成講座」や「チャ

レンジ講座～追浜マラソン」等を紹介 

藤沢市 

 

御所見公民館 

 

新規で子供たちに働くことの意味や地域の産業を学ぶ事業「子

ども職業体験 おしごと王国」を紹介 

81

号 

山北町 

 

生涯学習センター 

 

サークル活動の支援や様々な講座・教室の開催、目玉事業とし

て「フェスティバル」「サマースクール」を紹介 

秦野市 

 

北公民館 

 

地域の歴史を大切にし、地域に残る史跡巡りなどを実施。「菩

提五所神めぐり」の取組を紹介 

82

号 

平塚市 

 

土屋公民館 

 

土屋小学校児童を対象にした「菊づくり」と地域の愛好家や児

童の協力を得て『ざる菊園』を整備したことを紹介 

三浦市 

 

初声市民センター 

 

「親子やきもの教室」「三浦一族に関する文学講座・歴史講

座・史跡めぐり」「フラワーアレンジ」を紹介 

83

号 

  「優良公民館表彰」を受賞した公民館を紹介したため、記載の

コーナーはなし 

84

号 

大和市 文化創造拠点「シリウス」 生涯学習センター（公民館）、図書館、屋内こども広場などの

機能が融合した新しいタイプの６階建施設を紹介 

85

号 

愛川町 

 

半原公民館 

 

「ラビンプラザ（清流のほとりに大勢集う館）まつり」を取り

上げ、サークル活動の場の提供や自主事業を紹介 

茅ヶ崎市 

 

南湖公民館 

 

「ジャガイモを掘ってカレーを作ろう」「シニア講座なんご倶

楽部 1日ハワイアン体験＆コンサート」を紹介 

86

号 

川崎市 スポーツ・文化総合センタ

ー 

愛称「カルッツかわさき」。旧体育館や教育文化会館の機能を

引き継ぐスポーツ・ホール・共用施設の３エリア 

87

号 

寒川町 

 

町民センター 

 

大型ホールを有する公民館。人と人との絆を大事にしながら心

をつなぐ取組として「だがしや楽校」などを紹介 

藤沢市 

 

明治公民館 

 

地域の特性を生かした浮世絵で学び伝える文化と歴史講座、ワ

イン講座、雪国ふれあい体験（群馬県で２泊３日）を紹介 

88

号 

中井町 

 

井ノ口公民館 

 

湘南軽便鉄道の小型機関車を展示。「公民館まつり」「110周年

記念事業」「シイタケのホダ木づくり」の取組を紹介 

相模原市 

 

東林公民館 

 

「地域を知り街づくりを考える」「水と川をテーマに暮らしを

学ぶ」「住民主体のまちづくり向けて」を中心に 
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88

号 

座間市 東地区文化センター 外国籍市民が多い地域の現状から日本語部ランティアサークル

「そら」の立ち上げやボランティア養成講座を紹介 

89

号 

川崎市 

 

多摩市民館 

 

多摩区総合庁舎の２階から５階までが市民館。子育て支援団体

等が参画する「たまたま子育てまつり」の取組を紹介 

伊勢原市 

 

中央公民館 

 

市内公民館ネットワークの中心施設。市民が文化芸術の創作活

動を発表する「いせはら市展」の取組などを紹介 

90

号 

大井町 

 

生涯学習センター 

 

図書館機能や資料展示室を備える。サークル活動の拠点として

「芸能まつり」「大井町文化祭」などを紹介 

大和市 

 

生涯学習センター 

 

複合施設のメリット生かして「ホール公演との融合」や「図書

館・市内の学習センターとの融合」事業を展開 

91

号 

秦野市 

 

西公民館 

 

地域防災機能を兼ね備える多機能型生涯学習活動の拠点施設と

して開館。「子供と伝える正月しめ飾り作り」事業 

綾瀬市 

 

中央公民館 

 

新型コロナウイルス感染症に対応してZoom利用の「はじめての

オンライン講座」やだがしや楽校もオンラインで開催 

 

５ サークル紹介 

「サークル紹介」のコーナーで取り上げられた内容等は次のとおりである。 

  この10年間で37のサークルが紹介され、その多くは舞踊やダンス、演奏などの音楽関係のサーク

ルである。趣味を兼ねながら会員相互の親睦や健康維持などを主として結成され、活動も長く継続

されているが、メンバーの高齢化という悩みがあることもうかがえる。そのほかにも今日的な社会

課題に挑戦したり、地域の特性を生かしたりするサークルも紹介されている。 

（１）対象を絞った活動を中心に 

     子どもを対象に活動するサークルとしては75号「人形劇サークル 汽車ぽっぽ」（山北

町立中央公民館）、81号「影絵グループ 夢」（大和市桜ヶ丘学習センター：影絵劇）、

高齢者を対象に活動するサークルとしては73号「すみれの会」（逗子市沼間公民館：高齢

者支援）、障がい者を対象に活動するサークルとしては76号「田浦手話友の会」（横須賀

市田浦コミュニティセンター：手話の普及と交流）と85号「写本橘」（川崎市高津市民館

橘分館：拡大教科書作成）が挙げられ、年齢層や社会的なハンディキャップがある方々と

の社会教育活動が報告されている。また、83号「グルメイト」（愛川町半原公民館：おや

じたちの料理教室）は手打ちそば作り等を中心にした男性の料理教室も紹介されている。 

（２）社会的な課題を扱った活動を中心に 

     73号「愛川ウエルネスネットワーク」（愛川町中津公民館）は、国が推進する「総合型

地域スポーツクラブ」を目指すものである。地域に根差した取組の難しさを感じる今日的

な課題の一つである。 

（３）ボランティア育成やサポート活動を中心に 

74号「おはなしクレヨン」（相模原市立桂北公民館：読み聞かせボランティア）、77号

「保育ボランティア しろっぷ」（相模原市立城山公民館：保育支援）は対象を幼児や児童

にしたボランティア活動を主体としている。 
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（４）工夫を凝らした事業を推進する活動を中心に 

76号「寒川ブルーハーモニー」（寒川公民館：ハーモニカ演奏）、77号「ミルキーロ 

ーズ」（平塚市立岡崎公民館：ネイルアート）、78号「むつみ会」（三浦市初声市民セ

ンター：着物のリフォーム）、84号掲載の「岡上オカリナくらぶ」（川崎市麻生市民

館：オカリナ演奏）、86号「伊勢原みちのく会」（伊勢原市立中央公民館：競技かる

た）、89号「あやせけん玉クラブ」（綾瀬市立寺尾いずみ会館：：けん玉の段級位検定）

が取り上げられている。 

（５）地域ならではの事業を推進する活動を中心に 

75号「平塚人物史研究会」（平塚市立中央公民館：地域誌編集）、79号「高座豚研究班」

（綾瀬市立中央公民館：地域資源の活用）である。趣味にとどまらない、地域の生活や文化

への寄与が感じられる活動が報告されている。 

（６）合奏や合唱などの音楽活動を中心に 

合唱としては79号「幸コーラス」（川崎市幸市民館：女性コーラス）、82号「コール

高森」（伊勢原市立成瀬公民館：合唱）、85号「ニューセブンテンパー」（寒川町民

センター分室：女性コーラス）、90号「みんなでハーモニー」（山北町立生涯学習セ

ンター：混声合唱）、演奏としては80号「ZAMAビッグバンド・ジャズオーケストラ」

（座間市立東地区センター：ジャズ）、88号「綾瀬マンドリンクラブ」（綾瀬市南地

区センター：マンドリン）、89号「ティンカーベル」（厚木市立玉川公民館：ハンド

ベル公民館）、90号「秦野市民吹奏楽団」（秦野市立大根公民館；金管・木管・打楽

器演奏）が掲載されている。 

（７）運動や踊りを主とする活動を中心に 

ダンス系としては74号「Magical Crew」（清川村生涯学習センターせせらぎ館：ダン

ス）と91号の「Dance Team SHOW SUN」（座間市公民館：ジャズダンス）、運動系とし

ては80号「中鶴会」（中井町立井ノ口公民館：太極拳）、81号「おとなのYOGA（オーバ

ー50）」（茅ヶ崎市立香川公民館：ヨガ）、88号「寒川拳会」（寒川町南部公民館：太

極拳）、91号「トルゲットクラブ」（愛川町半原公民館：バトミントン）がある。舞踊

系としては82号「大井町すいせん会・大井しらゆり教室」（大井町生涯学習センター：

民舞）、83号「湘南かっぽれ太喜会」（藤沢市立村岡公民館：民舞）、87号「恵扇会」

（川崎市中原市民館：日本舞踊）が紹介されている。会員の健康維持や趣味の範囲にと

どまらず地域等への関わりも強く地域文化への広がりを感じるものである。10年間では合

計９サークルが紹介され、この分野が最も多い。 
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  ① 表紙 ②巻頭・特集・大会・館長等研修会 ③自慢事業・新館紹介 ④サークル紹介 ⑤職員の一言 

73 

号

９ 

月 

〇平成23（2011）年度 

① 伊勢原観光道灌まつりと大山阿夫利神社の火祭り薪能（伊勢原市） 

② 「公民館の現状と館長、職員のあり方」県公連副会長 木下 敬之 

「公民館職員の実像と評価」秦野市立西公民館 館長 栗原 旭 

③ 六十歳からの「趣味の農業」三浦市南下浦市民センター 

「新館紹介」平塚市立中原公民館 

④ 「すみれの会」逗子市沼間公民館、「愛川ウエルネスネットワーク」愛川町中津公民館 

「グリーンカーテン」小田原市生涯学習センターけやき 鈴木 悟 

74

号 

３

月 

① 五所八幡宮例大祭（中井町） 

② 平成23年度館長・公民館運営審議会委員等研修会、平成23年度生涯学習指導者研修「公民

館担当者コース」、第53回神奈川県公民館大会 

③ わが館の取り組み「キャンパスおだわら」小田原市生涯学習センターけやき 

④「おはなしクレヨン」相模原市桂北公民館 

「Magical Crew」清川村生涯学習センターせせらぎ館 

⑤  茅ヶ崎市教育委員会教育推進部社会教育課鶴嶺公民館担当課長兼館長 米山 明夫 

75 

号 

11

月 

〇平成24（2012）年度 

① 国史跡 神崎遺跡 （綾瀬市） 

② 特集「神奈川県公民館連絡協議会創立六十周年を迎えて」県公連事務局長 纐纈 仁志 

平成24年度神奈川県公民館連絡協議会総会報告 

③ 「シニア世代のための地域ライフデビュー講座」藤沢市立藤沢公民館 

④ 「平塚人物史研究会」平塚市中央公民館 

「人形劇サークル 汽車ポッポ」山北町立中央公民館 

⑤ 厚木市教育委員会社会教育部社会教育課睦合西公民館主事兼社会教育主事 橘 和宏 

76

号

３

月 

① おおいゆめの里（大井町） 

② 県公連事業報告 神奈川県公民館連絡協議会創立60周年記念第54回神奈川県公民館大会報

告（大会部会）、生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」報告（研修部会）、公民館

館長等研修会、館長・公民館運営審議会委員等研修会報告（公民館経営部会） 

③ 「社会教育センターまつり」「プチ体験教室」箱根町社会教育センター 

④ 「田浦手話友の会」横須賀市田浦コミュニティセンター 

「寒川ブルーハーモニー」（寒川町公民館） 

⑤ 座間市教育委員会教育部生涯学習課長 梅田 稔 
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 ①表紙 ②巻頭・特集・大会・館長等研修会 ③自慢事業・新館紹介 ④サークル紹介 ⑤職員の一言 

77

号

９

月 

〇平成25（2013）年度 

① 国史跡 名越切通（鎌倉市） 

②「神奈川県公民館連絡協議会の今後について」県公連会長 木下 敬之、「前会長 京 利幸

氏をしのぶ」県公連副会長 夏井 美幸、平成25年度神奈川県公民館連絡協議会総会報告 

③  文化祭「みやまえ魂」川崎市宮前市民館 

④ 「保育ボランティア シロップ」相模原市立城山公民館 

「ミルキーローズ」平塚市立岡崎公民館 

⑤ 大和市林間学習センター 社会教育主事 柳 幹子 

78 

号 

３

月 

① 桜祭りと酒水の滝（山北町） 

② 県公連事業報告 公民館館長等研修会、館長・公民館運営審議会委員等研修会、生涯学習

指導者研修「公民館担当者コース」、第55回神奈川県公民館大会 

③ 「三者三様」愛川町文化会館・中津公民館・半原公民館 

④ 「むつみ会」三浦市初声市民センター 

「成瀬シルバー囲碁クラブ」伊勢原市立成瀬公民館 

⑤ 「県公連を見直す」 県公連事務局 纐纈 仁志 

 ①表紙 ②巻頭・特集・大会・館長等研修会 ③わが館では ④サークル紹介 

79 

号 

10

月 

〇平成26（2014）年度 

① 箱根火山を体感！大涌谷（箱根町） 

② 県公連事業報告「平成26年度総会報告」公民館長職員等研修会、平成25年度優良公民館文

科大臣表彰「川崎市高津市民館」「相模原市立小山公民館」、全国ホームページコンクール最優

秀賞「相模原市立麻溝公民館」 

③ 「厚木市立睦合北公民館」「茅ヶ崎市立鶴嶺公民館」 

④ 「高座豚研究班」綾瀬市立中央公民館、「幸コーラス」川崎市幸市民館 

80 

号 

３

月 

① 春爛漫！寒川の桜（寒川町） 

② 県公連事業報告生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」、館長・公民館運営審議会委

員等研修会 

③ 「横須賀市立追浜コミュニティセンター」「藤沢市立御所見公民館」 

④ 「中鶴会」中井町立井ノ口公民館 

「ZAMAビッグ・バンドジャズオーケストラ」座間市立東地区文化センター 

81 

号 

10

月 

〇平成27（2015）年度 

① 今、湘南江の島と言えば「冬」が熱い（藤沢市） 

② 県公連事業報告平成27年度総会報告、全国・関ブロ大会 開催へ向け準備進行中、平成26

年度優良公民館文科大臣表彰「相模原市立星が丘公民館」「厚木市立愛甲公民館」 

③ 「山北町立生涯学習センター」「秦野市立北公民館」 

④  「影絵グループ 夢」大和市桜丘学習センター 

「大人のYOGA（オーバー50）」茅ヶ崎市立香川公民館 
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 ①表紙 ②巻頭・特集・大会・館長等研修会 ③わが館では ④サークル紹介 

82 

号 

３

月 

① 県立座間谷戸山公園（座間市） 

② 平成27年度生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」、平成27年度館長・公民館運営審

議会委員等研修会、第57回神奈川県公民館大会「市民（住民）との協議でつくる学びとは

～期待される公民館像～」 

③ 「平塚市立土屋公民館」「三浦市初声市民センター」 

④ 「大井町すいせん会 大井しらゆり教室」大井町生涯学習センター 

「コール高森」伊勢原市立成瀬公民館 

 ①表紙 ②巻頭・特集・大会・館長等研修会 ③わが館では ④サークル紹介 ⑤全国公民館セミナーに参加して等 

83 

号 

10

月 

〇平成28（2016）年度 

① 神崎遺跡資料館（綾瀬市） 

② 平成28年度総会報告、第38回全国公民館研究集会神奈川大会第57回関東甲信越静公民館研

究大会ｉｎさがみはら報告 

④「グルメイト ～愛川町おやじたちの料理教室～」愛川町半原公民館 

「湘南かっぽれ太喜会」藤沢市村岡公民館 

⑤ 全国公民館セミナーに参加して  

相模原市教育委員会生涯学習課企画支援班担当課長 島田 欣一 

84 

号 

３

月 

① 大和市文化創造拠点 シリウス（大和市） 

② 平成28年度館長・公民館運営審議会委員等研修会、平成28年度神奈川県公民館連絡協議会

表彰式 

③ 「大和市文化創造拠点 シリウス」オープン 

④ 「岡上オカリナクラブ」川崎市麻生市民館岡上分館 

85 

号 

９

月 

〇平成29（2017）年度 

① 伊勢原市立中央公民館 

② 平成29年度公民館館長職員等研修会、平成28年度文部科学省優良公民館表彰「厚木市立相

川公民館」「厚木市立荻野公民館」 

③ 「愛川町半原公民館」「茅ヶ崎市立南湖公民館」 

④ 「写本橘」川崎市高津市民館橘分館 

「女声コーラス ニューセブテンバー」寒川町民センター分室 

⑤ 第28回全国公民館セミナーに参加して 川崎市幸公民館 館長 佐藤 忠 

86 

号 

３

月 

① 川崎スポーツ・文化総合センター「カルッツかわさき」 

② 平成29年度生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」事業報告、平成29年度館長・公民

館運営審議会委員等研修会、第59回神奈川県公民館大会 

③ 川崎市スポーツ・文化総合センター「カルッツかわさき」誕生 

④ 「綾瀬マンドリンクラブ」綾瀬市立中央公民館 綾南地区センター 

「伊勢原みちのく会」伊勢原市中央公民館 
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 ①表紙 ②巻頭・特集・大会・館長等研修会 ③わが館では ④サークル紹介 ⑤全国公民館セミナーに参加して等 

87 

号 

９

月 

〇平成30（2018）年度 

① 茅ヶ崎ゆかりの人物館  

② 平成30年度公民館館長職員等研修会、平成29年度優良公民館表彰（文部科学大臣表彰）平

塚市立土屋公民館、厚木市立睦合南公民館 

③ 「寒川町民センター」「藤沢市立明治公民館」 

④ 「ガーデニアレイ、フラ」中井町立井ノ口公民館、「恵扇会」川崎市中原市民館 

⑤ 第29回全国公民館セミナーに参加して  

横須賀市市民部地域コミュニティ支援部 伊藤 拳太郎 

88 

号 

３

月 

① 里都まち交流拠点（中井中央公園） 

② 平成30年度生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」事業報告、平成30年度館長・公民

館運営審議会委員等研修会、第60回神奈川県公民館大会 

③ 「中井町井ノ口公民館」「相模原市立東林公民館」「座間市立東地区文化センター」 

④ 「寒川拳（こぶし）の会」寒川町南部公民館 

⑤ 第40回全国公民館研究集会東京大会 綾瀬市教育委員会 青柳 典子 

89 

号 

９

月 

〇令和元（2019）年度 

① 藤沢市藤沢公民館・労働会館等複合施設（愛称 Fプレイス） 

② 令和元年度総会、令和元年度公民館館長・職員等研修会、平成30年度優良公民館表彰（文

部科学大臣表彰）「川崎市中原市民館」「平塚市立須賀公民館」 

③ 「川崎市多摩市民館」「伊勢原市立中央公民館」 

④ 「あやせけん玉クラブ」綾瀬市立寺尾いずみ会館 

「ハンドベルアンサンブル ティンカーベル」厚木市立玉川公民館 

⑤ 第30回全国公民館セミナーに参加して 藤沢市生涯学習部生涯学習課 井出 祥子 

90 

号 

３

月 

① 「くりはま花の国」（横須賀市） 

② 平成31年度生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」事業報告、令和元年度館長・公民

館運営審議会委員等研修会、第61回神奈川県公民館大会 

③ 「大井町生涯学習センター」「大和市生涯学習センター」 

④ 「みんなでハーモニー」山北町立生涯学習センター 

「秦野市民吹奏楽団」秦野市立大根公民館 

⑤ 第41回全国公民館研究集会・第59回関東甲信越静公民館研究大会栃木大会 

91 

号 

３

月 

〇令和２（2020）年度 

① 相模原スポーツ・レクリエーションパーク（運動公園） 

② 令和２年度生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」事業報告、令和２年度館長・職員

等研修会、館長・公民館運営審議会委員等研修会、第62回神奈川県公民館大会、令和元年

度優良公民館表彰（文部科学大臣表彰）「平塚市立松原公民館」「厚木市立緑ケ丘公民

館」 

③ 「秦野市立西公民館」「綾瀬市立中央公民館」 

④ 「Dance Team SHOW SUN｣座間市公民館、「トルケットクラブ」愛川町半原公民館 
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＜文部科学省施策説明：佐藤 秀雄 氏＞ 

ただいまご紹介いただきました、文部科学省社

会教育課の佐藤でございます。 

牧野先生からお話がございましたとおり、高齢

化が進んでいる現状から、教育政策もいろいろ変

わってくるところがございます。 

「何故、今、教育再生が必要か？」というとこ

ろでございますけれども、生産年齢人口が減少し

ていく、要するに、働く世代が減っていくという

ことは、我々一人一人が頑張らなくてはいけない

と、単純に言うとそういうことでございます。 

 そうしたところから、教育が大事ですよね、教

育が未来への先行投資ですよね、ということを

我々申し上げているところですが、その先行投資

の成果を見えるようにしろ、ということを、よく

財政当局は言います。そのために、我々は評価と

いうことでは非常に苦労をしているわけです。 

皆様方ご承知のように、なかなか税収が上がっ

ていかないという中で、財源が厳しいということ

は、もう耳にタコができているかと思うのですけ

れども、そうした貴重な資源を分配するに当たり、 

「これからは生涯学習・社会教育分野がこれまで

以上に大事です」と財政当局に訴えながら、必要

な予算を獲得していくためには、なかなか苦労し

ているところがございます。 

 さて、高齢者の皆様方は、昔と違いまして非常

にお若い。これからもどんどん頑張っていかなけ

ればいけないという時代に進んでいく訳でござい

ます。そして、実際にそれを裏付けるようなデー

タもございます。 

  

例えば、記憶力が低下しても、言語能力、問題

解決能力は向上していく。それから、OECD の国際

成人力調査（PIAAC：ピアック）というのもござい

ますけれども、日本の成人の学習能力の高さとい

うものが、非常に際立っているところでございま

す。 

 それから高齢者につきまして、運動能力、社会

参加活動が死亡率の低下を確かに招来していると

いうデータもございます。 

 今、「格差の問題」が非常に出てきております。

やはりどうしても、親の年収が大学の進学率や就

職率に影響するというデータがございます。 

 それから、実際に OECD 加盟国の中で比較をして

も、日本は子どもの貧困率が高く、６人に１人が

貧困であろうと言われております。 

 そういった中でも、その子どもたちの学力とい

うものは、非常に高いというデータがありつつ、

一方ではやっぱり「理数離れ」や「自己肯定感の

低さ」という問題があります。こういったものは、

日本人の謙遜する心がどうしても強いというとこ

ろで、子どもたちも一緒なのかと思います。ただ、

自分にあまり価値がないんではないかと思う子ど

もが多いというのは、これはまた一つ大きな問題

ではないかと思っています。 

 先ほど少しお話しましたけれども、財政規模は

大きくなっていますが、増えているのは国債費と

社会保障費です。ここがどんと増えていて、文教

予算はそれほど増えてなくて、国は、地方分権の

流れの中で、社会教育関係予算がどんどん減らさ

れている状況です。公民館関係予算は大体交付税

 

テーマ 「公民館が果たす ひとづくり・まちづくり」 

コーディネーター 齊藤 ゆか 氏 （神奈川大学人間科学部人間科学科准教授） 

パネリスト    佐藤 秀雄 氏 

 （文部科学省生涯学習政策局社会教育課課長補佐社会教育官） 

          宮城 潤  氏 （沖縄県那覇市若狭公民館館長） 

          中村 洋子 氏 （相模原市立大野南公民館館長） 

アドバイザー   牧野 篤  氏 （東京大学大学院教育学研究科教授） 

「第 38 回全国公民館研究集会神奈川大会第 57 回関東甲信越静公民館研究大会 

in さがみはら 記録集」（平成 28 年 12 月）より  

  

 [第１日目]パネルディスカッション「公民館が果たす ひとづくり・まちづくり」 
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の中に入っている訳ですが、地方交付税もあまり

伸びていない状況もございます。 

 それから先ほどの牧野先生のお話にもありまし

たが、これからどんどん社会が変革していく中で、

今は存在していない職業に、これからの子どもた

ちが就いていく。それから、仕事も自動化してい

くというデータが出ております。 

 そうした中で、一人一人の生産性を上げていっ

て、労働力人口が小さくなっていくことに対応し

ていかなければならない。「今、教育が必要である」

ということを、我々は財務省に対して、特に言っ

ている訳です。 

 「アクティブ・ラーニング」これも今、よく言

われております。問題解決型学習（PBL）というも

のもございますが、能動的な学習の必要性につい

て、ここでいちいち説明する必要もない訳ですが、

課題を見つけて、課題を設定して、それをどのよ

うに解決していくのか、それも一つだけではなく、

いくつかの方法があるかと思うのですが、そうい

ったものを自分たちの頭で考えて解決していく、

そういう能力をこれから育成していくことが大事

であるとしております。 

 こうした方向性も踏まえまして、首相官邸が中

心になりまして、教育再生実行会議というものが

置かれております。安倍首相は大変教育問題に対

して熱心でございまして、今まで第９次提言まで

出てきております。 

一番新しいものが、格差対策になります。これ

らの提言に併せまして、文部科学省にも文部科学

大臣の下に中央教育審議会という有識者会議がご

ざいますが、ここでご議論をいただいて、その答

申を踏まえて、法令改正や予算事業の創設など

様々な施策を打ち出しているところです。 

 それから「第２期教育振興基本計画」が、平成

25 年度から 29 年度までということで、既に策定

されているところでございますが、現在、この成

果を評価していくという段階になってきています。

第２期教育振興基本計画の後半を見ていただくと

生涯学習社会の重要性がわが国の直面する危機を

回避させるものだ、ということが明記されていま

す。 

 それで平成 30 年度以降、次の教育振興基本計画、

第３期に入っていく訳ですが、この議論が今スタ

ートをしております。2030（平成 42）年に向けた

教育のあり方、その時に我々日本人にどんな能力

が必要なのだろうかということを見据えて、これ

からの教育の計画を立てていこうと、今議論が始

まっているところでございます。その 2030（平成

42）年を見据えて、2018（平成 30）年から 2022

（平成 34）年までの５年間、何をしていかなけれ

ばならないのか、逆算しながら、今議論をスター

トしているところでございます。 

 それで、今こそ社会教育という訳ですが、「もと

もと公民館は何故生まれたのか」というお話が先

ほど牧野先生よりございました。昔は広く、内務

省、大蔵省、商工省といったところも巻き込んで、

まさに日本を再生するための地域のコミュニティ

センターであるということが、本資料に謳われて

いる訳です。 

 公民館に関する規定は、後ほど資料を確認いた

だければと思います。 

公民館の職員数は段々と変化がございまして、

指定管理者等も増えてきておりますけれども、全

体的にやはりその人員体制も厳しいというような

状況になってきております。 

こういった社会教育を巡る近年の環境の変化で

ございますが、人とのつながりや連帯感が希薄化

していくという中で、伝統的な地域コミュニティ

の機能が低下しているのではないかという課題が

ございます。 

 それから、様々な NPO やボランティア団体とい

った広域的に動かれる方々もいらっしゃる中で、

どう連携をしていくかというようなことがござい

ます。そうした課題の中で、これから社会教育行

政をどのように動かしていくのかということを

我々の方でも進めていかなければならないと思っ

ております。 

 「社会教育調査」という統計資料がございます。

こちらを見ていただきますと、やはり趣味、教養

的なものが多いというところがあります。住民の

学習活動、学習ニーズというものを反映して、公

民館、社会教育事業が行われているというところ
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でございます。先ほど、お話しましたように、生

産年齢人口の減少という中で、よりその地域課題

解決に住民の底力が必要だといった時に、どんな

学びが必要かということを、これから考えていか

なければならない時代にきているのかなと思って

おります。 

 「第６期生涯学習分科会」のまとめの中には、

これからは自前主義から脱却をして、いろんな

方々にご協力をいただきながら、ネットワーク型

行政に転換をしていきましょうということが書か

れております。ここでは社会教育行政を再構築し

ていく必要がある、ということを謳っております。 

 こうした中で、我々の中でも、学校教育との連

携でありますとか、高等教育機関、大学との連携、

協働をやっていく。それから、活力あるコミュニ

ティ形成をしていくという中では、様々なそのリ

ーダーとなる人材の育成もやっていかなければな

らない。地域の身近な公民館にいろんな人たちを

巻き込んで、どんどんいろんな活動に参画しても

らう。そういったことが求められているものと思

います。 

こういったことに関連しまして、「まち・ひと・

しごと総合戦略」がございます。公民館を核にし

て、地域、地域住民が主体となって、今後の地域

をどうしていくのか、ということについては、み

んなで話し合いをしていきましょう、それが大事

です、ということが書かれております。 

 こうした方向性を裏付けるように、平成 25 年度、

26 年度と、「公民館等を中心とした社会教育活性

化支援プログラム」という事業を文部科学省で委

託事業として実施をいたしました。 

特色ある事業をいろいろやっていただいたので

すが、そうした中で、北秋田市、愛媛県新居浜市、

新潟県小千谷市、秋田県大館市といった、資料に

あるような地域を巻き込んだ取組が数多く行われ

ております。これらの成果を文部科学省で優良事

例として皆様方に報告をして、さらに展開を図っ

ていくということで、全国７ブロックで研究協議

会を開催する「地方創生コンファレンス事業」を

去年から始めております。 

 去年は、実際には９か所に委託し、実施いたし

ました。今年も実施する予定にしておりますが、

今年は、去年９か所やったので、少し息切れが出

てしまったのか、なかなか集まっていない状況で

すので、２次募集をする予定でございます。 

 また公募をかけさせていただきますが、様々な

事例研究でありますとか、学びの手法についてみ

んなで研修をするといったような取組を進めてい

きたいと思いますので、是非皆様方も、こちらの

事業にご参画をいただければと思います。 

 それから、「学校と地域の連携・協働の推進」が

あります。先ほど、開会式の挨拶の中でもお話さ

せていただきましたが、地域学校協働本部を作っ

ていって、これまでは学校支援地域本部というこ

とで、地域は学校を支えていこう、というような

取組を推奨していた訳でございますが、これから

は、学校と地域が対等の立場で、連携・協働して、

一緒に地域づくり、子どもたちの育成、それから

我々自身が育っていく、そういった体制を作ろう、

ということで、昨年の 12月に地域学校協働答申が

出されました。 

これを進めるために、「次世代の学校・地域」創

生プラン、これは文部科学省のいろんな事業、法

律改正、どうやって進めていくのか、というその

工程表を示したものでございますが、前大臣であ

る馳大臣の名前をいただきまして、馳プランと言

っております。これを今進めているところでござ

います。 

 この「学校支援ボランティア」ですが、活動に

参加する保護者や地域の方々が実際に増えてきつ

つあるという状況があります。そして、増えてき

たところにつきましては、小学校では９割以上、

中学校では８割以上の学校が、学校の水準の向上

にも効果があったというふうにお答えをいただい

ているところであります。 

 それから、「学校支援地域本部の震災時の様子」

ですが、その地域や学校を支えるような組織があ

るところというのは、非常に震災時の対応も上手

くいったというような結果が、校長先生の生の声

として上がってきております。 

 それから、私どもが行っている施策、幾つか出

ておりますけれども、「地域未来塾」というものが
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あります。これは地域の力をお借りして、中学生、

高校生を対象に、補習授業や勉強会をやっていこ

うということで、特に学習活動に支障のある子ど

もたちを中心に、無料、若しくは安い価格で勉強

する機会を提供しようということでやっている事

業でございます。 

 それから、「放課後子供教室」ですが、これも長

い取組でございますので、皆様方ご存知の方も多

いかと思うのですが、放課後の時間を有効活用い

たしまして、子どもたちに様々な体験活動、文化

活動、スポーツ活動、学習活動、こういったもの

に参画をしていただいて、放課後の時間を有意義

に過ごしてもらおうというものでございます。元

は、学校安全という観点から、子どもたちに安全

安心に放課後を過ごしてもらうという観点からス

タートした事業でございますが、最近は、地域の

皆様のいろんなプログラムの提供のおかげで、大

変有意義な取組が進むようになってまいりました。 

 また最近では、厚生労働省の「放課後児童クラ

ブ」（学童保育）との連携というところも進んでお

りまして、放課後子供教室と一緒に進めていって

いるというような状況もございます。 

 こうした事業の中心になっておりますのが、「地

域コーディネーター」という方々になります。 

 例えば、学校と放課後子供教室の推進員、講師

の方々をつないでいく役割や、それから学校支援

活動として、学校のいろんな活動に地域の方々に

協力をしてもらうにあたって、役割分担を考えた

り、実際にコーディネートしたりという地域コー

ディネーターの方々には非常に大きな役割を担っ

ていただいています。 

皆様方の中にも、こういった活動にご参画をい

ただいている方が大勢おられるかと思いますが、

こうした地域コーディネーターの体制や研修の充

実も図っていくことが、これらの取組を進める大

きなポイントとなるところでございます。 

 こうした事例は、後ほどまた資料をご覧をいた

だければと思います。 

 それから、もう一つ「土曜日の教育活動」とい

う取組を進めております。土曜日は放課後と違い

まして、もう少しまとまった時間で活動ができる

というメリットがございます。 

完全学校週５日制は、平成 14年度からスタート

している訳でございますけども、それから 10 年以

上が経過をいたしまして、子どもたちの中にも、

土曜日を有意義に過ごしている子どもと、暇を持

て余している子どもと、両極端であるということ

が調査結果から判ってきております。 

 そうしたことから、学校５日制が始まった時に

も、「全国子どもプラン」というようなことを当時

の生涯学習政策局が進めたのですけれども、もう

一度、この土曜日の子どもたちの過ごし方を充実

していこうということで、土曜日の教育活動の推

進なども行ってきております。 

 もう一つご紹介しますと、「土曜学習応援団」と

いう取組を行っています。これは、この土曜学習

を支えるために、地域の方々に協力をしていただ

いて、それぞれいろんなプログラムを提供しても

らうことで、出前授業などをしてもらっています。

こうした方々に広くご協力をいただきながら、土

曜日の教育活動を活発に進めていくということを

文部科学省で進めております。 

 それから、最後でございますけど、東京オリン

ピック・パラリンピックが 2020 年にやってまいり

ます。これからそのオリンピック・パラリンピッ

クに向けまして、社会教育における盛り上げとい

うのも非常に重要だと思います。 

前回の東京オリンピックでも、社会教育による

東京オリンピックについてのいろんな学習機会が

大会を盛り上げたというふうに記録が残っており

ます。 

 丁度、今リオが終わったばかりですけども、我々

も、いろんな形で、東京オリンピック・パラリン

ピックに向けて、いろんな社会教育活動を盛り上

げていこうと考えております。 

 また、月曜日に熊本県に行ってまいりました。

熊本市の中央公民館が半壊の状況になっておりま

して、すごく胸が痛くなりました。公民館を含め、

社会教育施設は相当な被害を受けております。 

 それから、東日本大震災でも、まだ社会教育施

設の復旧復興が進んでいないところがございます。 

 皆様方にも、どうぞこうした被災地における公
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民館の活動につきまして、いろんな形でご支援、

ご協力を引き続きお願いできたらと思います。 

 

＜事例発表：宮城 潤 氏＞ 

はいさい、こんにちは。那覇市若狭公民館の館

長をしております、NPO 法人地域サポート若狭、

の宮城と言います。よろしくお願いします。 

さて、「公民館が果たす人づくり、まちづくり」、

というテーマです。「Child Friendly Town ～子ど

もに優しいまちをめざして～」ということで、テ

ーマをつけさせていただきました。 

 まず、自己紹介をします。私は、2006 年に那覇

市の社会教育指導員非常勤の職員として公民館に

勤め、2007 年から３年間は、非常勤館長をしてお

りました。その後の５年間は、一部業務委託を受

託している NPO のスタッフとして勤務し、昨年度

から指定管理者の館長を務めています。若狭公民

館に勤めて 11年目になりますが、職名は４回変更

しております。 

 まず、こういう自治公民館のお話をすると、自

治体によって、公民館の設置状況などが随分違う

もので、話がかみ合わないことがあります。です

ので、まず那覇市の公民館の歴史、設置状況につ

いてご説明させていただきます。 

 ご存知のように、沖縄県は戦後から 27 年間、米

軍の統治下に置かれておりました。ですので、社

会教育法なども適応されないような状況がありま

した。日本ではない状況が非常に長かったという

ことで、公民館の設置も遅れております。1975 年

に中央公民館が設置されたんですけど、それも那

覇琉米文化会館という所の跡を利用したものでし

た。 

 公民館の目的として設置されたのが、小禄南公

民館というところで、1982 年です。現在、那覇市

の公民館は７館。うち若狭公民館、繁多川公民館

が指定管理者制度を採用しております。 

 参考までに、那覇市の人口が 32万 3,000 人。そ

して、那覇市の市立小学校が 36 校、中学校が 17

校なので、公民館がかなり少ないという印象を持

たれるのかなと思います。 

 若狭公民館の概要を説明させていただきます。

先ほど、お隣にいる佐藤さんからありました、オ

リンピック・パラリンピックに向けた取組につい

て、というスライドに小さく公民館のイラストが

入っているんですけど、この写真とそっくりなの

が若狭公民館のイラストです。 

 施設としては、200 名から 250 名くらい入るよ

うなホールがありまして、第１、第２、第３と研

修室があり、調理実習室、そして、和室などがあ

ります。１階が市立図書館の分館となっています。 

 1992 年に開館して、2004 年から 2009 年までは

民間から公募による非常勤館長を採用するという

体制を取っておりました。2010 年から５年間、一

部業務委託体制で、NPO法人に委託していきます。

昨年度からは、指定管理者制度を採用ということ

になっています。 

 現在、指定管理者となっている、NPO 法人地域

サポート若狭というのは、2005 年に活動を開始し

て、2007 年に NPO 法人化、業務委託、そして指定

管理者を経ています。 

 どういった組織かというと、この近くにある若

狭小学校区の６つの自治会をはじめ、各種社会教

育関係団体とか、地域住民、公民館利用者等によ

って組織されています。毎月、定例会を行ってい

るんですけれども、地域の方々が集っていろいろ

と情報交換や意見交換などをしています。 

 2005 年の３月に、公民館主体で地域のしゃべり

場をということで、いろんな関係者に集まってい

ただいて、地域づくりのフォーラムをしたという

のがきっかけです。その中で、高齢者福祉の充実

だとか、子どもの元気な声が聞こえる町にしたい

とか、そういう声が出てきて、それを実現させる

ために地域住民自らが動いて、公民館と連携して

取り組んでいこうということで、若狭公民館地域

サポートプロジェクト委員会という任意団体が立

ち上がりました。 

その２年後に NPO 法人化したんですけど、その

背景としては、行財政改革によって公共施設を民

営化するという流れがあり、公民館も、もちろん

指定管理者制度を導入するかもしれないというこ

とが言われていました。 

那覇市の場合、公運審が必置ではなくなると同
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時に、早速、公民館運営審議会を廃止しました。

そういった中で、地域の人、関係者が意見を言っ

て公民館運営できるようなことが必要じゃないか

というようなことも、背景にあったかなと思いま

す。 

 若狭公民館のエリアの人口というのは、約３万

人で、世帯数が 13,000 くらいですかね。19 の自

治会がありますが、自治会のない地域というのも

結構あります。それで中学校が２校で、小学校が

３校あります。中学校区で区分すると、結構広域

になります。 

当初、昨年まではエリア内にある２つの中学校

と、３つの小学校が私たちの連携する担当の学校

だなと思っていたんですけれども、今年度に入っ

て、那覇市の方からその中学校区があるところの

小学校も連携の対象に入れてください、というこ

とで、中学校２校、小学校６校と連携してくださ

い、ということになりました。結構広域であると

いうことをお伝えしておきます。 

 それで、もう一つ、自治会等の状況ですが、若

狭公民館がある本町地区の自治会加入率というの

は、15.7 パーセントとなっています。皆様の地域

の自治会の加入率はいかがでしょうか。 

そして、先ほど子どもの貧困という話題も出て

きましたが、全国では６人に１人が貧困と言われ

ている中で、生活保護率というのは 1.71 パーセン

ト。沖縄県は貧困率 29.9 パーセント。全国平均の

倍近くの子どもの貧困があると言われていますが、

その沖縄県の生活保護率が 2.4 パーセント。那覇

市の生活保護率が 3.64 パーセント、若狭公民館エ

リアでいうと 6.04 パーセントとなっています。 

 このエリアの課題としては、自治会の加入率が

低く、構成員の高齢化が進んでいるということが

あります。自治会等もあまり機能しないような状

況もあるので、地域内の情報共有が難しいです。 

 一人親世帯、生活困窮世帯も多い。子どもが安

全安心でいられる放課後の居場所が少ない、とい

う状況もあります。子どもの貧困に関して、経済

的貧困の状況から社会的孤立、排除、不適切な養

育環境、虐待、不十分な衣食住、文化的な資源の

不足、低学力、低学歴、低い自己肯定感、不安感、

不信感、非行、こういったものが非常に絡みあっ

て関係している状況です。この不利な条件の蓄積

によって、こういう状況の中で育った子どもは大

人になってもやはり貧困である。そして、次世代

の貧困につながる、というようなことが言われて

おります。 

 この子どもの貧困ということで言うと、三つの

貧困ということが言われます。まず経済的な貧困

で、実際収入が少ない、そういう状況です。経済

資本に対して、経済的な貧困だと思うんですけど、

あとは文化的な貧困。これは、例えば家庭で文学

書がないとか、新聞を取っていないとか、家族で

映画や博物館、美術館などに行く機会がないとか、

そういう文化的なことに触れる機会が非常に少な

い、というような状況であります。 

あともう一つが、つながりの貧困ですね。これ

は先ほど牧野先生の方からもありましたけれども、

社会関係資本が今非常に重要だと言われています

が、つながりが希薄であることが言われています。 

 公民館で、この子どもの貧困の状況に対して取

り組むに当たって、まず経済的なことというのは

直接的にすぐにはなかなか取り組めないような状

況がある気がするんですけれども、文化的な貧困、

そして、特につながりの貧困に関しては、アプロ

ーチできるのかな、と思っております。 

 それで、よく言われるのは、「昔はみんな貧困だ

ったよ」という話があるんですけど、今問題なの

は「格差がある」ということ。そして、昔はみん

な貧困で、生活に困窮していたといえども、つな

がりがあって、誰かが助けてくれる。そういう場

があったような気がします。 

現在は、なかなかこの文化的な貧困、特に社会

的な関係の中での貧困というものが問題だと思っ

ています。子どもたちがいろんな選択肢が得られ

る。そして、いろんな環境の中で、いろんなもの

に依存できる。依存先もたくさん選択できる状況

が良いのではないかと思って、公民館で取り組ん

でいるところです。 

 子どもを対象とした事業としては、子どもたち

がこの地域にある遊び場などを見直して取り組ん

でいくような様々な活動をしていて、また、地域
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にある伝承、「マジブン」って沖縄では言うんです

けど、要するに、妖怪ですね。妖怪の伝承とかを

掘り起こして、その伝承地を訪ねる、というよう

なことをやったりします。また、放課後子ども教

室でやっている、子どもエイサーなんですけれど

も、週に２回活動しています。地域行事にもう欠

かせない存在になっていて、県外から青少年団体

が来た時の交流だとか、そういったものを盛んに

やっていってですね、「地域の顔」にもなっている

ようなものがあります。 

 毎年３月に実施しているんですけれども、公民

館エリア内にある２つの中学校の生徒を対象に、

一晩かけて、南部の方まで 32キロを歩く、という

ようなことをやっています。こちらも、地域のボ

ランティアスタッフ 40 人くらいの大人が関わっ

て、みんなで見守りながら、安全を確認しながら、

一緒に取組んでいます。 

 若狭公民館のある若狭という地域は、海岸線に

あるんですけれども、そこに公園があって、公園

の開発で駐車場になっていく陸地がありました。

そこを世代交流で楽しんで思い出作りをするよう

なイベントとして、「100 人でだるまさんがころん

だ」というイベントをやったり、公民館が事務局

となり、地域の関係機関が連携し、若狭地域文化

祭というものをやってます。これも幼児から高齢

者まで楽しめるような発表の場をつくっておりま

す。 

 また、地域の年末美化清掃、新春餅つき大会、

といったことなど、様々に取り組んでいます。 

 あともう一つ、地域内での情報共有が難しいと

いう話もしたんですけれども、情報発信に力を入

れています。 

ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイス

ブック、ユーチューブ、メールマガジンなどをや

っています。ツイッターのフォロワーといって、

情報を受けている人が 855 名いて、フェイスブッ

クも「いいね」といって情報を受け取ってくれる

人が950名、メルマガも1,619名登録しています。 

このような取り組みというのは情報を発信する

というだけではなくて、公民館で取り組んでいる

ことを共有する。そして蓄積する。いろんな人に、

公民館の学びを、時間とか場所を超えて共有した

いなと思って、このように取り組んでおります。 

とは言え、インターネットを使った情報発信と

いうのは、やはり情報が欲しいと思っている人に、

特にいくような感じなので、地域の皆さんに届く

訳ではありません。 

 そこで、広報紙に力を入れていて、２か月に１

回の発行なんですけど、9,000 部発行しておりま

す。 

 また、子どもたちに対しての事業を発信すると

いうことで、いろんな取り組みが生まれていて、

「子ども国際映画祭 KIFFO」というものに取り組

んでいるんですが、放課後子ども教室でやった子

ども放送局というものがありました。地域を取材

して発信するというものを、インターネットテレ

ビ放送がやっているのを見て、映画監督で映画制

作会社を経営する宮平孝子さんという方が、「子ど

も国際映画祭というのを沖縄でやりたい、映画を

作ることはできるけれども、子どもの事業はやっ

たことがない。是非一緒に取り組んでください」

ということで、一緒に取り組むことになりました。 

実は今年で３回目になるんですけど、これもこ

の秋に若狭公民館で実施します。 

 この子ども国際映画祭は、映画祭について知る

とか、映像を制作してみるというようなワークシ

ョップもしながら、子どもたちがスタッフとなっ

て映画祭を運営する、ということをやっておりま

す。 

 あともう一つ大きいのが、上映された映画の審

査をして、グランプリを選ぶのが、子どもたちで

す。 

本祭は２日間あるんですけど、審査員の子ども

たちは、１日目に３本の映画を見て、その後、他

のお客さんが３本の映画を２日目に見ている間に、

何時間もかけて、去年だと５時間ぐらいかけて議

論をして、グランプリを決めました。１人大人が

混じっていて、書記係をしているんですけど、審

査のルールや、グランプリをどういうふうに決め

るかということも、子どもたち自身が考えて議論

します。ですので、いきなり多数決とかでは決め

ないんですね。この辺りが民主主義的だなと思っ
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て、非常に私は感動したんですけれども、そうい

うふうに取り組んだりしています。 

 そして、発信することで生まれたのが、「無料英

会話教室 ELIPO」というものがあって、公民館で

実施する乳幼児学級が、毎回大好評で、非常に人

気があります。 

しかし、若狭公民館周辺の状況でいうと、非常

に厳しい状況があります。調べてみると、那覇市

内にある夜間保育園のほとんどが、この公民館の

エリアにあるという状況でした。 

こういう本当に必要であろうと思われる人たち

には、届いていない。けれども、乳幼児学級は、

毎回一杯である。そこで、頑張って取り組んでみ

ようということで、シングルマザー向けの乳幼児

教室を、諸団体と一緒に行いました。 

 そういった活動を団体といろいろやっていく中

で「しんぐるまざあず・フォーラム沖縄」という

団体が、活性化していきました。彼女たちがいろ

いろ取り組んでいて、家庭の寡婦控除、寡婦控除

とは所得税の控除の話なんですけど、この寡婦控

除は、死別、離別したところは税金を控除される

けど、非婚だと税金が控除されない、という税制

の仕組みがあるんですが、その条例を変えて、そ

れが許されるようになったりとか、そういう成果

がありました。 

 こういう取り組みを知った NPO が、「私たちも子

どもたちのためにできることをしたい」というこ

とで問い合わせがあり、始まったのが、就学援助

世帯や１人親世帯の子たちを対象とした無料英会

話教室なんですが、この代表の川端さんという方

が、中学時代、沖縄で言うと、「アシバー」と言わ

れるんですけど、非行型の不登校児で、那覇から

離島に飛ばされて、そこで中学時代を過ごしたと

いう経験をお持ちの方です。 

川端さんは、定時制の高校に進学すると、困窮

世帯の子たちがたくさんいることに気づきます。

その時に、ロータリークラブの留学生の報告会を

聞き、感動したことを受けて、自分も勉強して留

学を経験し、アメリカの大学を出たという方です。 

困窮世帯の状況と、やる気をもって学ぶ気にな

れば力をつけることができる、ということを知っ

ているので力を入れたい、と。いろいろ相談して

回っても、どうも形にならないというところで、

若狭公民館のことを聞いて来てくれて、現在一緒

に取り組んでおります。 

 こういうふうに情報を発信しながら、いろいろ

取り組んでいると、キャリア教育の NPO ともつな

がっていって、昨年度から取り組んでいるのは、

文科省の事業で、中高生を中心とした生活習慣マ

ネージメントサポート事業というものがあります。 

中高生の生活習慣改善に向けての取り組みなの

ですが、これは、学校を中心に生活習慣の睡眠チ

ェックシートなどをやって、睡眠教育をしたりす

るというのがメインの目的なんですけれども、私

たちと、そしてキャリア教育の NPO が組んで、那

覇市と学校、中学校を説得して、この事業取りに

行きましょうというふうに言って、取って来た事

業です。学校を中心にやる事業なんですけど、私

たちがやっているのは、土曜朝塾と言って、「土曜

日に子どもたちの学習支援をしますよ」という取

り組みと、それを大学生のインターンがやるんで

すけど、大学生がただ教えるということではなく

て、教員志望の大学生の実践の場として、インタ

ーン研修もしっかりしながら、子どもの貧困の話

であったり、学校現場の話であったり、地域で関

わっている子どもの授業の話であったりという話

をしながら、大学生が自分で授業を作っていくと

いうようなこともやったりしています。 

 それと合わせて、通学合宿などもしています。 

 若狭公民館から一番遠い小学校は、本当に周り

に公民館もなければ、児童館もなくて、子どもの

居場所がないというところで、そこでうちの職員

で音楽が得意な職員がいるので、文化的な子ども

の居場所、ブラスバンド部を作ろうということで、

昨年から取り組んでいます。 

このように、様々なことをやっているんですが、

その中で、那覇ジュニアオーケストラを指導して

いる人たちに相談しているうちに、そのジュニア

オーケストラの指導をしている琉球ハーモニー、

琉球フィルハーモニックという団体が、若狭公民

館エリアの子どもたち向けに、ジャズのオーケス

トラを作るようなプロジェクトを立ち上げてくれ
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て、別の助成金を取ってきて、今年の秋からやる

ことになりました。 

 今お話した発信してつながった事例というのは、

公民館の予算を１円も使っていないです。つなが

って、いろんなところとつながることで、自分た

ちが持っている力以上のことが展開できる、と思

ってます。 

 そのつながりを生むコツとしては、地域課題に

目を向けて、しっかり取り組むということと、多

様な切り口で楽しく取り組むこと。そして、広く

発信して、多くの人に届ける。やりたいと思った

人の相談にのって、背中を押す。こちらがやるで

はなくて、やりたいと思っている人が、地域には

必ずいますので、遠慮せずに頼る、お互い様と言

えるという関係をつくっていくと、より良いつな

がりが生まれて、自分たちの力以上のことができ

るかなというふうに、今、思っております。 

 まだ、一杯しゃべりたいことあるんですけど、

続きはウェブでご覧ください。ありがとうござい

ました。 

 

＜事例発表：中村 洋子 氏＞ 

皆様、こんにちは。ようこそ相模原市にお出か

けくださいました。今日と明日、皆様にとって夢

が描ける２日間であれば良いなと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 先ほど、永井教育委員長がお話ししたように、

相模原市は平成 22 年に旧津久井郡４町と合併し

ましたので、公民館の数は、旧市の 23館と、旧４

町にありました９館が一緒になりまして、地区館

並列の公民館が 32館で運営をしています。 

 公民館の成り立ちというのは、大体どこも同じ

だと思いますが、相模原市の場合は、昭和 24年に

相模原町の公民館条例ができる以前から、青年団

や婦人会が戦後すぐに活動を開始して、住民主体

で活動を始めたというところが特徴で、公民館を

作るという動きも、そういう住民の力によって出

来上がってきたという歴史があります。 

 当初は、青空公民館で、屋根のある建物はなく

て、もっぱら体育事業などが中心でしたが、昭和 

44 年、公民館の整備基本計画ができまして、平成

６年までに 23の公民館が出来上がりました。詳し

くはレジュメに書いてありますので、後ほど、ご

ゆっくりお読みください。 

 昭和 31 年に、首都圏整備法ができまして、相模

原市、千葉県船橋市、埼玉県大宮市など首都近郊

に団地が続々と建てられました。相模原市も、小

中学校の建設が間に合わないという時期がありま

して、昭和 50 年の相模原市の財政白書は、「子ど

も急増、貧乏白書」、という別名がついたというこ

とで、とても有名になっています。建物もいっぱ

い増えましたが、人も増えました。 

 相模原市の公民館の歴史で特筆すべきことは、

歴代の市長さんが社会教育にとっても熱心だった

ということです。社会教育こそ地域の民主主義を

育て、人を育てる「要」だという信念の下に 23 の

公民館を作り、なおかつ、社会教育主事の育成に

も努めました。その頃は、女性の社会進出が今ほ

ど叫ばれている時代ではありません。家庭にいる

女性たちを対象としたさまざまな講座が開設され

ました。学級や講座の学習の中から、小中学校は

作ったけど、高校がない、みたいな話になって、

高校増設運動をその女性学級の皆さんと市民総ぐ

るみで運動したという話があります。例えば合成

洗剤の問題ですと、市内を流れる相模川の汚染の

問題、まだ下水道が発達していませんでしたから、

環境学習や運動につながったり、食品公害の問題

は消費者団体の設立につながりました。 

 また、女性が公民館に来ると子どもたちがつい

てくるということで、学習と保育という問題が課

題になりました。この時も、「公民館の保育とは」

ということで、その後の公民館には保育室が必ず

設置されるようになりました。女性たちの活動が

政策にきちんと反映されてきた、ということが明

確に言えます。 

 公民館の利用状況については、先ほど言いまし

たように、合併前の郡部の部分と、市部とで利便

性の点からもバラつきがあります。 

 公民館の組織については、図のとおりです。地

域住民の矢印が２つありますけれど、皆さんのと

ころもそうかも知れませんが、相模原市の特徴と

して、市民の参画ということが挙げられます。こ
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の公民館運営協議会は、審議会から協議会に変え

られましたが、市民参加による公民館の運営は変

わっていません。 

 公民館の現況、職員体制は、次のページです。

今日、一番お話をしておきたいのは、「相模原市の

住民主体の公民館運営」ということです。 

先ほども牧野先生から、「昔は専門部みたいなも

のがあった。」というお話がありましたが、相模原

市の公民館には体育、文化、青少年、保育、広報

等の専門部があります。大野南公民館の場合は委

員会と言っていますが、こういう専門部をいまだ

に持っており、地域の団体の代表や公募の委員な

どで構成をして、各事業の企画から運営までを全

て行っています。実行委員会というのは、もっと

大きなサイズで、体育祭や公民館まつりなどには、

より多くの地域住民の方にご参画いただいて実行

委員会を形成し、企画・運営をしています。 

 そのほかに、準備委員会、運営委員会がありま

すが、これは、公民館事業の講座・学級に関わる

ものです。講座・学級の準備について、前年度実

施した経験者や公募の方や専門部会からも来てい

ただいて、事前の準備を行います。プログラムを

作ったり、企画を練ったり、講師を選んだり、チ

ラシを作ったり、そういったことを準備委員会で

行います。その後、広報をして、市民から学級生

や講座生を募集しますと、今度は、学級と講座の

運営を行います。どういうふうに机を並べるか、

司会は誰がやるのか、終わった後のまとめはどう

するのか、というようなこともこの運営委員会で

行っているのが市民参加の特徴です。 

 それから、公民館にはたくさんのサークルがあ

ります。これらのサークルは、自分たちの技能の

上達も目指しますが、そのほかに、学級や講座の

ひとコマを担って、高齢者学級なら歌を聞かせた

り、指導したり、地域の歴史の話などをしていま

す。子どもたちの夏休みには、サークルの方たち

が、理科の実験や工作、陶芸など、様々な講座や

教室などを行っています。また、相模原市は、酒

饅頭というのがとても有名ですが、作り方や味を

若いお母さんや子どもたちに伝えているサークル

もあります。 

 特に、読み聞かせサークルは、公民館で開催す

る読み聞かせだけではなく、若いお母さんたちの

読書活動への誘い、それから学校や図書館、子ど

もセンター、児童館などの施設に出向いて、読み

聞かせや手遊びなどの支援を行っています。 

 次の画面は、大野南公民館の読書サークルの２

グループです。布で絵本を作る「ピノキオ」とい

うグループは平成 19 年度に、「おはなしのポケッ

ト」は、今年度、「子どもの読書活動優秀実践団体

部門」で文部科学大臣表彰を受けました。30 年を

超える歴史を持つ読み聞かせグループです。長く

こういう形で活動できているのは、先ほどもお話

しました社会教育主事や職員から背中を押されて

サークルを発足し、「講座をやったら地域に還元す

るんだよ。」と声をかけられたことを今でも覚えて

いて、頑張っているからです。 

 「住民主体の公民館運営」のもう一点は、平成

17 年、公民館改革の一環として、公民館ごとに振

興計画を作りました。地域の住民、運営協議会の

メンバーが集まって、私たちの公民館をこれから

どうしようか、何をやっていこうか、という話を

しました。これは、今までになかったことで、住

民参加で公民館のあり方を考える機会となり、意

義が大きかったと思います。公民館によっては、

３年後、５年後と、計画の見直しが行われていて、

そこでも住民の参加がされています。 

 また、事業評価をやっている公民館は、現在の

ところ 15館ですが、実施していない公民館も実施

に向けて検討しているところです。 

 この画像は、公民館の集いです。年に１回、全

市の公民館の関係者が集まって、事業の成果報告、

検討、それから講師をお呼びして勉強する、とい

うようなことをやっております。 

 それから、先ほど、学級講座のお話をいたしま

したが、次の画面は、高齢者学級の研究集会です。

これも、各館で実施されている高齢者学級の関係

者が一堂に会して、「自分たちは、こういうところ

を工夫してやった」など、よその公民館との交流

を含めて、次年度の学級開催に生かしております。

このほかに、女性学級や成人学級でも行われてお

ります。 
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 公民館をこれからどうするのか、との話があり

ますが、我々住民は、行政のように縦割りでは過

ごしていないわけで、いろんな課題を地域の中で

背負っております。そういう中で、どのように他

機関と連携したら、自分たちの生活が豊かになる

かということを考えております。その拠点が公民

館だと思います。 

 次は、博物館の市史編さん事業と連携した事例

です。その中の文化遺産編で市民ボランティアが

187 人も参加して、市内のすべての石造物の調査

をいたしました。なぜこういうことができたのか

と言いますと、博物館に公民館がどういうところ

かということをよく知っている職員がいたという

ことです。公民館をよく知っている職員がいたこ

とで、公民館には地域の豊富な人材や地域の情報

を収集できる場があることがこの連携につながり

ました。公募がスムーズにできましたし、本当に

地域密着型の情報がたくさん集まりました。その

中には、本当に歴史的に価値のある石造物の塔も

見つかりまして、平成 27年度３月に発行された市

史の一部を飾っています。残された資料も博物館

で大事に保管されています。関わった市民にとっ

ては、市史への関心と自ら住む地域への関心につ

ながり、当事者意識も生まれました。 

 次は、図書館との連携です。読書への誘いとい

うのは、図書館だけの仕事ではありません。地域

に密着している公民館では、子どもたちに読み聞

かせをするという話もしましたが、絵本や本に親

しむ機会を作るのは公民館の仕事ではないかと思

います。図書館との連携を進めています。 

この絵本の写真は、「布絵本作り講習会」で作っ

た布絵本です。全部アップリケになっていて、各

ページがすべて布です。ポケットの中から、ウサ

ギが出てきたりという仕掛けもあったりして、と

ても子どもたちに人気の絵本です。地域で絵本に

親しむ親子を増やす、ボランティアを増やす取り

組みになっています。 

 次は大学との連携です。相模原市内には、７つ

の大学があります。相模大野駅付近には、大学連

携システム：ユニコムプラザというのもあります。

大学も地域に開かれた大学を目指して様々な取り

組みをしています。大学の研究テーマを地域住民

に、地域住民としては子育てや健康、食や防災な

ど、関心がある事例について、大学から学びたい

ということもあり、その橋渡しを公民館が行って

います。 

 公民館は、逆にいうと、大学にいる若者たちに、

いかに公民館で活動していただくかということが

課題ですので、きっかけになればと思います。南

区の区民会議では、相模女子大学の学生たちが、

若者の代表として、意見反映に取り組んでいると

ころで、まちづくりと若者のかかわりを進める上

で、とても大事な連携だと考えます。 

 次の画面は、明日の第２分科会で報告をする、

大学生が地域のボランティアとして、公民館の青

少年事業に関わったという事例です。子どもたち

にとっても、大学生にとっても、大きな経験にな

ります。これは、麻溝公民館の青少年部の熱意が

実ったものでございます。 

 この大学生は、岩手県大船渡市にある北里大学

海洋学部の学生たちで、東日本大震災により被災

し、相模原市のキャンパスに来るようになりまし

て、理科の実験などをやっていただいています。

明日の第２分科会で、ぜひお聞きください。 

 次ですが、福祉分野との連携です。今年度から、

介護保険法の改正で、高齢者を地域で見守る活動

が期待されています。地域はどうすればいいのか

ということが課題になってきます。そうした中で、

地域における居場所として公民館を生かそうと、

高齢者のサロン「よってこ」というのが生まれま

した。 

 これが「よってこ」のフライヤーです。「土曜の

朝は公民館へ」というキャッチフレーズで、公民

館のロビーを毎週土曜日に開放して、60人も集ま

る賑やかなサロンです。誰でも来られるというの

が公民館の特徴ですけれども、逆に誰でも協力で

きるのが公民館です。そして、この事例は公民館

側のコーディネートでうまくやる人たちと結びつ

いた事例でございます。 

 次は、「peco（ペコ）」という子ども食堂の事例

です。これは大学生たちのボランティアが、子ど

も食堂を開設。資金はありませんが、意欲は満々
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で、市民活動支援の相模原市の交付金を使って、

小中学生は無料、大人と高校生は若干いただいて

やっています。ただ、限られた資金ですやるので、

家庭菜園をしたり、畑を耕したりしているおじさ

んやおばさんに、「子ども食堂で、今度ナスが必要

なの」と言いますと、「ぜひ使ってくれ」と、持っ

てきてくださいます。この間はマーボーナスでし

たが、こういうふうに公民館が媒体となって、地

域とその活動をしている NPO だったり、学生だっ

たりをつないでいく。それで、市民は食材を提供

することで、当事者になっていく。なおかつ、そ

の裏にある社会的課題にも、目を見開いていくと

いうことができるとても良い事例だと思います。 

 私は、公民館を大事にしようということを、皆

さんに訴えたいと思います。公民館は、やっぱり

地域の方が誰でも来られる大事な地域の出発点の

場だと考えています。先ほどのナスの話じゃあり

ませんが、多様なニーズに答えられる玉手箱です。

博物館との協働もそうでしたし、いろんな人材が

揃っている。普段は編み物をしているおばあちゃ

んでも、歴史の勉強をしているおじさんでも、ち

ょっと扉を開けると別の面が出てくる。それを知

っているのはやっぱり公民館だと思います。その

中で、とても大事なのが職員。職員が一番そうい

うところをコーディネートできる人材ではないか

と思っております。ぜひ、職員の方たちは、先ほ

どの宮城館長のお話にあったように、そういう達

人になっていただくことで、まちづくりの一つの

出発点になるのではないかと思います。 

 もう一つは、まちづくりではないかと思ってい

ます。住民は縦割りで過ごしてないという話をし

ましたけれど、まさにそこでして、地域の皆さん

に寄り添って考えを聞き、悩みを聞き、それをつ

なげていくのは、やはり公民館だと思います。福

祉も、地区コーディネーターという配置が決まっ

ています。さっきの文科省のお話では、学校のコ

ーディネーターがまたできると、地域はコーディ

ネーターだらけになってしまうなと、伺いながら

思いましたが、そのコーディネーターは、やっぱ

り公民館でできるのではないかと思う今日この頃

です。 

 公民館で活動する方は、ぜひ公民館に留まらず、

地域に出て行き、学びを地域づくりに生かしてい

ただきたい。ぜひ皆さんにも、そういう公民館を

目指し、ご協力をいただきたいと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

＜パネルディスカッション＞ 

【齊藤】 

皆様、こんにちは。神奈川大学の齊藤ゆかと申

します。よろしくお願いいたします。 

 ここまで、パネリストの先生方から、それぞれ

たくさんの情報をいただきました。少し消化不良

になっている方もいらっしゃるようです。まず大

会のテーマに戻って、整理をしてみます。 

 今大会のテーマを覚えていますか。大会テーマ

は、「今、なぜ公民館が必要とされているのか」と

いった問いです。これについて、皆さんにもお聞

きします。公民館が必要だと思う方？挙手をお願

います。 

そうですよね。これは全員「はい」と言わない

とこの大会に来られないですね。 

既にご回答されていると思いますが、大会概要

に記載されている問いに基づき、ワークシートを

作成してみました。 

ワークシートは「はい」か「いいえ」の二択の

質問形式で 10 問あります。その設問は、下記の

10 問です。 

（1）私のまち（地域）では、「地域の絆」「つな

がり」「交流」がある。（2）私のまちの公民館は、

「住民がつどい、まなび、つながる場」となって

いる。（3）私のまちの公民館は、「住民の自治力を

高める機能」を果たしている。（4）私のまちの公

民館は、地域の人から「必要とされている」。（5）

私のまちでは、公民館の「あり方」や「見直し」

が迫られている。（6）私のまちの公民館では、「そ

の機能を改めて検証、確認する必要」がある。（7）

私のまちの公民館は、「時代の流れとともに、公民

館の役割を終えてしまった」と思う。（8）私のま

ちの公民館では、「未来像を明確に」描いている。

（9）私のまちの「公民館の未来像」について、市

民と行政の思いは一致している。（10）「地域でつ
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ながる機会づくり」には秘策がある。 

このワークシートをあらかじめ、相模原市の公

民館の 25名の方に、プレ調査しました。その結果

を簡単に申し上げます 

その傾向として、みんな、地域の「つながり」

や公民館の役割や必要性についての認識が高い傾

向にあります。しかし、公民館が「自治力を高め

る」機能は果たしているとは言い難い。公民館の

「見直し」が迫られている。その見直しについて

は、本当はうまくいっていない。公民館のこれか

らの秘策が見つかっていない、という現状があり

ました。 

そこで、パネリストそれぞれの皆様の事例は本

当にしっかりなさっている内容をお聞きできまし

た。 

では、ここで「ひとづくり、まちづくり」の観

点から、パネリストの皆様から質問したいことは

ございますか。 

【中村】 

お聞きしたいのですが、行政、文科省もそうで

すし、公民館をやっている我々も公民館がとても

大事だと思っているのですが、｢文科省は大事だ、

私たちも大事だ｣と言っているのですが、地方自治

体は、あまりそうは思っていないというか、なく

してしまったり、有料化にしてしまったり、町づ

くりセンターに変えてしまったり、というような

ことが行われています。一体どうして、そういう

ことになってしまうのか、という点を、是非伺っ

ておきたいと思います。 

【齊藤】 

 そうですか。答えにくい部分もあると思います

が、文部科学省の佐藤さんが答えてくださるよう

です。 

【佐藤】 

そうですね、どうしてそうなったのか、と言い

ますと、でも、これもいろいろな統計とか、デー

タを分析しないと分からないところもあるのです

が、先ほど税収のグラフを見ていただきましたが、

行財政改革をしていく中で、地方で人件費を削減

していかなればならない状況が出てきています。

それで、国の職員も実はそうした定員削減をして

いて、一方で新しい行政課題があるところは、改

めてその定員を要求するのですけれども、定員削

減計画という形で基本どんどん減っている訳です。

それで、こうした定員削減が地方でも、非常に多

くなっているという中で、学校を担当する指導主

事に比べて、社会教育主事の削減率が高いという

こともございます。 

 それから、地方自治体による地方分権という観

点の中から、国の補助金は、大体平成９年度を境

に廃止されまして、これは全て交付税という形に

なって、地方自治体でそれぞれやってください、

という形になった訳ですけども、地方自治体の中

で、相模原市は大変理解があるということが先ほ

どお話にございましたけども、理解のある自治体

と、理解のない自治体のところで、格差が生まれ

てきている、ということころがございます。です

から、必ずしもその社会教育、生涯学習のところ

について、減退傾向にあるというところばかりで

はないのですけども、各地域で格差が生じている

ということは、間違いございません。 

 そうした行財政改革の影響というのは、非常に

大きいということと、あとは地域の結びつきが少

し希薄化していく中で、そこに公民館がどう関わ

っていくかというところで、不断の努力が必要な

訳ではございますけども、うまくいっているとこ

ろと、うまくいってないところがあるのではない

のかな、ということを少し感じているところであ

ります。 

【齊藤】 

ありがとうございます。中村さんのお立場と、

宮城さんのお立場、同じ公民館ではありますけれ

ども、運営主体が違っているという特徴がござい

ますけれども、宮城さんの公民館は、指定管理と

して NPO 法人が運営しております。その良さ、難

しさについて、言いにくいところがありますが、

あえてお願いいたします。 

【宮城】 

 そうですね、まさに行財政改革の中で民営化し

ていくという中に巻き込まれた側です。民間に委

託をする。そして、指定管理制度を導入する。と

いうことで、私たちが担っている訳ですけれども、
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行政が直営で運営してきた時とも予算規模が全然

違いますね。人件費を含めると、数百万円変わっ

てきます。それで、先ほどお話したように、地域

住民が自分たちで、自分たちの公民館を守ってい

くよ、という意識で立ち上げた NPO なので、非常

に意識が高いです。意識が高いんだけれども、実

際それでやれるかという問題があって、私はその

NPO の理事でもありました。 

この委託は、非常勤館長の時に委託の話が出た

ので、公募された時に、応募しないという方に１

票入れました。理事は 14人だったんですが、１対

13 でみんな応募したいと。でも、私だけ応募した

くないと。それまで一番公民館に関わってきて、

また、館長という立場だったんですけど、その条

件が酷かったんです。でも、やっぱりやりたいか

らやるということの中で、非常に苦しい運営をし

ていました。非常に苦しい運営だけれども、その

中で自分たちが受けてよかったところは、人事権

が自分たちにある、というところですかね。 

それ以外、よいところはあまりなかったんです

けど、人事権が自分たちにあるので、自分たちで

工夫する。先ほどお話したように、委託費の中の

ほとんどを人件費に当ててしまわないとやってい

けないので、それでも行政職員よりと比べるとだ

いぶ安くなっているという状況の中で、事業費は、

自分たちで生み出す。もしくは、他と連携しなが

らやるという、工夫のしどころはあります。そう

いう中で、今、他部署が、町づくりとか、地域に

関わった活動をしようとすると、逆に私たちに相

談に来るというか、アドバイスがほしいだとか、

連携しましょうよ、とどんどん増えてきているの

で、逆に、公民館の意義というのは伝わっている

し、理解されてきているのかなという実感はあり

ます。 

【齊藤】 

 はい。私が聞きたいことは、おそらく皆さんが

聞きたいことと同じです。なぜ宮城さんのような

若い方が館長になって、公民館活動促進ができて

いるのか。特に、子どもや若者がかなり活発に活

動しているようです。しかし、うちの公民館では

どうも高齢者（シニア）しかいないな、若い人は

どこにいったのでしょう、という現実に向き合っ

ている方が大半ではないかと思いますが、その点

はどうでしょうか。 

【宮城】 

 公民館にいて、若い人をどう巻き込むかとか、

地域の人をどう巻き込むかという話をよくされる

んですけど、私はどちらかと言うと、巻き込むの

はあまり上手じゃなくて、巻き込まれ上手なんで

すね。なので、なぜだか分からないけど、巻き込

まれて公民館に来ちゃった、というようなことが

一つあります。 

 現実的なことを言うと、若狭公民館非常勤館長

という制度をとっている時に、私の前任の非常勤

の館長とたまたま知り合って、と言うか、他の人

の紹介で知り合ったんです。 

元々、私は美術をやっているんですけれど、講

師で行くことがあった時に、「うちの非常勤職員が

１人辞めるんで、誰かいませんか？先生」と言わ

れた時に、私も職に困っていたと言うか、美術の

非常勤講師だけだったので、「では、行きます。私

でもよいですか？」と言って、１年やったら、そ

の館長が辞める年で、地域の皆さんが、「あなた、

館長やりなさい」と言って、署名運動などをして

くれたので、館長になってしまった、という感じ

だったんですね。そういう｢巻き込まれ｣です。 

【齊藤】  

私の感想ですが、やっぱり若い方に館長を譲る

というのは凄いな、ということです。もう一点は、

情報提供を頑張っているということです。 

でも、現場では公民館にみんな来てくれないん

だよね、という声もあります。とりあえず広報紙

は作っているけれど、みんなに届いてるのかな、

見てくれているのかな、ということでお困りの方

もいらっしゃると思うのですが、情報の工夫につ

いて、どのようになさっているでしょうか。中村

さん、宮城さん、それぞれお願いします。 

【宮城】 

 私が公民館に関わるまでは、公民館のことを全

く知らなくて、たまたま行くようになって知って、

公民館に勤めて、公民館に関わっている人や地域

の皆さんの中にこんな素晴らしい人がいて、こん
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な思いがあるんだ、と知りました。恐らく多くの

若者と同様に、公民館のことを知らなかった１人

です。 

こんな素晴らしい場所があるのであれば、知ら

せた方が良いと思って、知らせる努力をしました。

パソコンが得意だった訳でも、広報紙を作るのが

得意だった訳でもないんですが、そこは勉強しな

がら、ちょっとずつ取り組んでいって、少しずつ

工夫を重ねていったという感じです。 

【齊藤】 

 中村さんのところはどうでしょう。 

【中村】 

 うちは、ありきたりの広報しかしていないんで

すが、この間ちょっと工夫してやってみたら増え

てきたということがありました。公民館の子ども

事業について、公民館は学校を通じて地域の児童

に１枚ずつフライヤーを届けています。今までは、

職員が出かけていって、「先生、これお願いします」

という感じで、各学級のポケットに学級の児童数

分を入れてくるという事務的な処理をしていまし

た。ところが、最近参加者が増えてきているので、

どうしてこの学校の児童の参加がこんなに多くな

ったのかと尋ねると、どうも次のようなのです。 

 最近、青少年委員会のメンバーが直接学校へ行

って、校長先生とお茶を飲みながら話をして、公

民館が事業などをどう行っているかということが、

先生たちに理解されてきている。児童にフライヤ

ーを配る時に一声かけてくれている。｢行ったらど

うも楽しそうだぞ｣という感じですね。それまで、

普段はフライヤーを持ってお家に帰ってくるだけ

でしたが、先生からの一言で、児童の参加の数が

非常に増えてきたということがあります。 

どんな事業でもそうですけど、口コミ、芋づる

式でやるのが、一番人とつながっていくかなと思

います。サークルの中でやっている人が声をかけ

て連れて来るとかですね、そんな感じは結構見ら

れます。高齢者はなかなかホームページを見てい

ただけないので、館報でいくとか、大野南地区で

は、地域情報誌というペーパーが出ていますので、

そういうものを見て、お出かけになる方も結構い

ます。 

【齊藤】 

 ありがとうございます。それでは、まとめに入

ります。 

 最後に一番お聞きしたいことは、｢公民館の未

来｣です。これからの公民館に向けて、どのような

未来を描いているのか、めざしているのか、お願

いします。宮城さん、中村さん、佐藤さんの順に

お願いします。 

【宮城】  

未来しかないですよね、公民館。公民館ってや

っぱり地域の資源、地域の魅力とかが現れる。そ

して、地域の課題も現れるところなので、公民館

が面白くなれば、地域が面白くなる。もうそれし

かないですよね。面白くするのは、そこにいる人

たちなので、面白くするための努力はやっぱり怠

ってはいけないと思っています。頑張って地域を

面白くしていく、自分たちが面白いと思えるよう

にする、ということかと思いますね。 

【齊藤】 

 ありがとうございました。キーワードは、「面白

く」です。次、お願いします。 

【中村】 

 私もそうだというふうに思います。特にサーク

ル活動の方たちですが、無料の公民館に恩義を感

じていると言いますか、ただで使わせてもらって

いるから、何か恩返しをしなくてはということで、

公民館で花を植えたり、お掃除をしたりすること

から地域の活動に出ていく。そのような気づきや

活動を後押しする。市民、職員を含めてです。公

民館には、まちづくりの未来があるのではないか

と思っています。 

【齊藤】 

 ありがとうございます。キーワードは｢後押し｣

です。皆さんが、「後押し」をするという立場でい

らっしゃるということですね。 

 では、佐藤さん、お願いします。 

【佐藤】 

 公民館をつくった時は、文部科学省、当時の文

部省が一生懸命旗を振って、こんな公民館をつく

りなさいよ、ということで、通知・通達を出して

いました。今の時代は、100 公民館があれば 100
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通りの公民館があってよいと思います。それを文

部科学省、もしくは市町村が皆様方をお支えする

ということで、行政が皆様方のお邪魔にならない、

それから、お役に立ちたい、というスタンスで進

めていくということが大事だと思います。 

【齊藤】 

 ありがとうございました。 

 皆さんの地域が「多様でよい」、そして、それを

「支えてくれる」「後押ししてくれる」、といった

お話がありました。 

牧野先生からもお願いいたします。 

【牧野】  

先ほどからいろいろお尋ねがあることなのです

が、例えば、なぜ公民館が減っていってしまうの

か、なぜ新採の職員が減っていってしまうのか、

ということ。また先ほど、それは行財政改革の影

響だ、とのお話がありました。これは二面あると

思います。 

一面は確かに、さっきおっしゃったように、財

政的なものが大きくて、特に、社会教育の施設は、

例えばお金が儲からない訳ですから、いわゆる行

政評価で減らしていってしまう。合理化という意

味でも、減らされてしまう訳ですけれども、例え

ば、そこには、自治体行財政改革の一環としてな

された合併の問題があって、合併によってどんど

ん減らされていってしまう。特に教育委員会の数

も減っていくわけですから、公民館の数も減って

いってしまうこともあるだろうと、こう思います。 

 もう一つは、例えば、改革の中にも、やはりや

る気のある首長さんたちも減らしていっていると

いう面があると思うのです。教育委員会に置いて

おくのではなくて、一般行政の方にほしいという

形で、持って行ってしまう。 

例えば、私が関わっているところですと、公民

館は条例館であって、それまでいわゆる補助執行

で出してあったものを、今度は完全に移したい、

と首長がおっしゃっている。さらに、そこに文化

もスポーツもほしいと言い始めた。教育委員会か

ら、どうしましょう、という話があるのですけれ

ども、ある意味、避けがたいと思うのです。 

その時に、教育委員会からはそこでおしまいだ、

ということにするのか。いや、そうではなくて、

教育委員会に一枚かませてほしいといった上で、

公民館や文化・スポーツを持っていってもらうと

いう形の施策のつくり方も、あるのではないかと

思うのです。 

 公民館は条例館ではなくなったかもしれません

けども、やはり公民館的なるものとしてはあって、

そこをうまく使うことによって、実は先ほどの話

にもありましたように、地域が面白くなっていく

ような施策のつくりかたや、住民による活用の仕

方があるのではないか。それこそ、首長にアピー

ルできるものではないかなと思います。そういう

形で活用していくというように考える必要がある

のではないかなと思います。 

 それから、さきほどのお話で、環境をつくって

いく、ということがありましたが、例えば、宮城

さんのところの若狭公民館はですね、IDK（全国公

民館インターネット活用コンクール）で表彰を受

けているところなのですが、この間、話をしてい

て、宮城さんが面白いことをおっしゃったんです。 

多分、ご本人は覚えていらっしゃらないと思い

ますが、若狭公民館は ITですごく売れている、有

名なんだけれども、実は一番大事なのは、紙の「館

報」なのだと。館報をどう配っているかというと、

新聞の専売店に配ってもらっているのです。Ａと

いう専売店に頼む、Ｂにも頼んで、両方に「向こ

うはやってくれるよ、こちらもやってほしい」と

いいながら、両方を競わせながら無料で配っても

らう。そうして配ってもらっていると、「館報を見

たよ」といってくれる人が出てくるのだそうです。

既に終わった講座を取り上げて、「いや、あれ行き

たかったんだよね」といってくれる。でも、「この

人、絶対来ない人なのに、こんなお上手をいって」

と思う。だけれども、実はそういう、いわゆる消

極的な支持者がいるからこそ、公民館って大事な

んだと、宮城さんがおっしゃったことがあるので

す。やはり、そういうことなのじゃないかな、と

思うのです。 

常に来る人々は大事で、来て、いろんな活動を

していくんだけれども、実は、来ないけれども、

関心を持ってくれている人々がたくさんになって
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第８章 県内自治体の公民館活動状況 

川崎市 

○公民館等の現状 

 川崎市は、７区に地区館の市民館（公民館）と６つの分館があり、窓口業務や清掃業務などの管

理業務やホール運営業務などの専門知識の必要な業務を民間に委託しています。７つの地区館には

社会教育委員会議の専門部会を設置しており、各館における各種の事業の企画実施について調査審

議し、市民館の運営に役立てています。 

○公民館等をめぐる課題 

 社会状況が変化し、市民ニーズも多様化する中、市民の主体的な参加による持続可能な地域社会づ

くりに向けて、市民の自発的・主体的な学びを支援するための学習機会の提供等に取り組み、将来的

な社会の大きな変化の中にあってもその役割を果たしていくため、令和２年度に『今後の市民館・図

書館のあり方』を策定し、全ての市民が生涯を通じて学び続けることができるよう事業推進を図って

います。 

相模原市 

○公民館等の現状 

相模原市には、32の公民館が設置されています。職員は、地域住民より推薦された公民館長、常

勤職員である公民館長代理、任期付短時間勤務職員３名の５名体制です。公民館事業の実施につい

て中心的役割を担っているのは、地域住民で構成される専門部（体育部、青少年部、文化部、広報

部等）で、ほぼ全ての館において組織され、事業の企画、運営などに携わっています。  

○公民館等をめぐる課題 

相模原市の公民館は、地域における生涯学習・社会教育の拠点として、「多様で質の高い学習機

会の提供」「仲間とつながりながら楽しく学び、学んだ成果を地域での活動に生かすことのできる

環境づくり」「学びを通じた絆づくり、地域づくりの促進」が求められ、事業の見直しや公民館の

ネットワーク化の促進、学校教育や家庭教育との連携推進等について対応が必要であると考えてい

ます。  

横須賀市 

○公民館等の現状 

横須賀市は、社会教育法第20条に基づく公民館はありませんが、市民大学等を行う教育委員会所

管の生涯学習センター１館と、市長部局所管で平成20年度に公民館と地域自治活動センターを統合

し、条例で実際生活に即する教育を規定するなど、公民館機能を受け継ぐコミュニティセンター22

館が、市民に社会教育、生涯学習推進の多様な講座・行事等を行っています。 

○公民館等をめぐる課題 

コミュニティセンターは、非正規職員を配置し、経験豊富な職員が少なくなっているため、職員の

事業の専門性の蓄積やその継承が課題です。生涯学習センターは、指定管理者制度を導入し、運営と

社会教育事業の継続性が課題です。市民一人一人の学びは大切です。多様な学びを通してつながりを

つくり、その学びの成果として、よりよい地域になるように、両施設の連携が必要と考えています。 
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平塚市 

○公民館等の現状 

 平塚市は、中央公民館と25の地区公民館を設置しています。中央公民館には職員９人、地区公民

館には、それぞれに地区公民館長（非常勤特別職）、主事（職員）を配置し、19の館には公民館事

務員（会計年度任用職員）を配置しています。公民館は各館13人の公民館運営委員との連携のも

と、社会教育活動の拠点として教育事業を展開するほか、地域団体の活動の場として利用されてい

ます。 

○公民館等をめぐる課題 

 公民館では趣味や教養に留まらず、地域課題から現代的課題まで多くの学習機会を提供していま

す。こうした中、世界規模では持続可能な社会の形成が求められており、公民館においても様々な

課題を自分事として捉える人材や意識を育てる必要性を感じていることから、国連が提唱する「地

域に根差した持続可能な開発のための教育」（ESD）の取組を意識した事業を展開してまいります。 

藤沢市 

○公民館等の現状 

藤沢市は、昭和26年に藤沢公民館が開館して以降、13地区に公民館を設置する地区館並立方式に

よる公民館体制を維持してきました。運営については市の直営で、会計年度任用職員が中心です。

事業については、全館で年間500を超える事業を実施し、延べ13万人以上の市民が参加しています。

また、サークル活動も活発に行われており、約2,300のサークルにご利用いただいています。 

○公民館等をめぐる課題 

今般のコロナ禍により、生きがいを持って日々過ごすために、公民館の存在の重要性が再認識され

ています。人生100年時代を迎えるにあたり、様々な世代にとって、公民館が生涯学習活動の拠点とな

るような施策の展開が必要となる中、サークルの高齢化や事業参加者層の固定化等の課題を解決する

ため、新たな層の学習機会の拡充に、より一層取り組む必要があると考えています。 

逗子市 

○公民館等の現状 

 地域コミュニティの醸成及び生涯学習活動の推進のため、市民が自主的に活動する拠点として、

平成27年４月から市内２か所の公民館をコミュニティセンターとしました。 

大人から子どもまで様々な世代の活動を支える活動の拠点として、レクリエーション、サークル

活動及び学習の場や講座開催、また図書館分館の機能や、予約なしで利用できるオープンスペース

等を設け運営しています。 

○公民館等をめぐる課題 

コミュニティセンターへの転用は、地域団体の活動拠点として利用を広げることを目的として行

われましたが、定着するに至っていないのが実情です。 

一方で、生涯学習活動団体、サークル等の高齢化が進み、利用者は減少傾向にあります。 

また、開館以来30年以上経過し、厳しい財政状況の中、施設・設備の改修が課題となっていま

す。 
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三浦市 

○公民館等の現状 

 三浦市では、社会教育法20条の目的を達成するため、南下浦地域と初声地域にそれぞれ市民セン

タ―を設置しています。両センタ―ともに昭和50年代に整備され老朽化が進んでいますが、市民活

動の拠点として地域住民の様々な活動に利用されています（令和元年度においては延べ111,713人が

利用しています。）。     

○公民館等をめぐる課題 

公民館は各地域における市民活動の拠点として位置づけられることから、利用者数や地域の実情な

どを考慮して適正な規模を検討しています。南下浦市民センタ―は、現機能を備えた子育て世代のた

めの賃貸住宅との複合施設化を考えており、整備に当たってはPFI手法を活用する予定となっていま

す。初声市民センタ―についても老朽化が進んでおり、建替更新が今後の課題となっています。 

秦野市 

○公民館等の現状 

秦野市には、昭和45年以降11館の公民館があり、現在、各館に館長１名（再任用・会計年度任用

職員）、事務員４名及び図書職員３名（会計年度任用職員）を配置しています。各公民館では地域

性や市民ニーズを踏まえ、地域の人的資源を生かした事業や地域社会に貢献する人材の活用を図る

事業等を展開し、公民館が学習の拠点と地域コミュ二ティの拠点としての機能を担うよう努めてい

ます。  

○公民館等をめぐる課題 

人生100年時代の到来や地域コミュ二ティの衰退といった社会構造の変化により、公民館利用者の 

固定化や利用団体の後継者不足が見受けられるとともに、地域学校協働活動、防災の拠点といった、

公民館に新たな役割も求められてきています。当市では、これまで公民館が培ってきた地域との関係

を生かしつつ、各地域の実態に応じた学習と活動を結び付ける役割を担う拠点施設を目指します。 

厚木市 

○公民館等の現状 

日常生活に密着した総合的な社会教育施設として15館公民館と分館１館を設置し、住民の社会教

育、生涯学習の場として、また、地域コミュニティづくりの拠点として各種の事業を展開していま

す。職員数は１館当たり、地区館長１人、館長１人、係長１人、職員３人で運営管理しています。     

また、公民館運営委員会等（任意）を設置し、公民館事業の点検、評価を行っています。 

○公民館等をめぐる課題 

厚木市では、地域学校協働本部を全地区公民館に設置する方向で、令和３年度に２つの地区公民館

をモデル公民館として指定し、本部機能の在り方等を研究しています。ここでの成果を起点に、全小

中学校に既設されている学校運営協議会と連携・協働を図りながら、社会教育の３本柱と言われる

「人づくり・つながりづくり・地域づくり」の一層の推進を図っていきたいと考えています。 
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大和市 

○公民館等の現状 

大和市には、生涯学習センター、芸術文化ホール、図書館、屋内子ども広場等を有する複合施設

である文化創造拠点シリウス（平成28年11月開館）や市民交流拠点ポラリス（平成30年８月開館）

などを含め、公民館が５館あります。全館において指定管理者制度を導入しており、民間事業者と

の連携の下、市民の生涯学習や居場所づくりを支援するための事業を実施しています。 

○公民館等をめぐる課題 

指定管理者との連携を密に取り、生涯学習のための環境整備や事業の周知に努め、市民の生活に

おいて一層身近に感じられる場の提供に努めます。また、市民の生涯学習支援を続けていくため

に、講座を充実させるとともに、市民からのニーズや社会情勢の変化に応じて、オンラインでの講

座やサービスも積極的に取り入れていくことが必要です。 

伊勢原市 

○公民館等の現状 

公民館は市内に７館、中央公民館には社会教育課が併設され、課長が館長を兼任、ほか７名の職

員がいます。うち社会教育主事は２名です。地区公民館には館長と職員が１名ずつ配置されていま

す。事業については、Web配信を利用した新しい形の事業にも取り組んでいます。公民館運営審議会

は社会教育委員が兼務し、公民館ごとに活動推進協議会も置かれ、事業に協力いただいています。 

○公民館等をめぐる課題 

市立公民館は市内の７地区に設置されていますが、いずれも施設や設備に老朽化が進み、対策が

課題となっています。また、公民館で活動されているサークルや団体が、高齢化や新型コロナウイ

ルスの影響を受け、従来の活動ペースを落としたり休止したりしている中で、活動等への支援方法

の検討や、より安定し継続した講座等や学びの場の提供方法が課題となります。 

座間市 

○公民館等の現状 

座間市には、公民館が３館あり、各公民館とも常勤職員、再任用職員、会計年度任用職員等の職

員構成で、地域の特性に応じた社会教育・生涯学習の活動拠点として運営しています。また、公民

館運営審議会を設置し、各種公民館事業の企画実施について調査・審議をいただくとともに、これ

まで進めてきた公民館事業の点検、評価をいただきながら社会教育・生涯学習事業に取り組んでい

ます。 

○公民館等をめぐる課題 

企業、大学、NPO法人といった多様な主体が地域貢献・社会貢献活動の一環として社会教育・生涯 

学習の振興に参画するようになりました。相互教育、自己教育の場として今後も一番身近で今まで以

上に住民の視点に立った公民館を運営するため、各主体との一層の連携・協働を図るための仕組みづ

くりが必要であると感じています。 
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綾瀬市 

○公民館等の現状 

 綾瀬市には、本館にあたる中央公民館と５つの地区センター、類似施設のコミュニティセンター

２館があります。平成27年度から指定管理者制度を導入し、文化会館を含む９館を、指定管理者が

管理運営を行っています。令和３年度は合計年間45講座を企画し、民間のノウハウを生かしながら

現代的課題や子育てをテーマにしたもの、郷土学習や趣味に係る講座などを実施しています。 

○公民館等をめぐる課題 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、公民館等の利用件数や利用人数が減少しており、

コロナが収束したときに従前に戻るのか危惧しています。また、利用者の高齢化や固定化が進んで

いるため、若年層や新規者をどのように取り込むかが課題です。さらに、今後、各種団体との連携

をより積極的に行い、地域課題の解決につながる事業をより意欲的に実施していきたいです。 

寒川町 

○公民館等の現状 

寒川町の公民館は、町民センター、町民センター分室、北部公民館、南部公民館の３館４施設あ

り、平成29年度から民間事業者による指定管理者制度を導入しています。春と秋に「サークル入会

体験フェスタ」を開催し、サークル活動へ参加する機会づくりをしています。公民館運営審議会は

社会教育委員会議が兼務をし、会議内に公民館部会を設置して、公民館に関する協議をしていま

す。 

○公民館等をめぐる課題 

公民館利用者が年々減少傾向にあり、高齢世代の利用者も多いことから、新たな利用者、特に若い

世代の利用促進を強化する必要があります。コロナ禍により高齢者中心のサークルは活動中止や解散

が増えましたが、公民館講座参加者には地域コミュニティへの参加意欲や学びづくり、生きがい探し

の機運も感じられることから、地域の公民館の有用性、役割の重要性が増していると感じています。 

中井町 

○公民館等の現状 

井ノ口公民館は、町内唯一の公民館で、昭和63年の開館以来、町民の生涯学習や交流の場として

親しまれています。令和元年度には、館内図書室の電算化を行い、貸出・返却手続きや資料検索の

利便性が向上しました。例年２月に公民館まつりが開催され、作品展示や芸能発表等により、施設

利用団体が学びの成果を広く知ってもらう機会となっています。 

○公民館等をめぐる課題 

 当公民館は、開館から30年以上経過し、老朽化から複数箇所の改修工事や修繕が必要となってお

り、優先度の高い箇所から順次対応しています。また、図書室を含めた施設利用者が固定化している

ことから、より多くの町民に利用してもらえるよう、的確なニーズの把握や周知方法を検討する必要

があります。 
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大井町 

○公民館等の現状 

大井町には、公民館類似施設として、大井町生涯学習センター（大井町立中央公民館（昭和62年

開設）から平成24年に転用・名称変更）、大井町立そうわ会館（平成11年開設）があります。 

各施設とも、図書館機能を備えており、町の文化の拠点として、様々な学習活動、芸術活動、ま

た心のふれあいの場としてご利用いただいています。 

○公民館等をめぐる課題 

町の文化の向上と生涯学習の推進を図るため、地域情勢や多様化する町民ニーズを踏まえ、町民

の視点に立った運営、学習機会の提供、協働体制の構築を推進しています。 

時代に即した公民館等として、Web等の活用を進め、学びを止めない体制づくりを進めてまいりた

いと考えています。 

松田町 

○公民館等の現状 

松田町民文化センターと公民館は、令和３年４月に生涯学習センターとして１つの施設になりまし

た。教育委員会の職員が管理・運営を行っています。５月には、生涯学習センターまつり（以前まで

は公民館まつり）、10月には文化祭などを開催しています。  

○公民館等をめぐる課題 

文化祭などの事業を行っても、参加する方は高齢の方が多く年々参加する団体も減っている状態で

す。新しい利用者も多くはいないので、公共施設として、利用者のニーズに合わせた活用をしていき

たいと思います。 

山北町 

○公民館等の現状 

 山北町では、平成26年度に公民館から生涯学習センターに転換し、来年度で開館から30周年を迎

えます。令和２年度から図書室の電子図書館開設、また館内のフリーWi-Fi化、さらには多目的ホ―

ルのライブ配信システムの導入及び視聴覚ホールでのライブ中継システムの整備等、利用者のニー

ズに対応した新しい試みに、常勤・非常勤職員合わせて８名で協力して取り組んでいます。 

○公民館等をめぐる課題 

現在、生涯学習センターの登録団体は18団体、ボランティアサークルは７団体あり定期的に活動を

行っていますが、高齢化が進み存続が困難となっている団体が出てきています。そのような団体を支

援し、世代を超えて充実した活動ができるよう地域交流の活動拠点としての運営が必要となっていま

す。同時に、新たなシステム導入により新規利用者の獲得を期待します。  
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箱根町 

○公民館等の現状 

町の中央に位置する社会教育センターを中心に地域公民館として温泉・宮城野・仙石原地域にそ

れぞれ１館、計４館の公民館があり、仙石原公民館には多目的に使えるホールを併設しています。

公民館を“人と文化の集積処"として「ＨＡＫＯＮＥ」大学をはじめ各種講座を中心に『箱根を知

り、箱根を語れる人づくりと輪づくり』を目標として生涯学習の推進に取り組んでいます。  

○公民館等をめぐる課題 

少子高齢化の進行や人口減少により地域コミュニティの希薄化が顕著になっています。地域コミ

ュニティを活性化する上でも、生涯学習の役割は増々重要になります。公民館を「地域住民が気軽

に集える場」として積極的にPRし、まずは利用してもらうことが必要です。小さな集いから徐々に

交流の輪を広げ、多世代が集う地域コミュニティ活動の拠点となるよう努めていきます。  

真鶴町 

○公民館等の現状 

真鶴町公民館は、昭和59年２月に開館し、社会教育の中核的施設としてだけでなく、地域住民の自

治能力を培い、住民参画の地域づくりを実践する場として機能してきました。近年では、公民館の他

に図書館、博物館、美術館がある恵まれた環境を活かして図書館と連携したおはなし会、博物館と連

携したプランクトン観察会、美術館と連携した絵画教室等、他の社会教育施設と連携し、地域財産を

活かす事業に力を注いでいます。 

○公民館等をめぐる課題 

人や地域のつながりが希薄になり、地域社会の持続可能性そのものが課題となっているからこそ、

公民館が果たす役割は重要度が増しています。高齢者支援や子育て支援等、当町に横たわる地域課題

は幅広い世代に多岐にわたることから、今まで以上に公民館が地域に粘り強く働きかけ、地域と一体

となり課題解決に取り組む必要があると考えています。     

愛川町 

○公民館等の現状 

 愛川町には、文化会館、半原公民館、中津公民館の３つの公民館があり、生涯学習の拠点として

の役割を担っています。また、文化会館に図書館を併設して半原公民館と中津公民館の図書室と連

携し、図書機能の充実及び利便性の向上を図っています。３公民館ともに、館長、正規職員、会計

年度任用職員を配置し運営しています。特色としては、文化会館にはホールがあり、半原公民館と

中津公民館では利用団体で実行委員を編成・運営する「公民館まつり」を開催し、町民の学習成果

の発表の場を提供しています。 

○公民館等をめぐる課題 

 公民館の老朽化への対応のほか、変動する社会情勢を踏まえた施設の利用方法、講座の種類や開催

方法、「公民館まつり」の在り方等の検討を進めていきます。 
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歴代役員【平成23（2011）年度～令和２（2020）年度】 

平成23年度 

会  長 

副 会 長 

〃 

〃 

監  事 

〃 

常 任 理 事 

〃 

〃 

〃 

〃 

京  利幸 (川崎市 学識経験者) 

木下 敬之（厚木市立睦合南公民館長） 

夏井 美幸 (川崎市多摩市民館長) 

青木  久（相模原市立陽光台公民館長） 

丸田 昭文（神奈川県社会教育協会理事） 

村澤 正弘（大和市つきみ野学習センター館長） 

（総務部会長）板橋 康史（愛川町） 

（広報部会長）木村 明智（平塚市） 

（公民館経営部会長）北村 茂（寒川町） 

（研修部会長）畑中 英俊（大和市） 

（大会部会長）宮田 幸紀（厚木市） 

平成24年度 

会  長 

副 会 長 

〃 

〃 

監  事 

〃 

常 任 理 事 

〃 

〃 

〃 

〃 

京  利幸 (川崎市 学識経験者) 

木下 敬之（厚木市 学識経験者） 

夏井 美幸 (川崎市多摩市民館長) 

青木  久（相模原市立陽光台公民館長） 

丸田 昭文（神奈川県社会教育協会理事） 

村澤 正弘（大和市つきみ野学習センター館長） 

（総務部会長）板橋 康史（愛川町） 

（広報部会長）木村 明智（平塚市） 

（公民館経営部会長）米山 明夫(茅ケ崎市） 

（研修部会長）遠藤 知成（伊勢原市） 

（大会部会長）古矢 智子（小田原市） 

平成25年度 

会  長 

副 会 長 

〃 

〃 

監  事 

〃 

常 任 理 事 

〃 

〃 

〃 

〃 

木下 敬之（厚木市 学識経験者） 

夏井 美幸 (川崎市多摩市民館長) 

森  政則（平塚市 学識経験者） 

大神田 賢（相模原市立桂北・千木良公民館長） 

丸田 昭文（神奈川県社会教育協会理事） 

井手 則夫（秦野市立本町公民館長） 

（総務部会長）中村 高明（川崎市） 

（広報部会長）藤嶋  努（綾瀬市） 

（公民館経営部会長）植松 賢也 (座間市） 

（研修部会長）藤原 広司（相模原市） 

（大会部会長）柳井 栄美（横須賀市） 

平成26年度 

会  長 

副 会 長 

〃 

〃 

監  事 

〃 

常 任 理 事 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

木下 敬之 (厚木市 学識経験者) 

夏井 美幸 (川崎市教育委員会生涯学習推進課) 

森  政則（平塚市 学識経験者） 

大神田 賢（相模原市立桂北・千木良公民館長） 

丸田 昭文（神奈川県社会教育協会理事） 

井手 則夫（秦野市立本町公民館長） 

（総務・広報部会長）中村 高明（川崎市） 

（総務・広報副部会長）藤嶋  努（綾瀬市） 

（公民館経営・研修部会長）植松 賢也 (座間市） 

（公民館経営・研修副部会長）藤原 広司（相模原市） 

（大会部会長）山本 智賢（山北町） 

（大会副部会長）諏佐 裕子（川崎市） 

平成27年度 

会  長 

副 会 長 

〃 

〃 

監  事 

〃 

木下 敬之 (厚木市 学識経験者) 

夏井 美幸 (川崎市教育委員会生涯学習推進課) 

森  政則（平塚市 学識経験者） 

奥山 憲雄（相模原市立星が丘公民館長） 

丸田 昭文（神奈川県社会教育協会理事） 

伊波 俊行（座間市教育委員会生涯学習課長） 
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常 任 理 事 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

（総務・広報部会長）佐藤 忠（川崎市） 

（総務・広報副部会長）瀧 喜典（愛川町） 

（公民館経営・研修部会長）植松 賢也 (座間市） 

（公民館経営・研修副部会長）藤原 広司（相模原市） 

（大会部会長）五十嵐 豊和（川崎市） 

（大会副部会長）島田 欣一（相模原市） 

平成28年度 

会  長 

副 会 長 

〃 

〃 

監  事 

〃 

常 任 理 事 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

木下 敬之 (厚木市 学識経験者) 

夏井 美幸 (川崎市教育委員会生涯学習推進課) 

森  政則（平塚市 学識経験者） 

奥山 憲雄（相模原市立星が丘公民館長） 

丸田 昭文（神奈川県社会教育協会理事） 

浅野  寛（座間市教育委員会生涯学習課長） 

（総務・広報部会長）佐藤 忠（川崎市） 

（総務・広報副部会長）瀧 喜典（愛川町） 

（公民館経営・研修部会長）植松 賢也 (座間市） 

（公民館経営・研修副部会長）藤原 広司（相模原市） 

（大会部会長）五十嵐 豊和（川崎市） 

（大会副部会長）島田 欣一（相模原市）、斎藤 忠夫（相模原市） 

平成29年度 

会  長 

副 会 長 

〃 

〃 

監  事 

〃 

常 任 理 事 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

木下 敬之 (厚木市 学識経験者) 

夏井 美幸 (川崎市教育委員会生涯学習推進課) 

森  政則（平塚市 学識経験者） 

渡邊  亮（相模原市立東林公民館長） 

中山 耕造（神奈川県社会教育協会書記） 

細谷 文男（綾瀬市教育委員会生涯学習課長） 

（総務・広報部会長）佐藤 忠（川崎市） 

（総務・広報副部会長）小嶋 聡（綾瀬市） 

（公民館経営・研修部会長）塙 雄太 (相模原市） 

（公民館経営・研修副部会長）西ヶ谷 啓輔（座間市） 

（大会部会長）玉井 知門（藤沢市） 

（大会副部会長）海老澤 建志（平塚市） 

平成30年度 

会  長 

副 会 長 

〃 

〃 

監  事 

〃 

常 任 理 事 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

木下 敬之 (厚木市 学識経験者) 

夏井 美幸 (川崎市教育委員会生涯学習推進課) 

森  政則（平塚市 学識経験者） 

渡邊  亮（相模原市立東林公民館長） 

中山 耕造（神奈川県社会教育協会事務局次長） 

細谷 文男（綾瀬市教育委員会生涯学習課長） 

（総務・広報部会長）宮舘 政幸 （川崎市） 

（総務・広報副部会長）加藤 洋一（中井町） 

（公民館経営・研修部会長）西ヶ谷 啓輔（座間市） 

（公民館経営・研修副部会長）鈴木 啓太 (相模原市) 

（大会部会長）海老澤 建志（平塚市） 

（大会副部会長）圓谷 武(愛川町) 

平成31年度 

令和元年度 

会  長 

副 会 長 

〃 

〃 

監  事 

〃 

常 任 理 事 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

木下 敬之 (厚木市 学識経験者) 

夏井 美幸 (川崎市教育委員会生涯学習推進課) 

森  政則（平塚市 学識経験者） 

藤嶋 直司（相模原市立相原公民館長） 

中山 耕造（神奈川県社会教育協会事務局次長） 

石井  亨（茅ケ崎市教育委員会教育推進部社会教育課長） 

（総務・広報部会長）宮舘 政幸 （川崎市） 

（総務・広報副部会長）森 徹（藤沢市） 

（公民館経営・研修部会長）鈴木 啓太（相模原市） 

（公民館経営・研修副部会長）小林 光男 (座間市) 

（大会部会長）内山 保夫（愛川町） 

（大会副部会長）一寸木 貞夫 (箱根町)  
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令和２年度 

会  長 

副 会 長 

〃 

〃 

監  事 

〃 

常 任 理 事 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

木下 敬之 (厚木市 学識経験者) 

夏井 美幸 (川崎市 学識経験者) 

田中 恵吾（綾瀬市 学識経験者） 

藤嶋 直司（相模原市立相原公民館長） 

中山 耕造（神奈川県社会教育協会事務局次長） 

瀧田 美穂（茅ケ崎市教育委員会教育推進部社会教育課長） 

（総務・広報部会長）森 徹 （藤沢市） 

（総務・広報副部会長）塩田 麻美（伊勢原市） 

（公民館経営・研修部会長）別府 拓自（寒川町） 

（公民館経営・研修副部会長）小林 光男 (座間市) 

（大会部会長）一寸木 貞夫（箱根町） 

（大会副部会長）石川 栄司 (川崎市)  

歴代事務局員【平成23（2011）年度～令和２（2020）年度】 

平成23年度 

事 務 局 長 

事務局次長 

 

事 務 局 員 

 

中世 貴三（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専任主幹） 

安田恵美子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

社会教育グループリーダー兼社会教育主事） 

西澤 一志（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課主任主事） 

上川 哲哉（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専門員） 

平成24年度 

事 務 局 長 

事務局次長 

 

事 務 局 員 

 

纐纈 仁志（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専任主幹） 

荻野  賢（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

社会教育グループリーダー兼社会教育主事） 

西澤 一志（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課主任主事） 

猪飼 孝子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専門員） 

平成25年度 

事 務 局 長 

事務局次長 

 

事 務 局 員 

 

纐纈 仁志（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専任主幹） 

荻野  賢（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

社会教育グループリーダー兼社会教育主事） 

岡田 和久（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課主査 

猪飼 孝子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専門員） 

平成26年度 

事 務 局 長 

事務局次長 

 

事 務 局 員 

 

纐纈 仁志（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専任主幹） 

荻野  賢（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

社会教育グループリーダー兼社会教育主事） 

岡田 和久（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課主査） 

猪飼 孝子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専門員） 

平成27年度 

事 務 局 長 

事務局次長 

 

事 務 局 員 

 

 

纐纈 仁志（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専任主幹） 

荻野  賢（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

社会教育グループリーダー兼社会教育主事） 

藤沖  亮（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

主査兼社会教育主事） 

猪飼 孝子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専門員） 

平成28年度 

事 務 局 長 

事務局次長 

 

事 務 局 員 

 

 

豊田 政治（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専任主幹） 

荻野  賢（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

社会教育グループリーダー兼社会教育主事） 

藤沖  亮（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

主査兼社会教育主事） 

猪飼 孝子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専門員） 

平成29年度 

事 務 局 長 

事務局次長 

 

事 務 局 員 

 

 

豊田 政治（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専任主幹） 

古住 有美（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

社会教育グループリーダー兼社会教育主事） 

鈴木 智久（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

副主幹兼社会教育主事） 

大藤 育子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専門員） 
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平成30年度 

事 務 局 長 

事務局次長 

 

事 務 局 員 

 

 

豊田 政治（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専任主幹） 

髙橋 大明（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

社会教育グループリーダー兼社会教育主事） 

鈴木 智久（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

副主幹兼社会教育主事） 

大藤 育子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専門員） 

平成31年度 

令和元年度 

事 務 局 長 

事務局次長 

 

事 務 局 員 

 

 

菴原 典子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専任主幹） 

大村留美江（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

社会教育グループリーダー） 

瀧澤 和人（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

主幹兼社会教育主事） 

鈴木 智久（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

副主幹兼社会教育主事） 

大藤 育子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専門員） 

令和２年度 

事 務 局 長 

事務局次長 

 

事 務 局 員 

 

 

菴原 典子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専任主幹） 

大村留美江（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

                       社会教育グループリーダー） 

尾上 夏子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課 

主幹兼社会教育主事） 

大藤 育子（県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課専門員） 

歴代教育事務所・県立図書館県公連担当社会教育主事【平成23（2011）年度～令和２（2020）年度】  

平成23年度 

総 務 部 会 

広 報 部 会 

公民館経営部会 

研 修 部 会 

大 会 部 会 

下原  修（中教育事務所） 

西田 孝予（足柄下教育事務所） 

川口 義和（湘南三浦教育事務所） 

小畑 利幸（足柄上教育事務所） 岩本 純子（県生涯学習情報センター） 

太田 正則（県央教育事務所）  

平成24年度 

総 務 部 会 

広 報 部 会 

公民館経営部会 

研 修 部 会 

大 会 部 会 

廣瀬 修一（県央教育事務所） 

遠藤  悟（足柄上教育事務所） 

中山 賢一（湘南三浦教育事務所） 

古住 有美（中教育事務所）   加藤 佳代（県生涯学習情報センター） 

髙橋 大明（足柄下教育事務所） 

平成25年度 

総 務 部 会 

広 報 部 会 

公民館経営部会 

研 修 部 会 

大 会 部 会 

寉田 晃子（県央教育事務所） 

髙橋 大明（足柄下教育事務所） 

古住 有美（中教育事務所） 

島田健一郎（足柄上教育事務所） 加藤 佳代（県生涯学習情報センター） 

川口 義和（湘南三浦教育事務所）  

平成26年度 

総務・広報部会  

公民館経営・研修部会 

大 会 部 会 

太田 光仁（県央教育事務所） 

河野 光志（湘南三浦教育事務所）加藤 佳代（県立図書館生涯学習サポート課） 

井手 祥子（中教育事務所）   髙橋 大明（県西教育事務所）  

平成27年度 

総務・広報部会 

公民館経営・研修部会 

大 会 部 会 

太田 光仁（県央教育事務所）  高橋 壮芳（県西教育事務所） 

河野 光志（湘南三浦教育事務所）中西 美保（県立図書館生涯学習サポート課）

永野  文（中教育事務所）  

平成28年度 

総務・広報部会  

公民館経営・研修部会 

大 会 部 会 

太田 光仁（県央教育事務所）   加藤 佳代（県西教育事務所） 

河野 光志（湘南三浦教育事務所）中西 美保（県立図書館生涯学習サポート課）

永野  文（中教育事務所）  

平成29年度 

総務・広報部会  

公民館経営・研修部会 

大 会 部 会 

小菅 聡子（中教育事務所）    露木 光人（県西教育事務所） 

藤沖  亮（県央教育事務所）  佐伯 利彦（県立図書館生涯学習サポート課）

都  浩一（湘南三浦教育事務所） 

平成30年度 

総務・広報部会  

公民館経営・研修部会 

大 会 部 会 

沖野僚太郎（湘南三浦教育事務所）  

星野 倫克（県西教育事務所）    佐伯 利彦（県立図書館広報・生涯学習推進課） 

松山   愛（県央教育事務所）    永野  文（中教育事務所） 
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平成31年度 

令和元年度 

総務・広報部会 

公民館経営・研修部会 

大 会 部 会 

櫛田 和哉（中教育事務所）  

都    浩一（湘南三浦教育事務所） 佐伯 利彦(県立図書館広報・生涯学習推進課） 

松山    愛（県央教育事務所）    尾上 夏子（県西教育事務所） 

令和２年度 

総務・広報部会  

公民館経営・研修部会 

大 会 部 会 

沖野僚太郎（湘南三浦教育事務所）  

藤沖   亮（県央教育事務所）     山根 千知(県立図書館広報・生涯学習推進課） 

小菅 聡子（中教育事務所）      大平 章人（県西教育事務所） 

 

 

表彰記録（平成23(2011)年度～令和２(2020)年度） 

１ 公民館表彰 

（１）文部科学大臣優良公民館表彰 

年  度 公   民   館 

平成23年度  相模原市立大野南公民館 秦野市立本町公民館 

平成24年度 秦野市立堀川公民館 川崎市多摩市民館 

平成25年度 川崎市高津市民館（優秀館） 相模原市立小山公民館 

平成26年度 厚木市立愛甲公民館 相模原市立星が丘公民館 

平成27年度 厚木市立睦合北公民館 相模原市立清新公民館 横須賀市生涯学習センター 

平成28年度 厚木市立相川公民館 厚木市立荻野公民館 

平成29年度 平塚市立土屋公民館 厚木市立睦合南公民館 

平成30年度 川崎市中原市民館 平塚市立須賀公民館 

平成31年度      

令和元年度 
平塚市立旭南公民館 厚木市立南毛利公民館 

令和２年度 平塚市立松原公民館 厚木市立緑ケ丘公民館 

 

（２）神奈川県公民館連絡協議会優良公民館表彰 

年  度 公   民   館 

平成23年度 川崎市高津市民館 秦野市立堀川公民館 

平成24年度 川崎市教育文化会館 相模原市立小山公民館 綾瀬市立中央公民館 

平成25年度 
川崎市麻生市民館岡上分館 相模原市立星が丘公民館 横須賀市生涯学習センター

厚木市立愛甲公民館 厚木市立依知南公民館 

平成26年度 
川崎市宮前市民館菅生分館 相模原市立清新公民館 秦野市立西公民館 

厚木市立睦合北公民館 厚木市立睦合西公民館 

平成27年度 
川崎市中原市民館 相模原市立中央公民館 厚木市立厚木北公民館 

厚木市立荻野公民館 厚木市立相川公民館 

平成28年度 
川崎市教育文化会館田島分館 相模原市立相武台公民館 平塚市立土屋公民館 

厚木市立睦合南公民館 厚木市立依知北公民館 

平成29年度 
川崎市高津市民館橘分館 相模原市立東林公民館 平塚市立須賀公民館 

厚木市立厚木南公民館 厚木市立森の里公民館 

平成30年度 

川崎市教育文化会館大師分館 相模原市立横山公民館 相模原市立光が丘公民館 

平塚市立旭南公民館 厚木市立玉川公民館 厚木市立南毛利公民館 

座間市立東地区文化センター 

平成31年度 

令和元年度 

川崎市幸市民館日吉分館 相模原市立大沼公民館 相模原市立上鶴間公民館 

平塚市立松原公民館 厚木市立緑ケ丘公民館 厚木市立小鮎公民館 

大和市生涯学習センター 

令和２年度 
相模原市立大野台公民館 相模原市立陽光台公民館 平塚市立横内公民館 

寒川町北部公民館 
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２ 職員表彰 

（１）全国公民館連合会優良職員表彰 

年  度 氏    名（ 所 属 名 ） 

平成23年度 青木 久（相模原市立陽光台公民館） 

平成24年度 該当者なし 

平成25年度 該当者なし 

平成26年度 大神田 賢（相模原市立桂北・千木良公民館） 

平成27年度 該当者なし 

平成28年度 奥山 憲雄（相模原市立星が丘公民館） 

平成29年度 新岡 孝大（横須賀市久里浜コミュニティセンター） 

平成30年度 山口 和男（横須賀市久里浜コミュニティセンター） 

平成31年度    

令和元年度 
渡邊 亮（相模原市立東林公民館） 

令和２年度 該当者なし 

 

（２）全国公民館連合会永年勤続職員表彰 

年  度 氏    名（ 所 属 名 ） 

平成23年度 該当者なし 

平成24年度 該当者なし 

平成25年度 夏井 美幸（川崎市多摩市民館） 

平成26年度 豊田 一郎（川崎市宮前市民館） 

平成27年度 
高畠 正晶（川崎市教育文化会館）  木村 利惠（川崎市宮前市民館菅生分館） 

久米谷 慎一（川崎市教育文化会館） 

平成28年度 

石川 岳司（川崎市麻生市民館岡上分館） 

釼持 さと子（横須賀市浦賀コミュニティセンター） 

伊藤 仁志（秦野市立鶴巻公民館）  湯山 正計（秦野市立本町公民館） 

平成29年度 

安部 恭子（川崎市教育文化会館）  

岡﨑 慎一（川崎市教育委員会事務局給与厚生課） 

細谷 妙子（川崎市宮前市民館菅生分館） 江成 俊明（相模原市立大野南公民館） 

原  隆之（横須賀市生涯学習センター・〔公財〕横須賀市生涯学習財団） 

和田  浩（横須賀市生涯学習センター・〔公財〕横須賀市生涯学習財団） 

平成30年度 

岩瀬 正人（川崎市教育文化会館）   加藤 宗一（川崎市麻生市民館岡上分館） 

池谷 典彦（川崎市中原市民館）      田中 勝彦（川崎市多摩市民館） 

石井 まさみ（相模原市立田名公民館）  小杉 寿恵子（相模原市立大沢公民館）  

中西 和子（相模原市立新磯公民館）    西川 睦（相模原市立光が丘公民館） 

吉田 郁子（相模原市立相模湖公民館） 

平成31年度 

令和元年度 

関田 弘子（相模原市立橋本公民館）  坂庭 京（相模原市立陽光台公民館） 

青山 朋子（相模原市立陽光台公民館） 星 玲子（相模原市立田名公民館） 

阿藤 栄利（平塚市中央公民館） 

令和２年度 
萩原 周子（川崎市教育委員会事務局生涯学習推進課） 

永見 裕美（茅ヶ崎市立南湖公民館）  

 

（３）全国公民館連合会功労者表彰 

年  度 氏    名（ 所 属 名 ） 

平成23年度 栗原  旭（秦野市立西公民館） 

平成29年度 丸田 昭文（神奈川県公民館連絡協議会監事） 

令和２年度 森  政則（神奈川県公民館連絡協議会副会長） 
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（４）関東甲信越静公民館連絡協議会表彰功労者表彰 

年  度 氏    名（ 所 属 名 ） 

平成28年度 纐纈 仁志（神奈川県公民館連絡協議会前事務局長） 

 

（５）神奈川県公民館連絡協議会永年勤続職員表彰 

年  度 氏    名（ 所 属 名 ） 

平成23年度 

岡﨑 慎一（川崎市教育委員会生涯学習推進課） 

夏井 美幸（川崎市多摩市民館）      中村 高明（川崎市幸市民館） 

大久保 眞二（相模原市教育委員会生涯学習課） 

釼持 さと子（横須賀市浦賀行政センター）  

古山 美智子（横須賀市衣笠行政センター） 

新岡 孝大（横須賀市田浦行政センター） 

石野 雅樹（財団法人横須賀市生涯学習財団） 

原  隆之（財団法人横須賀市生涯学習財団） 

和田  浩（財団法人横須賀市生涯学習財団） 

髙橋 直人（横須賀市教育委員会生涯学習課） 

向原 茂樹（秦野市立南が丘公民館）   栗原   旭（秦野市立西公民館） 

熊澤 淳子（秦野市立堀川公民館）    中山 弘子（秦野市立南が丘公民館） 

福士 麗子（秦野市立西公民館）     山本 暢子（秦野市立本町公民館） 

西山 正徳（大和市生涯学習センター）  

平成24年度 

高畠 正晶（川崎市教育文化会館）    青山 真里子（川崎市中原市民館） 

豊田 一郎（川崎市宮前市民館）  

渕田 裕美（横須賀市北下浦コミュニティセンター） 

山尾 奈津子（横須賀市逸見コミュニティセンター） 

下里 ゆきえ（横須賀市田浦コミュニティセンター）  

吉川 幸男（愛川町半原公民館） 

平成25年度 

越智 修（川崎市教育委員会生涯学習推進課）岩瀬 正人（川崎市中原市民館）  

細谷 妙子（川崎市中原市民館）     久米谷 慎一（川崎市高津市民館） 

加藤 宗一（川崎市麻生市民館岡上分館） 吉田 郁子（相模原市立橋本公民館） 

小杉 寿恵子（相模原市立相原公民館）  中西 和子（相模原市立大野台公民館） 

石井 まさみ（相模原市立陽光台公民館） 西川  睦（相模原市立光が丘公民館） 

平成26年度 

萩原 周子（川崎市教育委員会生涯学習推進課）  

村川 小高（川崎市高津市民館橘分館） 

星  玲子（相模原市立小山公民館）   佐野 淳子（相模原市立東林公民館）   

関田 弘子（相模原市立橋本公民館）   青山 朋子（相模原市立田名公民館） 

坂庭  京（相模原市立中央公民館）   

渡辺 孝夫（〔公財〕横須賀市生涯学習財団） 

柏倉 梨沙（〔公財〕横須賀市生涯学習財団） 

見崎  巌（大和市林間学習センター） 

平成27年度 

小林 義仁（川崎市麻生市民館）     新井 健司（川崎市高津市民館） 

片山 美緒（川崎市教育委員会生涯学習推進課） 

大津 雅史（藤沢市立辻堂公民館）    畑中 英俊（大和市生涯学習センター） 

平成28年度 

田中 勝彦（川崎市多摩市民館）     佐藤 裕美子（相模原市立大野中公民館） 

松田 好恵（相模原市立上鶴間公民館）  徳永 玲子 （相模原市立光が丘公民館） 

塙  雄太（相模原市教育委員会生涯学習課） 

梅野 拓（相模原市市民税課〔元清新公民館〕） 

江成 俊明（相模原市立大野南公民館）  白石 卓之（相模原市立田名公民館） 

竹内 眞理（相模原市総合学習センター〔元大野中公民館〕） 

岡倉 素子（〔公財〕横須賀市生涯学習財団） 

藤原 雅仁（〔公財〕横須賀市生涯学習財団） 
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平成29年度 
新田  淳（川崎市中原市民館）    桐生  崇（横須賀市生涯学習センター） 

阿部 一乃（藤沢市立村岡公民館）   柳  幹子（大和市林間学習センター） 

平成30年度 

谷口 なぎさ（川崎市教育文化会館田島分館）  

秋山 祐子（相模原市立大野台公民館）  小豆澤 透（相模原市立大野北公民館） 

政木 清美（相模原市立橋本公民館）   西島 万里子（相模原市立城山公民館） 

天羽 道子（相模原市立横山公民館）   藤野 圭太（相模原市立麻溝公民館） 

北島 佳奈（相模原市立相武台公民館）  柳原 淳子（相模原市立相武台公民館） 

浅羽 悦子（横須賀市北下浦コミュニティセンター） 

阿藤 栄利（平塚市中央公民館）     古賀 加代子（藤沢市立六会公民館） 

三雲 謠子（藤沢市立片瀬公民館）    古賀 安津美（藤沢市立明治公民館） 

門田 壽津香（藤沢市立善行公民館）   平井 史子（藤沢市立善行公民館） 

坪井 裕美（茅ヶ崎市立南湖公民館）   猪俣 武司（秦野市立西公民館） 

片野 みち子（座間市北地区文化センター） 

新井 義明（綾瀬市立中央公民館）    有水 悦子（綾瀬市立寺尾いずみ会館） 

岡村 新也（綾瀬市立寺尾いずみ会館）  橋本 由理子（綾瀬市立寺尾いずみ会館）

内山 保夫（愛川町文化会館） 

平成31年度 

令和元年度 

関野 加奈（川崎市教育委員会事務局生涯学習推進課） 

安藤 光津重（相模原市立相原公民館）  山本 静昭（相模原市立小山公民館） 

大澤 明美（相模原市立清新公民館）   島﨑 京子（相模原市立東林公民館） 

山下 いずみ（相模原市立城山公民館）   

清水 礼子（相模原市立津久井中央公民館） 

倉田 冠子（相模原市立藤野中央公民館） 

大柴 裕二（〔公財〕横須賀市生涯学習財団） 

藤田 比呂美（藤沢市立鵠沼公民館）   磯和 真由美（藤沢市立遠藤公民館） 

新井 幸子（藤沢市立遠藤公民館）    有賀 眞弓（藤沢市立長後公民館） 

青木 美和子（藤沢市立湘南大庭公民館） 高井 佳子（藤沢市立湘南台公民館） 

阿部 優子（茅ヶ崎市立鶴嶺公民館）   小嶋 まゆみ（座間市立座間市公民館） 

小嶋  聡（元綾瀬市教育委員会生涯学習課） 

令和２年度 

木戸 礼子（相模原市立中央公民館）   古賀 さやか（相模原市立大野北公民館） 

渋谷 由美子（藤沢市立藤沢公民館）   立川 奈保子（藤沢市立善行公民館） 

深田 多美子（藤沢市立長後公民館）   菅澤 克予（茅ヶ崎市立南湖公民館） 

泉二  學 （秦野市立西公民館）    中  敏江（秦野市立南が丘公民館） 

小田木 三千代（秦野市立大根公民館）  

 

（６）神奈川県公民館連絡協議会職員等功績表彰 

年  度 氏    名（ 所 属 名 ） 

平成23年度 木下 敬之（厚木市立睦合南公民館） 

平成24年度 豊岡 裕一郎（川崎市宮前市民館菅生分館） 

平成25年度 永冨 多美子（相模原市立小山公民館） 

平成26年度 該当者なし 

平成27年度 中村 高明（川崎市国際交流センター交流事業課〔元川崎市幸市民館〕） 

平成28年度 
中村  洋子 (相模原市立大野南公民館)遠藤   誠（相模原市立清新公民館） 

栁川 久子（平塚市立金目公民館）  嶋崎 和栄（平塚市立金目公民館） 

平成29年度 植松 賢也 (座間市立東地区文化センター) 

平成30年度 安藤 咲枝 （座間市立東地区文化センター） 

平成31年度 

令和元年度 
青木 美和子 （藤沢市立湘南大庭公民館） 

令和２年度 該当者なし 

 

 

―138―



３ その他表彰 

（１）平成23年度 全国公民館連合会第４回全国公民館ホームページコンクール 

    優良賞   相模原市立横山公民館 

    奨励賞   相模原市立大沢公民館 

（２）平成25年度 全国公民館連合会第５回全国公民館ホームページコンクール 

    最優秀賞  相模原市立麻溝公民館 

    優良賞   相模原市立上溝公民館 

    奨励賞   相模原市立横山公民館、相模原市立大沢公民館、相模原市立光が丘公民館 

（３）平成27年度 全国公民館連合会第１回全国公民館インターネット活用コンクール 

    奨励賞   相模原市立大沢公民館、相模原市立横山公民館 

（４）平成29年度 全国公民館連合会第２回全国公民館インターネット活用コンクール 

    優秀賞   相模原市立光が丘公民館 

奨励賞   相模原市立横山公民館、相模原市立麻溝公民館 

（５）平成30年度 全国公民館連合会第７回館報コンクール 

    奨励賞   相模原市立田名公民館 

（６）令和元年度 全国公民館連合会第３回全国公民館インターネット活用コンクール 

    優秀賞   相模原市立麻溝公民館 

奨励賞   相模原市立新磯公民館 

（７）令和２年度 全国公民館連合会第８回館報コンクール 

    奨励賞   平塚市立土屋公民館 

（８）令和元年秋の叙勲 

    旭日双光章 神崎 節生（神奈川県公民館連絡協議会・顧問）   

 

県公連のこの10年と公民館の動き等  

月・日 連絡協議会と公民館の動向 月・日 国・県等の動向 

平成23（2011）年度   

５・20 

６・21 

 

 

７・６ 

 

 

 ・21 

 

 

８・11 

 

９・８ 

 

 

 ・10 

10・20 

～21 

11・18 

 

 ・25 

 

(平成24年) 

１・18 

 ～20 

県公連総会（座間市東地区文化センター） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

１回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報

センター研修室） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報

センター研修室） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

３回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報

センター研修室） 

県公連公民館長等研修会(於：厚木市パートナー

センター) 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

４回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報

センター研修室） 

「公民館かながわ」発行第73号 

第33回全国公民館研究集会（於：佐賀県佐賀市） 

 

第52回関東甲信越静公民館研究大会（於：茨城県

つくば市）(シンポジウム) 

県公連館長・公運審等研修会（於：相模原市南市

民ホース） 

 

第23回生涯学習推進研究協議会(公民館全国セミ

ナー（於：国立オリンピック記念青少年総合セン

 

６・７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社団法人全国公民館連合会 第52

回通常総会（於:国立オリンピッ

ク記念青少年総合センター） 
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月・日 連絡協議会と公民館の動向 月・日 国・県等の動向 

 

１・27 

 

３・25 

ター） 

第53回神奈川県公民館大会（於：厚木市文化会

館） 

「公民館かながわ」発行第74号 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24（2012）年度  

４・１ 

 
６・６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
９・３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国公民館連合会公益社団法人に

移行 

公益社団法人全国公民館連合 第

１回定時総会（於:国立オリンピ

ック記念青少年総合センター） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
第６期中教審生涯学習分科会にお

ける論理の整理（中教審生涯学習

分科会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５・18 

６・26 

 

 

７・10 

 

 

 ・26 

 

 

８・３ 

 

 

９・14 

 

 

 ・27 

 ～28 

10・10 

～12 

11・10 

 ・22 

 

(平成25年) 

１・23 

 ～25 

 

 ・25 

 

３・25 

県公連総会（於：平塚市中央公民館） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

１回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報

センター研修室） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報

センター研修室） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

３回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報

センター研修室） 

県公連公民館長等研修会(於：秦野市本町公民館) 

60周年記念誌発行 

（平成11(1999)年度～平成22（2010）年度分） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

４回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報

センター研修室） 

第53回関東甲信越静公民館研究大会（於：長野県

松本市） 

第34回全国公民館研究集会（於：滋賀県大津市） 

 

「公民館かながわ」発行第75号 

県公連館長・公運審等研修会（於：大和市渋谷学

習センター） 

 

第24回生涯学習推進研究協議会(公民館全国セミ

ナー（於：国立オリンピック記念青少年総合セン

ター） 

第54回神奈川県公民館大会（於：小田原市生涯学

習センターけやき） 

「公民館かながわ」発行第76号 

平成25（2013）年度 

 

 

 
４・25 

 
 
 
 
 
６・５ 

  

 
 
 
 
 
 
 
９・17 

 

 

第２期教育振興基本計画について

（中教審答申） 

 

 

 

 

公益社団法人全国公民館連合 第

２回定時総会（於:国立オリンピ

ック記念青少年総合センター） 

 

 

 

 

 

 

社会教育推進体制の在り方に関す

るワーキンググループにおける審

５・17 

 ・23 

 

 

６・21 

 

 

７・18 

 

 

８・２ 

 ・29 

 ～30 

９・13 

 

県公連総会（於：伊勢原市中央公民館） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

１回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報

センター研修室） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報

センター研修室） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

３回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報

センター研修室） 

県公連公民館長等研修会(於：川崎市麻生市民館) 

第54回関東甲信越静公民館研究大会（於：新潟県

南魚沼市湯沢町） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

４回（県教育委員会共催）（於：県生涯学習情報
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９・25 

10・17 

 ～18 

11・22 

 

 

(平成26年) 

１・15 

 ～17 

 

 ・25 

 

３・25 

センター研修室） 

「公民館かながわ」発行第77号 

第35回全国公民館研究集会（於：北海島富良野

市） 

県公連館長・公運審等研修会（於：綾瀬市中央公

民館） 

 

 

第25回生涯学習推進研究協議会(公民館全国セミ

ナー（於：国立オリンピック記念青少年総合セン

ター） 

第55回神奈川県公民館大会（於：横須賀市ヨコス

カ・ベイサイドポケット） 

「公民館かながわ」発行第78号 

 

 

 

 

 

 

12･13 

 

議の整理(中教審生涯学習分科会) 

 

 

 

 

 

今後の地方教育行政の在り方につ

いて（中教審答申） 

 

平成26（2014）年度 

 

 

 
４月 

 

 

 

 

 

 

６・４ 

  

 

６・４ 

６月 

 
第３次神奈川県子ども読書活動推

進計画 
 
 
 

 
 
公益社団法人全国公民館連合 第

３回定時総会（於:国立オリンピ

ック記念青少年総合センター） 

全公連 石川正夫が新会長に就任 
神奈川県生涯学習審議会第11期
「体験活動を重視した放課後の子
どもの居場所づくり」のための社
会教育施設等地域の教育資源の活
用について（答申） 

５・16 

  

・21 

 

 

６・４ 

 

 

 ・20 

 

 

 ・25 

 

 

７・２ 

 

 

 ・16 

 

 

９・12 

 

  

10・16 

 ～17 

 ・25 

11・11 

 

(平成27年) 

１・23 

 

・28 

 ～30 

 

３・25 

県公連総会（於：相模原市大野北公民館） 

県公連公民館長等研修会(於：    〃 ) 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

１回（県教育委員会共催）（於：かながわ県民セ

ンター） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ａ（県教育委員会共催）（於：高相合同庁

舎） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｂ（県教育委員会共催）（於：平塚合同庁

舎） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｃ（県教育委員会共催）（於：藤沢合同庁

舎） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｄ（県教育委員会共催）（於：足柄上合同庁

舎） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

３回（県教育委員会共催）（於：かながわ県民セ

ンター） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

４回（県教育委員会共催）（於：かながわ県民セ

ンター） 

第55回関東甲信越静公民館研究大会（於：埼玉県

熊谷市・行田市） 

「公民館かながわ」発行第79号 

県公連館長・公運審等研修会（於：秦野市堀川公

民館） 

 

第56回神奈川県公民館大会（於：山北町立生涯学

習センター） 

第26回生涯学習推進研究協議会(公民館全国セミ

ナー（於：国立オリンピック記念青少年総合セン

ター） 

「公民館かながわ」発行第80号 
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平成27（2015）年度       
４・１ 

 
 
 
 
 

 
 
 

６・３ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12･21 

 

 
12･21 

 
 
 
 
 

 

「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の一部を改正する法

律」 

 

 

 

 

 
 

公益社団法人全国公民館連合 第

４回定時総会（於:国立オリンピ

ック記念青少年総合センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チームとしての学校の在り方と今

後の改善方策について（中教審答

申） 

「新しい時代の教育や地方創生の

実現に向けた学校と地域の連携・

協働の在り方と今後の推進方策に

ついて（中教審答申） 

 

 

 
 

 

 

５・22 

  

・28 

 

 

 

６・３ 

 

 

 ・10 

 

 

 ・25 

 

 

７・３ 

 

 

 ・24 

 

 

９・２ 

 

10・15  

11・12 

 

11・14 

 ～15 

 

 

 

 

(平成28年) 

１・６ 

 ～８ 

 

・29 

３・25 

 

 

 

県公連総会（於：横須賀市本町コミュニティセン

ター） 

県公連公民館長等研修会(於：    〃 ) 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

１回（県教育委員会共催）（於：平塚市立博物

館） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ａ（県教育委員会共催）（於：高相合同庁

舎） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｂ（県教育委員会共催）（於：藤沢合同庁

舎） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｃ（県教育委員会共催）（於：川崎市教育文

化会館） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｄ（県教育委員会共催）（於：平塚合同庁

舎） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

３回（県教育委員会共催）（於：座間市東地区文

化センター） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

４回（県教育委員会共催）（於：県立図書館） 

「公民館かながわ」発行第81号 

県公連館長・公運審等研修会（於：茅ヶ崎コミュ

ニティ・ホール） 

第56回関東甲信越静公民館研究大会（於：東京都

小平市（シンポジウム） 

 

 

 

 

 

第27回生涯学習推進研究協議会(公民館全国セミ

ナー（於：国立オリンピック記念青少年総合セン

ター） 

第57回神奈川県公民館大会（於：川崎市高津市民

館） 

「公民館かながわ」発行第82号 

平成28（2016）年度   

 

５・20 

 ・25 

 

 

６・２ 

 

 

・15 

 

 

 

県公連総会（於：川崎市教育文化会館） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

１回（県教育委員会共催）（於：県立図書館・新

館） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ａ（県教育委員会共催）（於：藤沢市明治公

民館） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｂ（県教育委員会共催）（於：川崎市麻生市

民館） 

４・１ 

 

 
 
 
６・９ 
 

「障害者差別解消法」施行 

 

 
 
 
公益社団法人全国公民館連合 第

５回定時総会（於：国立オリンピ

ック記念青少年センター） 
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６・25 

 

 

７・12 

 

 

８・25 

 ～26 

 

 

 

 

 

10・25 

11・18 

  

  

(平成29年) 

１・16 

 ～18 

 

１・27 

 

３・25 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｃ（県教育委員会共催）（於：相模原市橋本

公民館） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｄ（県教育委員会共催）（於：平塚市立中央

公民館） 

第38回全国公民館研究集会 

第57回関東甲信越静公民館研究大会 

第58回神奈川県公民館大会（於：神奈川県相模原

市） 

※当年度から全国公民館研究集会が全国７地域

でブロック公民館大会と合同実施、その記念

すべき初回 

「公民館かながわ」発行第83号 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

３回（県教育委員会共催）（於：県立図書館・新

館） 

 

第28回生涯学習推進研究協議会(公民館全国セミ

ナー（於：国立オリンピック記念青少年総合セン

ター） 

県公連館長・公運審等研修会（於：横須賀市本町

コミュニティセンター） 

「公民館かながわ」発行第84号 

 

 

 

 

 

 

８月 

 
 
 
 
 

  
10･14 

 

11・２ 

 

12･21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県生涯学習審議会第12期
「生涯学習の成果の活用に向けた
取組について」（答申） 

 

 

 

 
神奈川県「ともに生きる社会神奈

川憲章」 

公民館の耐震化の促進について

（文部科学省社会教育課長通知） 

中央審議会答申「社会に開かれた

教育課程の実現」 

 

 

 

 

 

平成29（2017）年度  
４・19 

 

４・19 

 

 
 
 
６・７ 

  

 

６・20 

 

６・28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
全公連より「新訂よくわかる公民館の

しごと」発刊 

全公連より「公民館必携（平成29年度

版）」発刊 

 
 
 
公益社団法人全国公民館連合 第

６回定時総会（於:国立オリンピ

ック記念青少年総合センター） 

全公連より「新訂公民館における

災害対策ハンドブック」発刊 

地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律の運用について

（通知）総務省自治行政局公務員

部長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

５・19 

  

・25 

 

 

６・14 

 

 

 ・29 

 

 

８・24 

 ～25 

 

９・６ 

 

  

９・25 

11・11 

 

 ・30 

 

 

(平成30年) 

１・23 

 

 

 

 

県公連総会（於：大井町生涯学習センター） 

県公連公民館長等研修会(於：    〃 ) 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

１回（県教育委員会共催）（於：かながわ県民セ

ンター） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ａ（県教育委員会共催）（於：鎌倉市玉縄学

習センター） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｂ（県教育委員会共催）（於：小田原市 お

だわら市民交流センター） 

第39回全国公民館研究集会 

第58回関東甲信越静公民館研究大会（於：群馬県

前橋市） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

３回（県教育委員会共催）（於：相模原市小山公

民館） 

「公民館かながわ」発行第85号 

県公連館長・公運審等研修会（於：川崎市幸市民

館） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

４回（県教育委員会共催）（於：県立図書館新

館） 

 

第59回神奈川県公民館大会（於：藤沢市湘南台文

化センター） 
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１・30 

∼２・１ 

 

３・28 

第29回生涯学習推進研究協議会(公民館全国セミ

ナー（於：国立オリンピック記念青少年総合セン

ター） 

「公民館かながわ」発行第 86 号 

２・28 

 

 

社会教育主事講習等規程の一部を

改正する省令の施行について（通

知）文部科学省生涯学習政策局長

通知 

平成30（2018）年度  

 

 
 
６・６ 

 

 

６・15 

 

７・９ 

 

 

 

10･16 

 
10月 

 
 

12･14 

 
12･21 

 
 
12･21 
 
 

１月 

 

 

 

３月 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

公益社団法人全国公民館連合 第

７回定時総会（於:国立オリンピ

ック記念青少年総合センター） 

第３期教育振興基本計画について

（中教審答申） 

公立社会教育施設の所管の在り方

等に関する生涯学習分科会におけ

る審議のまとめ（中教審生涯学習

分科会） 

文部科学省生涯学習政策局を「総

合教育政策局」に改組 

神奈川県生涯学習審議会第13期
「地域と学校の連携・協働の推進
について」（答申） 

出入国管理及び難民認定法及び法

務省設置法の一部改正について 

人口減少時代の新しい地域づくり

にむけた社会教育の振興方策につ

いて（中教審答申） 

社会教育法第23条第1項の解釈の

周知について（依頼）文部科学省総

合教育政策局地域学習推進課事務連絡 

神奈川県生涯学習審議会第14期

「神奈川県におけるこれからの家

庭教育支援のあり方について」諮

問 

第４次神奈川県子ども読書活動推

進計画策定 

５・18 

  

 

・30 

 

 

 

６・13 

 

 

 ・28 

 

８・29 

 

 

９・30 

 

11・１ 

 ～２ 

 ・９ 

 

 ・28 

 

 

(平成31年) 

１・18 

 

１・30  

∼２・１ 

 

３・29 

 

県公連総会（於：大和市生涯学習センターシリウ

ス） 

県公連公民館長等研修会(於：   〃  ) 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

１回(社会教育担当者コースど合同開催)（県教

育委員会共催）（於：かながわ県民センター） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ａ（県教育委員会共催）（於：横須賀市本町

コミュニティセンター） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｂ（県教育委員会共催）（於：かながわ県民

センター） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

３回（県教育委員会共催）（於：かながわ県民セ

ンター） 

「公民館かながわ」発行第87号 

 

第40回全国公民館研究集会（於：東京都 日本青

年館ホール） 

県公連館長・公運審等研修会（於：山北町生涯学

習センター） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

４回（県教育委員会共催）（於：県立図書館新

館） 

 

第60回神奈川県公民館大会（於：平塚市中央公民

館） 

第30回生涯学習推進研究協議会(公民館全国セミ

ナー（於：国立オリンピック記念青少年総合セン

ター） 

「公民館かながわ」発行第88号 

 

平成31・令和元（2019）年度   

５・22 

  

 

・30 

 

６・12 

 

 

 ・27 

 

 

８・22 

～23 

 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

１回(社会教育担当者コースど合同開催)（県教

育委員会共催）（於：かながわ県民センター） 

県公連総会（於：秦野市堀川公民館） 

県公連公民館長等研修会(於：    〃 ) 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ａ（県教育委員会共催）（於：川崎市中原市

民館） 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

２回Ｂ（県教育委員会共催）（於：平塚市須賀公

民館） 

第41回全国公民館研究集会 

第59回関東甲信越静公民館研究大会（於：栃木県

宇都宮市） 

 

 

 

 

 

６・４ 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人全国公民館連合 第

８回定時総会（於:国立オリンピ

ック記念青少年総合センター） 
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月・日 連絡協議会と公民館の動向 月・日 国・県等の動向 

９・５ 

 

 

９・30 

10・16 

 

 

11・８ 

  

(令和２年) 

１・17 

 

・29  

 ～31  

 

３・31 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

３回（県教育委員会共催）（於：かながわ県民セ

ンター） 

「公民館かながわ」発行第89号 

生涯学習指導者研修「公民館担当者コース」第

４回（県教育委員会共催）（於：かながわ県民セ

ンター） 

県公連館長・公運審等研修会（於：座間市ハーモ

ニーホール座間） 

 

第61回神奈川県公民館大会（於：愛川町文化会

館） 

第31回生涯学習推進研究協議会(公民館全国セミ

ナー（於：国立オリンピック記念青少年総合セン

ター） 

「公民館かながわ」発行第90号 

 

 

 

 

  

 

 

 

12･21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計年度任用職員の適正な運用等

について（通知）総務省自治行政

局公務員部長 

 

 
 
 
 

令和２（2020）年度  
５・14 

 
 

 
６・20 

 
 
 
 
 
10・13 

 

全公連「公民館における新型コロ

ナウイルス感染症拡大予防ガイド

ライン」を作成（改訂5・25、

10・2） 

公益社団法人全国公民館連合 第

９回定時総会（書面開催） 

全公連 中西彰が新会長に就任 

 

 

 

第10期中教審生涯学習分科会にお

ける論議の整理（中教審生涯学習

分科会） 

 

５・22 

  

 

６・19 

９・24 

 

 

 

 

 

10・14 

 

 

11・５ 

  

 

 

 

 

 

 ・19 

 

 

 

 ・26 

 

(令和3年) 

１・29 

 

 

 

＊配信 

 

 

３・31 

 

 

新型コロナウイルス感染防止対策のため、茅ケ 

崎公園体験学習センターうみかぜテラスで開催 

予定だった県公連総会を書面開催に変更 

県公連総会 書面開催 

生涯学習指導者研修「公民館等担当者コース」

第１回（県教育委員会共催）（於：厚木合同庁舎） 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、回

数・定員削減、時間短縮等をして、生涯学習

指導者研修「社会教育担当者コース」（県教

委主催）と合同開催（第２、３回も同様） 

生涯学習指導者研修「公民館等担当者コース」

第２回（県教育委員会共催）（於：かながわ県

民センター） 

県公連公民館長等研修会、県公連館長・公運審

等研修会 講師資料により書面開催 

・11／27：講師への質問アンケート事務局提出 

・１／29：講師からの回答による書面研修 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、県

公連公民館長等研修会、県公連館長・公運審

等研修会は合同書面開催 

第42回全国公民館研究集会 

第60回関東甲信越静公民館研究大会(於：千葉県) 

・全体会(基調講演)…オンライン配信 

・分科会…書面報告 

生涯学習指導者研修「公民館等担当者コース」

第３回（県教育委員会共催）（於：県立金沢文庫） 

 

第62回神奈川県公民館大会（於：箱根町） 書

面開催 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、書

面開催 

第32回生涯学習推進研究協議会(公民館全国セミ

ナー（於：国立オリンピック記念青少年総合セ

ンター） オンライン開催 

「公民館かながわ」発行第91号 

※新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み第91

号のみ発行 
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あ  と  が  き 

 

神奈川県公民館連絡協議会として10年度ごとに『公民館の歩みを記していこう』との強い意

志のもと、令和２年度に「70周年記念誌作成委員会」が結成されました。しかし、そのスター

ト時には新型コロナウイルス感染症が世界をパンデミックに陥れ、日本でも令和２年１月15日

に最初の感染者が確認されて以降、様々な制約の中で作成作業を進めていかなければならない

状況になりました。県公連大会や総会、研修会など悉く書面やリモートによる開催、あるいは

中止・延期となりました。 

こうした中、作成委員が所属する公民館等では余儀なく休館をせざる状態になったり、感染

症対策を講じての学級や講座を開催したりという状況でした。本来なら、「70周年記念誌」の

発行に向けては綿密な打合せや細かな確認が必要ですが、作成委員会も書面開催やリモート会

議などの開催で乗り越えてきました。 

この間、多くの方々のご支援やご助言をいただきながら、ここに「70周年記念誌」（平成23

年度～令和２年度）をまとめ上げることが出来ました。万感の思いでいっぱいです。これまで、

少子高齢化、地域コミュニティの希薄化、地域活力の低下などが指摘されて久しくなります。

併せて、自然災害や環境問題への対応、感染症への対応、ICT環境の整備などといった課題も山

積しています。時代が大きく変化する今、改めて社会教育の砦と言われる「公民館」の有り様

をこの記念誌を通して見つめ直す機会になればと考えています。 

 

最後になりましたが、膨大な資料からの抽出作業、原案作り、執筆等にご協力いただいた関

係者の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

令和４年６月吉日 

 

70周年記念誌作成委員会 

 

 

 

 

令和２年度作成委員 

神崎節生、木下敬之、夏井美幸、藤嶋直司、田中恵吾、森徹、別府拓自、一寸木貞夫、 

塩田麻美、小林光男、石川栄司 

（事務局）菴原典子、大江留美江、尾上夏子、大藤育子 

 

令和３年度作成委員 

神崎節生、木下敬之、夏井美幸、田中恵吾、大谷政道、井上誠、高木徹、海老澤建志、 

石川栄司、石塚義之、中村康恵、振原彩 

（事務局）菴原典子、大江留美江、尾上夏子、大藤育子、久万直子 

70周年記念誌作成委員会 
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七十周年記念誌 

 

         発 行 令和４年６月 

             神奈川県公民館連絡協議会 

             〒２３１－８５８８ 

             神奈川県横浜市中区日本大通１ 

            （神奈川県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課内） 

             電 話 ０４５－２１０－８３４７ 
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